
甲 第 １ ９ 号 議 案 

岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定するものとする。 

令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例（平成２１年市条例第６１号）

の一部を次のように改正する。 

別表に次のように加える。 

岡山市造山古墳ビジターセンター条例（令和元年市条例第２６号） 

第２条 岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部を次のように改正する。 

別表岡山市立市民会館条例（昭和３８年市条例第９号）の項の次に次のように加える。 

岡山市営火葬場条例（昭和３９年市条例第３７号） 

第３条 岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部を次のように改正する。 

別表に次のように加える。 

岡山芸術創造劇場条例（令和２年市条例第５１号） 

附 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条の規定は岡山市営火葬場条例の一部を

改正する条例（令和２年市条例第４５号）の施行の日から，第３条の規定は岡山芸術創造

劇場条例（令和２年市条例第５１号）の施行の日から施行する。 

 

 



提案理由 

岡山市造山古墳ビジターセンター条例，岡山市営火葬場条例及び岡山芸術創造劇場条例

を適用の対象に加えるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ０ 号 議 案 

   岡山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

岡山市職員の給与に関する条例（昭和２６年市条例第５号）の一部を次のように改正す

る。 

 第６条の４第１項中「医大卒業後」を削り，「（第１号に掲げる者にあつては，規則で

定める期間を除く。），」を「，採用後」に改め，同条第２項中「大学卒業後１５年」を

「１５年」に，「大学卒業後から」を「採用の日から」に改め，同条第３項中「による」

を「により初任給調整手当を支給される職員の範囲，」に改める。 

   附 則 

 この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 初任給調整手当の支給期間を改める等のため，本条例の一部を改正しようとするもので

ある。 



甲 第 ２ １ 号 議 案 

岡山市職員厚友会条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市職員厚友会条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市職員厚友会条例の一部を改正する条例 

岡山市職員厚友会条例（昭和４１年市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第２条各号を次のように改める。 

(1) 岡山市職員であつて，かつ，岡山県市町村職員共済組合の組合員である者（厚友会

の規約で定める者を除く。） 

(2) 前号に掲げるもののほか，その他厚友会の規約で定める者 

附 則 

この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

岡山市職員厚友会の構成員を改めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ２ 号 議 案 

   岡山市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市印鑑登録及び証明に関する条例（昭和４４年市条例第６４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条中「。以下「住基法」という。」を削る。 

第１５条第２号中「交付」の次に「（次号の場合を除く。）」を加え，同条に次の１号

を加える。 

(3) 印鑑登録証明書の交付（第１２条第３項の民間事業者が設置する端末機で証明書等

の交付の用に供するものにより交付する場合に限る。） １枚につき２００円 

   附 則 

 この条例は，令和３年９月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 民間事業者が設置する端末機により印鑑登録証明書を交付する場合の手数料の額を改め

る等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ３ 号 議 案 

   岡山市証明事務等手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市証明事務等手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市証明事務等手数料条例の一部を改正する条例 

 岡山市証明事務等手数料条例（平成１２年市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２７号中「第１３号」を「第１７号」に改め，同号を同条第３１号とし，同条

中第２６号を第３０号とし，第１３号から第２５号までを４号ずつ繰り下げ，同条第１２

号中「証明」の次に「（次号の場合を除く。）」を加え，同号を同条第１５号とし，同号

の次に次の１号を加える。 

(16) 住民票若しくは戸籍の附票の写しの交付又は当該記載事項の証明（キオスク端末 

により交付する場合に限る。） １通につき ２００円 

第２条中第１１号を第１４号とし，第６号から第１０号までを３号ずつ繰り下げ，同条

第５号中「次号」の次に「及び第９号」を，「証明」の次に「（次号の場合を除く。）」

を加え，同号を同条第７号とし，同号の次に次の１号を加える。 

(8) 戸籍法第１０条第１項，第１０条の２（同条第２項及び第６項を除く。）及び第１

２６条の規定による戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製さ

れた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部の証明（キオスク端末により交付

する場合に限る。） １通につき ３５０円 

第２条中第４号を第６号とし，第３号を第５号とし，同条第２号中「証明」の次に

「（次号の場合を除く。）」を加え，同号を同条第３号とし，同号の次に次の１号を加え

る。 

(4) 所得に関する証明（キオスク端末により交付する場合に限る。） １通につき ２



００円 

第２条第１号中「証明」の次に「（次号の場合を除く。）」を加え，同号の次に次の１

号を加える。 

(2) 租税公課に関する証明（キオスク端末（本市の電子計算機と電気通信回線で接続さ

れた民間事業者が設置する端末機であって，証明書等の交付の用に供するものをいう。

以下同じ。）により交付する場合に限る。） １事項ごとに ２００円 

   附 則 

 この条例は，令和３年９月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 民間事業者が設置する端末機により証明書等を交付する場合の手数料の額を改めるため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ４ 号 議 案 

   岡山市社会体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市社会体育施設条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市社会体育施設条例の一部を改正する条例 

岡山市社会体育施設条例（平成７年市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

別表第１西大寺武道館の部剣道場（１）剣道場（２）柔道場の款を次のように改める。 

剣道場(１) 

 

個人 高校生以下の者 １人１時間につき ６３円

その他の者 １人１時間につき １０５円

専用使用 高校生以下の者 １時間につき ３７７円

その他の者 １時間につき ６２９円

スポーツ以外の使用 １時間につき １,２５７円

暖冷房設備 １時間につき  １,２００円

別表第１西大寺武道館の部剣道場（１）剣道場（２）柔道場の款の次に次のように加え

る。 

剣道場(２) 

 

個人 高校生以下の者 １人１時間につき ６３円

その他の者 １人１時間につき １０５円

専用使用 高校生以下の者 １時間につき ３７７円

その他の者 １時間につき ６２９円

スポーツ以外の使用 １時間につき １,２５７円

暖冷房設備 １時間につき  １,１００円

柔道場 個人 高校生以下の者 １人１時間につき ６３円

その他の者 １人１時間につき １０５円



専用使用 高校生以下の者 １時間につき ３７７円

その他の者 １時間につき ６２９円

スポーツ以外の使用 １時間につき １,２５７円

暖冷房設備 １時間につき  ７００円

附 則 

この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

西大寺武道館の剣道場及び柔道場の暖冷房設備の使用料の額を定めるため，本条例の一

部を改正しようとするものである。 

 



甲 第 ２ ５ 号 議 案 

   岡山市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例 

 岡山市特定非営利活動促進法施行条例（平成２４年市条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

 第４条第１項及び第２項，第８条第２項並びに第１６条第２項中「第１０条第３項」を

「第１０条第４項」に改める。 

   附 則 

この条例は，令和３年６月９日から施行する。 

 

 

提案理由 

 特定非営利活動促進法の一部改正に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改

正しようとするものである。 

 



甲 第 ２ ６ 号 議 案 

   岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 岡山市国民健康保険条例（昭和３６年市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「，第３５条の３第１項」を加える。 

第１６条第１項第１号中「第３１４条の２第２項に掲げる金額（以下「基礎控除額」と

いう。）」を「第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに当該世帯主の世

帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号において「世帯主等」とい

う。）のうち給与所得を有する者（前年中に同条第１項に規定する総所得金額に係る所得

税法第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の

控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５０，０００円を超える者

に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する

者（前年中に地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除

額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が６００，

０００円を超える者に限り，年齢６５歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が

１，１００，０００円を超える者に限る。）をいい，給与所得を有する者を除く。）の数

の合計数（以下この号から第３号までにおいて「給与所得者等の数」という。）が２以上

の場合にあつては，地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加えた金額）」に改め，

同項第２号及び第３号中「基礎控除額」を「地方税法３１４条の２第２項第１号に定める



金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあつては，同号に定める金額に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加えた金

額）」に改める。 

附則第２条中「地方税法第３１３条第３項」と」の次に「，「１，１００，０００円」

とあるのは「１，２５０，０００円」と」を加える。 

   附 則 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の岡山市国民健康保険条例の規定は，令和３年度以後の年度分の保険料につい

て適用し，令和２年度以前の年度分の保険料については，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い，国民健康保険料の軽減判定所得の額を改める

等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ７ 号 議 案 

   岡山市保健衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市保健衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市保健衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

第１条 岡山市保健衛生関係事務手数料条例（平成１２年市条例第１１号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

  (27) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（令和元年法律第５７号。以下 

本号において「法」という。）に基づく申請に対する審査等 

ア 法第１５条第２項の規定による輸出証明書の発行 ８７０円 

イ 法第１７条第２項の規定による適合施設の認定（ウに掲げるものを除く。）  

２０，９００円 

ウ 法第１７条第２項の規定による適合施設の認定（現地調査を行わない場合に限 

る。） １０，４００円 

第２条 岡山市保健衛生関係事務手数料条例の一部を次のように改正する。 

第２条第９号を次のように改める。 

(9) 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５５条第１項の規定による営業の許

可の申請に対する審査 

ア 飲食店営業 

(ｱ) 新規の許可（（ウ）に掲げるものを除く。） １７，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可（（ウ）に掲げるものを除く。） 



１５，３００円 

(ｳ) 臨時的営業（２日以上３月未満の営業をいう。以下同じ。）の許可 ８，５ 

００円 

イ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し，調理された食品を販売す 

る営業 

(ｱ) 新規の許可 ７，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 ６，３００円 

ウ 食肉販売業 

(ｱ) 新規の許可（（ウ）に掲げるものを除く。） １０，５００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可（（ウ）に掲げるものを除く。） 

９，４００円 

(ｳ) 臨時的営業の許可 ５，２００円 

エ 魚介類販売業 

(ｱ) 新規の許可（（ウ）に掲げるものを除く。） １０，５００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可（（ウ）に掲げるものを除く。） 

９，４００円 

(ｳ) 臨時的営業の許可 ５，２００円 

オ 魚介類競り売り営業 

(ｱ) 新規の許可 ２３，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 ２０，７００円  

カ 集乳業 

(ｱ) 新規の許可 １７，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 １５，３００円 

キ 乳処理業 

(ｱ) 新規の許可 ２３，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 ２０，７００円  

ク 特別牛乳搾取処理業 

(ｱ) 新規の許可 ２３，０００円 



(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 ２０，７００円  

ケ 食肉処理業 

(ｱ) 新規の許可 ２３，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 ２０，７００円 

コ 食品の放射線照射業 

(ｱ) 新規の許可 ２３，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 ２０，７００円 

サ 菓子製造業 

(ｱ) 新規の許可（（ウ）に掲げるものを除く。） １７，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可（（ウ）に掲げるものを除く。） 

１５，３００円 

(ｳ) 臨時的営業の許可 ８，５００円 

シ アイスクリーム類製造業 

(ｱ) 新規の許可 １７，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 １５，３００円 

ス 乳製品製造業 

(ｱ) 新規の許可 ２３，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 ２０，７００円  

セ 清涼飲料水製造業 

(ｱ) 新規の許可 ２３，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 ２０，７００円  

ソ 食肉製品製造業 

(ｱ) 新規の許可 ２３，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 ２０，７００円  

タ 水産製品製造業 

(ｱ) 新規の許可 １７，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 １５，３００円 

チ 氷雪製造業 



(ｱ) 新規の許可 ２３，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 ２０，７００円  

ツ 液卵製造業 

(ｱ) 新規の許可 ２３，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 ２０，７００円  

テ 食用油脂製造業 

(ｱ) 新規の許可 ２３，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 ２０，７００円  

ト みそ又はしょうゆ製造業 

(ｱ) 新規の許可 １７，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 １５，３００円 

ナ 酒類製造業 

(ｱ) 新規の許可 １７，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 １５，３００円 

ニ 豆腐製造業 

(ｱ) 新規の許可 １７，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 １５，３００円 

ヌ 納豆製造業 

(ｱ) 新規の許可 １７，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 １５，３００円 

ネ 麺類製造業 

(ｱ) 新規の許可 １７，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 １５，３００円 

ノ そうざい製造業 

(ｱ) 新規の許可 ２３，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 ２０，７００円  

ハ 複合型そうざい製造業 

(ｱ) 新規の許可 ３４，５００円 



(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 ３１，０００円 

ヒ 冷凍食品製造業 

(ｱ) 新規の許可 ２３，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 ２０，７００円  

フ 複合型冷凍食品製造業 

(ｱ) 新規の許可 ３４，５００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 ３１，０００円 

ヘ 漬物製造業 

(ｱ) 新規の許可 １７，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 １５，３００円 

ホ 密封包装食品製造業 

(ｱ) 新規の許可 ２３，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 ２０，７００円 

マ 食品の小分け業 

(ｱ) 新規の許可 １７，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 １５，３００円 

ミ 添加物製造業 

(ｱ) 新規の許可 ２３，０００円 

(ｲ) 営業許可有効期間満了に伴う更新の許可 ２０，７００円 

第２条中第２４号を削り，第２５号を第２４号とし，第２６号を第２５号とし，第２ 

７号を第２６号とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年６月１日から施行する。ただし，第１条の規定は，公布の日か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置 

に関する政令（令和元年政令第１２３号。以下「改正政令」という。）附則第２条第１



項又は第２項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができる者が，当該営業

について最初に行う食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６号）第

２条の規定による改正後の食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５５条第１項の

営業の許可の申請（改正政令第１条の規定による改正後の食品衛生法施行令（昭和２８

年政令第２２９号）第３５条第２６号及び第２８号の営業の許可の申請を除く。）に対

する審査の手数料については，第２条の規定による改正後の岡山市保健衛生関係事務手

数料条例第２条第９号の営業許可有効期間満了に伴う更新の許可の規定を適用する。 

 

 

提案理由 

 食品衛生法施行令の一部改正に伴い，営業の許可の申請に対する審査に係る手数料を定

めるとともに，農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の制定に伴い，同法に基づ

く申請に対する審査等に係る手数料を定める等のため，本条例の一部を改正しようとする

ものである。 



甲 第 ２ ８ 号 議 案 

   岡山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について 

 岡山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

 岡山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第

７６号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項を削る。 

 第４条第３項中「次項」を「第５項」に改め，同条中第４項を第５項とし，第３項の次

に次の１項を加える。 

４ 養護老人ホームは，入所者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置する等

必要な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施する等の措置を講じな

ければならない。 

 第１０条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 養護老人ホームは，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の参加が得られ

るよう連携に努めなければならない。 

第１４条第１２項第１号中「栄養士」を「生活相談員，栄養士」に改め，同項第２号及

び第５号中「職員」を「従業者」に改める。 

第１８条第６項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置その他の情報通信機器

（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）」を



加える。 

 第２３条第２項中「第３１条」を「第３２条」に改める。 

第２５条第３項に後段として次のように加える。 

その際，当該養護老人ホームは，全ての職員（看護師，准看護師，介護福祉士，介護

支援専門員，介護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者そ

の他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるた

めに必要な措置を講じなければならない。 

第２５条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 養護老人ホームは，適切なサービスの提供を確保する観点から，職場において行われ

る性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を

超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければならない。 

第２５条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第２５条の２ 養護老人ホームは，感染症や非常災害の発生時において，入所者に対する

処遇を継続的に行うための，及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以

下「業務継続計画」という。）を策定し，当該業務継続計画に従い必要な措置を講じな

ければならない。 

２ 養護老人ホームは，職員に対し，業務継続計画について周知するとともに，必要な研

修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 養護老人ホームは，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。 

第２６条第２項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加え，同項第３号中「研修」の次に「並びに感染症の予防及び

まん延の防止のための訓練」を加える。 

第３１条第１項第３号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加え，同項に次の１号を加える。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 



第３１条の次に次の２条を加える。 

（虐待の防止） 

第３２条 養護老人ホームは，虐待の発生又はその再発を防止するため，次に掲げる措置

を講じなければならない。 

 (1) 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，

その結果について，職員に周知徹底を図ること。 

 (2) 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。 

 (3) 当該養護老人ホームにおいて，職員に対し，虐待の防止のための研修を定期的に実

施すること。 

 (4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 （電磁的記録等） 

第３３条 養護老人ホーム及びその職員は，作成，保存その他これらに類するもののうち，

この条例の規定において書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その

他文字，図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有

体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定される

ものについては，書面に代えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって，電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市養護老人ホームの設備

及び運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第４条第４項及び第３

２条の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずる

よう努めなければ」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 



３ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２５条の２の規定の適用については，この規

定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」

とあるのは「実施するよう努めなければ」と，「行うものとする」とあるのは「行うよ

う努めるものとする」とする。 

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２５条第３項の規定の適用については，この

規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

（事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置） 

５ 令和３年９月３０日までの間，新条例第３１条第１項の規定の適用については，この

規定中「次に定める措置を講じなければ」とあるのは，「次の第１号から第３号までに

定める措置を講ずるとともに，次の第４号に定める措置を講ずるよう努めなければ」と

する。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置） 

６ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２６条第２項第３号の規定にかかわらず，養

護老人ホームは，その職員に対し，感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

研修を定期的に実施するとともに，感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期

的に実施するよう努めるものとする。 

 

 

提案理由 

 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和４１年厚生省令第１９号）の一部改

正に伴い，養護老人ホームにおける業務継続計画の策定の義務，虐待の防止のための措置

を講ずる義務等を定めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ２ ９ 号 議 案 

   岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

   を改正する条例の制定について 

 岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 

条例を次のように制定するものとする。 

令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

   を改正する条例 

 岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条

例第７７号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第３２条」を「第３２条の２」に，「第５章 ユニット型地域密着型特別養護

老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準（第５０条―第５３条）」を 

「第５章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関 

第６章 雑則（第５４条） 

する基準（第５０条―第５３条） 

      」 

 第３条第２項を削る。 

 第４条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 特別養護老人ホームは，入所者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置す

る等必要な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施する等の措置を講

じなければならない。 

 第６条ただし書を次のように改める。 

  ただし，入所者の処遇に支障がない場合は，この限りでない。 

に改める。 



 第８条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 特別養護老人ホームは，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の参加が得

られるよう連携に努めなければならない。 

第１６条第６項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置その他の情報通信機器

（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）」を

加える。 

 第２４条第２項中「第３２条」を「第３２条の２」に改める。 

 第２５条第３項に後段として次のように加える。 

その際，当該特別養護老人ホームは，全ての職員（看護師，准看護師，介護福祉士，

介護支援専門員，介護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する

者その他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講させ

るために必要な措置を講じなければならない。 

 第２５条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 特別養護老人ホームは，適切なサービスの提供を確保する観点から，職場において行

われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等

の必要な措置を講じなければならない。 

第２５条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第２５条の２ 特別養護老人ホームは，感染症や非常災害の発生時において，入所者に対

するサービスの提供を継続的に実施するための，及び非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当該業務継続計画に従い

必要な措置を講じなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは，職員に対し，業務継続計画について周知するとともに，必要

な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業務継

続計画の変更を行うものとする。 

 第２７条第２項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが



できるものとする。）」を加え，同項第３号中「研修」の次に「並びに感染症の予防及び

まん延の防止のための訓練」を加える。 

 第３２条第１項第３号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加え，同項に次の１号を加える。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 第３２条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第３２条の２ 特別養護老人ホームは，虐待の発生又はその再発を防止するため，次に掲

げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するととも

に，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該特別養護老人ホームにおいて，介護職員その他の従業者に対し，虐待の防止の

ための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 第３４条中第４項を第５項とし，第３項を第４項とし，第２項の次に次の１項を加える。 

３ ユニット型特別養護老人ホームは，入居者の人権の擁護，虐待の防止等のため，必要

な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施する等の措置を講じなけれ

ばならない。 

第３６条第３項第１号ア（イ）中「おおむね１０人以下としなければならない」を「原

則としておおむね１０人以下とし，１５人を超えないものとする」に改め，同ア（コ）を

削る。 

第３７条第８項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加える。 

第４１条第４項に後段として次のように加える。 

その際，当該ユニット型特別養護老人ホームは，全ての職員（看護師，准看護師，介

護福祉士，介護支援専門員，介護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資



格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に係る基礎的な研修

を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第４１条中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型特別養護老人ホームは，適切なサービスの提供を確保する観点から，職場

において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要か

つ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針

の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第４３条中「第２４条まで」の次に「，第２５条の２」を加え，「第３２条まで」を 

「第３２条の２まで」に改める。 

第４６条第１項に次のただし書を加える。 

ただし，他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該地域密着型特別

養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって，入所者の処遇に

支障がないときは，第５号の栄養士を置かないことができる。 

 第４６条第９項第１号中「栄養士」を「生活相談員，栄養士」に改め，同項第２号及び

第５号中「職員」を「従業者」に改める。 

 第４８条第１項中「協議会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。ただし，入所者又はその家族が参加する場合にあっては，テレビ電話装置等

の活用について当該入所者又はその家族の同意を得なければならない。）」を加える。 

 第４９条中「及び第３２条」を「，第３２条及び第３２条の２」に，「第３２条まで」

を「第３２条の２まで」に改める。 

 第５１条第３項第１号ア（イ）中「おおむね１０人以下としなければならない」を「原

則としておおむね１０人以下とし，１５人を超えないものとする」に改め，同ア（コ）を

削る。 

 第５３条中「第２４条まで」の次に「，第２５条の２」を，「，第３２条」の次に「，

第３２条の２」を加え，「第３２条まで」を「第３２条の２まで」に改める。 

 第５章の次に次の１章を加える。 

第６章 雑則 

（電磁的記録等） 



第５４条 特別養護老人ホーム及びその職員は，作成，保存その他これらに類するものの

うち，この条例の規定において書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複

本その他文字，図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定

されるもの（次項に規定するものを除く。）については，書面に代えて，当該書面に係

る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。）により行うことができる。 

２ 特別養護老人ホーム及びその職員は，説明，同意その他これらに類するもの（以下 

「説明等」という。）のうち，この条例の規定において書面で行うことが規定されてい

る又は想定されるものについては，当該説明等の相手方の承諾を得て，書面に代えて，

電磁的方法（電子的方法，磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない

方法をいう。）によることができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市特別養護老人ホームの

設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第４条第５項（新

条例第４９条において準用する場合を含む。），第３２条の２（新条例第４３条，第４

９条及び第５３条において準用する場合を含む。）及び第３４条第３項（新条例第５３

条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，これらの規定中「講じな

ければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２５条の２（新条例第４３条，第４９条及び

第５３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じ

なければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」とあるのは

「実施するよう努めなければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 



（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２５条第３項（新条例第４９条において準用

する場合を含む。）及び第４１条第４項（新条例第５３条において準用する場合を含 

む。）の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ず

るよう努めなければ」とする。 

（ユニットの定員に係る経過措置） 

５ 岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例（令和３年市条例第  号。以下この項において「一部改正条例」と

いう。）附則第５項の規定は，新条例第３６条第３項第１号ア（イ）及び第５１条第３

項第１号ア（イ）の規定の適用について準用する。この場合において，一部改正条例附

則第５項中「入所定員」とあるのは「入居定員」と，「新条例第５条第１項第３号ア及

び第５３条第２項」とあるのは「この条例による改正後の岡山市特別養護老人ホームの

設備及び運営に関する基準を定める条例第１３条第１項第４号ア，第４６条第１項第４

号ア及び第４１条第２項（同条例第５３条により準用する場合を含む。）」と読み替え

るものとする。 

６ この条例の施行の際現に存する建物（基本的な設備が完成しているものを含み，この

条例の施行の後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。）の居室であって，

この条例による改正前の岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定め

る条例第３６条第３項第１号ア（コ）又は第５１条第３項第１号ア（コ）の規定の要件

を満たしている居室については，なお従前の例による。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置） 

７ 令和３年９月３０日までの間，新条例第３２条第１項（新条例第４３条，第４９条及

び第５３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「次

に定める措置を講じなければ」とあるのは，「次の第１号から第３号までに定める措置

を講ずるとともに，次の第４号に定める措置を講ずるよう努めなければ」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置） 

８ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２７条第２項第３号（新条例第４３条，第４

９条及び第５３条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず，特別養護老人



ホームは，その従業者又は職員に対し，感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの研修を定期的に実施するとともに，感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を

定期的に実施するよう努めるものとする。 

 

 

提案理由 

 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４６号）の一

部改正に伴い，特別養護老人ホームにおける業務継続計画の策定の義務，虐待の防止のた

めの措置を講ずる義務等を定めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ０ 号 議 案 

   岡山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について 

 岡山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改 

正する条例 

岡山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第

７８号）の一部を次のように改正する。 

目 次 中 「 第 ３ 章  設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 第 ５ 条 ― 第 ３ ５ 条 ） 」を 

「第３章 設備及び運営に関する基準（第５条―第３６条） 

第４章 雑則（第３７条）              」 

第３条第２項を削る。 

 第４条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 軽費老人ホームは，入所者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置する等

必要な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施する等の措置を講じな

ければならない。 

 第１０条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 軽費老人ホームは，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の参加が得られ

るよう連携に努めなければならない。 

 第１９条第５項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置その他の情報通信機器

（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）」を 

に改める。 



加える。 

第２４条第２項中「第３５条」を「第３６条」に改める。 

第２６条第３項に後段として次のように加える。 

その際，当該軽費老人ホームは，全ての職員（看護師，准看護師，介護福祉士，介護

支援専門員，介護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者そ

の他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるた

めに必要な措置を講じなければならない。 

第２６条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 軽費老人ホームは，適切なサービスの提供を確保する観点から，職場において行われ

る性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を

超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければならない。 

第２６条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第２６条の２ 軽費老人ホームは，感染症や非常災害の発生時において，入所者に対する

サービスの提供を継続的に実施するための，及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当該業務継続計画に従い必要

な措置を講じなければならない。 

２ 軽費老人ホームは，職員に対し，業務継続計画について周知するとともに，必要な研

修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 軽費老人ホームは，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。 

第２８条第２項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加え，同項第３号中「研修」の次に「並びに感染症の予防及び

まん延の防止のための訓練」を加える。 

 第３０条に次の１項を加える。 

２ 軽費老人ホームは，前項に規定する事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備え

付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより，同項の規定による



掲示に代えることができる。 

第３５条第１項第３号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加え，同項に次の１号を加える。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第３５条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第３６条 軽費老人ホームは，虐待の発生又はその再発を防止するため，次に掲げる措置

を講じなければならない。 

(1) 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，

その結果について，職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該軽費老人ホームにおいて，職員に対し，虐待の防止のための研修を定期的に実

施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 第３章の次に次の１章を加える。 

第４章 雑則 

（電磁的記録等） 

第３７条 軽費老人ホーム及びその職員は，作成，交付，保存その他これらに類するもの

のうち，この条例の規定において書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，

複本その他文字，図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙そ

の他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想

定されるもの（次項に規定するものを除く。）については，書面に代えて，当該書面に

係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。）により行うことができる。 

２ 軽費老人ホーム及びその職員は，交付，説明，同意，承諾，締結その他これらに類す

るもの（以下「交付等」という。）のうち，この条例の規定において書面で行うことが



規定されている又は想定されるものについては，当該交付等の相手方の承諾を得て，書

面に代えて，電磁的方法（電子的方法，磁気的方法その他人の知覚によって認識するこ

とができない方法をいう。）によることができる。 

附則第２条中「第３５条」を「第３６条」に改める。 

附則第３条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 軽費老人ホームＢ型は，入所者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置す

る等必要な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施する等の措置を講

じなければならない。 

 附則第９条中「第３５条」を「第３６条」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市軽費老人ホームの設備

及び運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第４条第４項，第３６

条（新条例附則第９条において準用する場合を含む。）及び附則第３条第４項の規定の

適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなけ

れば」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２６条の２（新条例附則第９条において準用

する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなければ」とあるのは

「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めな

ければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２６条第３項（新条例附則第９条において準

用する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなければ」とあるの

は，「講ずるよう努めなければ」とする。 

（事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置） 



５ 令和３年９月３０日までの間，新条例第３５条第１項（新条例附則第９条において準

用する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「次に定める措置を講じな

ければ」とあるのは，「次の第１号から第３号までに定める措置を講ずるとともに，次

の第４号に定める措置を講ずるよう努めなければ」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置） 

６ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２８条第２項第３号（新条例附則第９条にお

いて準用する場合を含む。）の規定にかかわらず，軽費老人ホームは，その職員に対し，

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに，

感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。 

 

 

提案理由 

 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成２０年厚生労働省令第１０７号）の

一部改正に伴い，軽費老人ホームにおける業務継続計画の策定の義務，虐待の防止のため

の措置を講ずる義務等を定めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 

 



甲 第 ３ １ 号 議 案 

   岡山市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 

第１条 岡山市老人デイサービスセンター条例（平成９年市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。 

別表岡山ふれあいデイサービスセンターの項から南ふれあいデイサービスセンターの

項までを削る。 

第２条 岡山市老人デイサービスセンター条例の一部を次のように改正する。 

別表岡山市会陽の里ふれあいデイサービスセンターの項及び岡山市友楽園デイサービ

スセンターの項を削る。 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は令和３年４月１日から，第２条の規定は令和４年４月１日か

ら施行する。 

 

 

提案理由 

 岡山ふれあいデイサービスセンター等を廃止するため，本条例の一部を改正しようとす

るものである。 



甲 第 ３ ２ 号 議 案 

   岡山市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市介護保険条例の一部を改正する条例 

 岡山市介護保険条例（平成１２年市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項中「平成３０年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年度」に改

め，同項第１号中「３６，９６０円」を「３９，８４０円」に改め，同項第２号中「５１，

７４４円」を「５５，７７６円」に改め，同項第３号中「５５，４４０円」を「５９，７

６０円」に改め，同項第４号中「６２，８３２円」を「６７，７２８円」に改め，同項第

５号中「７３，９２０円」を「７９，６８０円」に改め，同項第６号中「８５，００８

円」を「８７，６４８円」に改め，同号ア中「規定する合計所得金額（」を「規定する合

計所得金額をいい，」に改め，「第３５条の２第１項」の次に「，第３５条の３第１項」

を加え，「）をいう」を「とし，当該合計所得金額が零を下回る場合には，零とする」に，

「１２５万円」を「８０万円」に改め，同号イ中「又は第１１号イ」を「，第１１号イ，

第１２号イ又は第１３号イ」に改め，同項第７号中「９２，４００円」を「９１，６３２

円」に改め，同号ア中「１９０万円」を「１２５万円」に改め，同号イ中「又は第１１号

イ」を「，第１１号イ，第１２号イ又は第１３号イ」に改め，同項第８号中「１１０，８

８０円」を「９９，６００円」に改め，同号ア中「４００万円」を「２００万円」に改め，

同号イ中「又は第１１号イ」を「，第１１号イ，第１２号イ又は第１３号イ」に改め，同

項第９号中「１２９，３６０円」を「１１９，５２０円」に改め，同号ア中「６００万

円」を「４００万円」に改め，同号イ中「又は第１１号イ」を「，第１１号イ，第１２号

イ又は第１３号イ」に改め，同項第１０号中「１４７，８４０円」を「１３９，４４０



円」に改め，同号ア中「８００万円」を「６００万円」に改め，同号イ中「又は次号イ」

を「，次号イ，第１２号イ又は第１３号イ」に改め，同項第１１号中「１６６，３２０

円」を「１５９，３６０円」に改め，同号ア中「１，０００万円」を「８００万円」に改

め，同号イ中「部分を除く。）」の次に「，次号イ又は第１３号イ」を加え，同項第１２

号中「１８４，８００円」を「２１９，１２０円」に改め，同号を同項第１４号とし，同

項第１１号の次に次の２号を加える。 

 (12) 次のいずれかに該当する者 年額 １７９，２８０円 

  ア 合計所得金額が１，０００万円未満であり，かつ，前各号のいずれにも該当しな

いもの 

  イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

 (13) 次のいずれかに該当する者 年額 １９９，２００円 

  ア 合計所得金額が１，２００万円未満であり，かつ，前各号のいずれにも該当しな

いもの 

  イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

 第６条第２項中「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」に，「２

２，１７６円」を「２３，９０４円」に改め，同条第３項中「令和２年度」を「令和３年

度から令和５年度までの各年度」に，「３３，２６４円」を「３５，８５６円」に改め，

同条第４項中「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」に，「５１，

７４４円」を「５５，７７６円」に改める。 

 附則に次の１条を加える。 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１６条 第１号被保険者のうち，令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４０年法律

第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規定する公的

年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度における保険料率の算定についての第



６条第１項（第６号ア，第７号ア，第８号ア，第９号ア，第１０号ア，第１１号ア，第

１２号ア及び第１３号アに係る部分に限る。）の規定の適用については，同項第６号ア

中「合計所得金額をいい」とあるのは，「合計所得金額をいい，所得税法（昭和４０年

法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５条第３項に規定する

公的年金等に係る所得の合計額については，同法第２８条第２項の規定によって計算し

た金額及び同法第３５条第２項第１号の規定によって計算した金額の合計額から１０万

円を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には，零とする。）によるものとし」と

する。 

２ 前項の規定は，令和４年度における保険料率の算定について準用する。この場合にお

いて，同項中「令和２年」とあるのは，「令和３年」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定は，令和５年度における保険料率の算定について準用する。この場合に

おいて，同項中「令和２年」とあるのは，「令和４年」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の岡山市介護保険条例の規定は，令和３年度分の介護保険料から適用し，令和

２年度分までの介護保険料については，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 令和３年度分から令和５年度分までの介護保険料の保険料率を定める等のため，本条例

の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ３ 号 議 案 

岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を

次のように制定するものとする。 

令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長 大 森 雅 夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正 

する条例 

岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第９

６号）の一部を次のように改正する。 

第７条中第７項を第８項とし，第６項を第７項とし，第５項の次に次の１項を加える。 

６ 障害児入所施設及び児童発達支援センター（第１３条の２並びに第１４条第２項及び

第３項において「障害児入所施設等」という。）は，第４項に規定する訓練の実施に当

たって，地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

第１３条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第１３条の２ 障害児入所施設等は，感染症や非常災害の発生時において，利用者に対す

る障害児入所支援又は児童発達支援の提供を継続的に実施するための，及び非常時の体

制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当

該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 障害児入所施設等は，職員に対し，業務継続計画について周知するとともに，必要な

研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 障害児入所施設等は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業務継続



計画の変更を行うものとする。 

第１４条第２項中「児童福祉施設は」を「児童福祉施設（障害児入所施設等を除く。）

は」に改め，同条中第４項を第５項とし，第３項を第４項とし，第２項の次に次の１項を

加える。 

３ 障害児入所施設等は，当該障害児入所施設等において感染症又は食中毒が発生し，又

はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことが

できるものとする。）を定期的に開催するとともに，その結果について，職員に周知

徹底を図ること。 

(2) 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

指針を整備すること。 

(3) 当該障害児入所施設等において，職員に対し，感染症及び食中毒の予防及びまん延

の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実

施すること。 

第２９条第４項中「及び第６９条第１５項において同じ。）」を「，第６９条第１５項，

第９３条第３項，第１０１条第４項及び第１０３条第４号において同じ。）若しくは大学

院」に改め，「心理学を専修する学科」の次に「，研究科」を加える。 

第３８条第３項中「大学」の次に「若しくは大学院」を，「心理学を専修する学科」の

次に「，研究科」を加える。 

第５９条第４項中「大学」の次に「若しくは大学院」を，「心理学を専修する学科」の

次に「，研究科」を加える。 

第６９条第３項中「４．３」を「４」に改め，同条第１１項中「乳幼児おおむね４人に

つき１人以上，少年おおむね５人」を「児童おおむね４人」に改め，同条第１５項中「大

学」の次に「若しくは大学院」を，「心理学を専修する学科」の次に「，研究科」を加え

る。 

第８３条第１項中「場合には，」を「場合には」に改め，「以下同じ。）を」の次に「，

日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理，喀痰
かくたん

吸引そ



の他厚生労働大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。）を恒常的に受けることが不可欠

である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を，それぞれ」を加え，同項ただし書

中「児童４０人以下を通わせる施設にあっては栄養士を，調理業務の全部を委託する施設

にあっては調理員」を「次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める職員」に改め，

同項に次の各号を加える。 

(1) 児童４０人以下を通わせる施設 栄養士 

(2) 調理業務の全部を委託する施設 調理員 

(3) 医療機関等との連携により，看護職員を福祉型児童発達支援センターに訪問させ，

当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 看護職員 

(4) 当該福祉型児童発達支援センター（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律

第３０号）第４８条の３第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において，

医療的ケアのうち喀痰吸引等（同法第２条第２項に規定する喀痰吸引等をいう。）の

みを必要とする障害児に対し，当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として

喀痰吸引等業務（同法第４８条の３第１項に規定する喀痰吸引等業務をいう。）を行

う場合 看護職員 

(5) 当該福祉型児童発達支援センター（社会福祉士及び介護福祉士法附則第２０条第１

項の登録に係る事業所である場合に限る。）において，医療的ケアのうち特定行為

（同法附則第３条第１項に規定する特定行為をいう。）のみを必要とする障害児に対

し，当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務（同法附則第

２０条第１項に規定する特定行為業務をいう。）を行う場合 看護職員 

第８３条第２項中「及び機能訓練担当職員」を「，機能訓練担当職員及び看護職員」に，

「する」を「し，そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない」に改め，

同条第６項中「及び機能訓練担当職員」を「，機能訓練担当職員及び看護職員」に改め，

同条第７項中「第１項に規定する職員及び看護職員」を「嘱託医，児童指導員，保育士，

栄養士，調理員，児童発達支援管理責任者及び看護職員のほか，日常生活を営むのに必要

な訓練を行う場合には，機能訓練担当職員」に改める。 

第９３条第３項中「（短期大学を除き，旧大学令の規定による大学を含む。）」を「若

しくは大学院」に改め，「心理学を専修する学科」の次に「，研究科」を加える。 



第１０１条第４項中「（短期大学を除き，旧大学令の規定による大学を含む。）」を

「若しくは大学院」に改め，「心理学を専修する学科」の次に「，研究科」を加える。 

第１０３条第４号中「（短期大学を除き，旧大学令の規定による大学を含む。）」を削

る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までの間，改正後の第１３条の２の規定の適用については，この

規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなけれ 

 ば」とあるのは「実施するよう努めなければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努め

る」とする。 

 （感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，改正後の第１４条第３項の規定の適用については，こ

の規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

 （職員の基準に係る経過措置） 

４ 令和４年３月３１日までの間，この条例の施行の際現に存する改正前の第６８条第２

号に規定する主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設について

は，改正後の第６９条第３項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

５ 令和４年３月３１日までの間，この条例の施行の際現に存する改正前の第６９条第９

項に規定する主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については，改正

後の第６９条第１１項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

６ 令和４年３月３１日までの間，この条例の施行の際現に存する改正前の第８３条第１

項に規定する福祉型児童発達支援センターに対する改正後の第８３条第２項の規定の適

用については，同項中「し，そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければなら

ない」とあるのは，「する」とする。 

（岡山市幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の

認定の要件を定める条例の一部改正） 



７ 岡山市幼稚園型認定こども園，保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の

認定の要件を定める条例（平成３０年市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条中「第６項まで」を「第５項まで及び第７項」に改め，同条の表第７条第６

項の項中「第７条第６項」を「第７条第７項」に改める。 

 

 

提案理由 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）の一部改正

に伴い，児童福祉施設における業務継続計画の策定の義務等を定めるとともに，障害児入

所施設等に置くべき職員の基準を改める等のため，本条例の一部を改正しようとするもの

である。 



甲 第 ３ ４ 号 議 案 

岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例の一部を改正する条例 

岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年市条例第７９号）の一部を次のように改正する。 

第３条第６項中「責任者を設置する等」を削り，「講ずるよう努めなければ」を「講じ

なければ」に改める。 

第５条第１項第１号中「，保育士又は学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定に

よる高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者，同法第９０条第２項の規定により大学

への入学を認められた者，通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程

以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）若しくは文部科学大臣

がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって，２年以上障害福祉サービスに係

る業務に従事したもの（以下「障害福祉サービス経験者」という。）」及び「，保育士又

は障害福祉サービス経験者」を「又は保育士」に改め，同条第２項中「において日常生

活」を「において，日常生活」に，「，規則で」を「規則で」に改め，「同じ。）を」の

次に「，日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理，喀
かく

痰
たん

吸引その他厚生労働大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。）を恒常的に受けること

が不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員（保健師，助産師，看護師又



は准看護師をいう。以下同じ。）を，それぞれ」を加え，同項後段を削り，同項に次のた

だし書を加える。 

 ただし，次の各号のいずれかに該当する場合には，看護職員を置かないことができる。 

(1) 医療機関等との連携により，看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ，当該

看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 

(2) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３

０号）第４８条の３第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において，医療

的ケアのうち喀痰吸引等（同法第２条第２項に規定する喀痰吸引等をいう。次条及び

第７２条において同じ。）のみを必要とする障害児に対し，当該登録を受けた者が自

らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務（同法第４８条の３第１項に規定する喀

痰吸引等業務をいう。次条及び第７２条において同じ。）を行う場合  

(3) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第２０条第１項の

登録に係る事業所である場合に限る。）において，医療的ケアのうち特定行為（同法

附則第３条第１項に規定する特定行為をいう。次条及び第７２条において同じ。）の

みを必要とする障害児に対し，当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として

特定行為業務（同法附則第２０条第１項に規定する特定行為業務をいう。次条及び第

７２条において同じ。）を行う場合 

第５条中第７項を第８項とし，同条第６項中「第１項第１号」を「第３項の規定により

機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１項第１号」に，「，保育士及び障害福

祉サービス経験者」を「又は保育士の合計数」に改め，同項を同条第７項とし，同条第５

項中「，保育士又は障害福祉サービス経験者」を「又は保育士」に改め，同項を同条第６

項とし，同条中第４項を第５項とし，同条第３項中「前２項」を「前３項」に改め，同項

第２号中「（保健師，助産師，看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）」を削り，同項

を同条第４項とし，同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の規定に基づき，機能訓練担当職員又は看護職員（以下この条，次条及び第７２

条において「機能訓練担当職員等」という。）を置いた場合において，当該機能訓練担

当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定

児童発達支援の提供に当たる場合には，当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は



保育士の合計数に含めることができる。 

第６条第２項中「日常生活」を「，日常生活」に改め，「，規則で定める機能訓練担当

職員を」を「規則で定める機能訓練担当職員を，日常生活及び社会生活を営むために医療

的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員

を，それぞれ」に改め，同項後段を削り，同項に次のただし書を加える。 

 ただし，次の各号のいずれかに該当する場合には，看護職員を置かないことができる。 

(1) 医療機関等との連携により，看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ，当該

看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 

 (2) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の３第１項の

登録に係る事業所である場合に限る。）において，医療的ケアのうち喀痰吸引等のみ

を必要とする障害児に対し，当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀

痰吸引等業務を行う場合 

 (3) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第２０条第１項の

登録に係る事業所である場合に限る。）において，医療的ケアのうち特定行為のみを

必要とする障害児に対し，当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定

行為業務を行う場合 

 第６条第６項中「第４項」を「第５項」に改め，同項を同条第８項とし，同条第５項中

「第３項第１号」を「第４項第１号」に改め，同項を同条第７項とし，同条第４項中「第

２項」の次に「及び第３項」を加え，同項を同条第５項とし，同項の次に次の１項を加え

る。 

６ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１項第２号アの

児童指導員及び保育士の総数の半数以上は，児童指導員又は保育士でなければならない。 

第６条第３項中「前項」を「前２項」に改め，「次の各号に掲げる従業者」の次に

「（第２項ただし書各号のいずれかに該当する場合にあっては，第３号に掲げる看護職員

を除く。）」を加え，同項に次の１号を加える。 

(3) 看護職員（日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが

不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。） 医療的ケアを行うために必

要な数 



第６条中第３項を第４項とし，第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の規定に基づき，機能訓練担当職員等を置いた場合においては，当該機能訓練担

当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。 

第２７条第５項中「会議」の次に「（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テ

レビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）」を加える。 

第３７条中「第４３条」を「第４３条第１項」に改める。 

第３８条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定児童発達支援事業者は，適切な指定児童発達支援の提供を確保する観点から，職

場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要

かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための

方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第３８条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第３８条の２ 指定児童発達支援事業者は，感染症や非常災害の発生時において，利用者

に対する指定児童発達支援の提供を継続的に実施するための，及び非常時の体制で早期

の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当該業務継

続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は，従業者に対し，業務継続計画について周知するとともに，

必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業

務継続計画の変更を行うものとする。 

第４０条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 指定児童発達支援事業者は，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の参加

が得られるよう連携に努めなければならない。 

第４１条第２項中「指定児童発達支援事業所」を「当該指定児童発達支援事業所」に，

「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「，次に掲げる措置を講じなければ」に改め，

同項に次の各号を加える。 

(1) 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の



ための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。）を定期的に開催するとともに，その結果について，従業者に周知徹底を図る

こと。 

(2) 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 

(3) 当該指定児童発達支援事業所において，従業者に対し，感染症及び食中毒の予防及

びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定

期的に実施すること。 

第４３条に次の１項を加える。 

２ 指定児童発達支援事業者は，前項に規定する事項を記載した書面を当該指定児童発達

支援事業所に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより，

同項の規定による掲示に代えることができる。 

第４４条第１項中「次項」を「以下この条」に改め，同条に次の１項を加える。 

３ 指定児童発達支援事業者は，身体拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，その結果について，

従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 従業者に対し，身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

第４５条に次の１項を加える。 

２ 指定児童発達支援事業者は，虐待の発生又はその再発を防止するため，次に掲げる措

置を講じなければならない。 

(1) 当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催する

とともに，その結果について，従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定児童発達支援事業所において，従業者に対し，虐待の防止のための研修を

定期的に実施すること。 



(3) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第５１条第２項中「学校教育法」の次に「（昭和２２年法律第２６号）」を加える。 

第５５条の見出し中「従業員」を「従業者」に改め，同条第１項第１号中「，保育士又

は障害福祉サービス経験者」を「又は保育士」に改め，同条第３項を削る。 

第５８条中「第４３条」を「第４３条第１項」に改める。 

第７０条中「第４３条中」を「第４３条第１項中」に改める。 

第７２条第１項第１号中「，保育士又は障害福祉サービス経験者」を「又は保育士」に

改め，同条第２項中「日常生活」を「，日常生活」に，「，規則で定める機能訓練担当職

員を」を「規則で定める機能訓練担当職員を，日常生活及び社会生活を営むために医療的

ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を，

それぞれ」に改め，同項に次のただし書を加える。 

ただし，次の各号のいずれかに該当する場合には，看護職員を置かないことができる。 

(1) 医療機関等との連携により，看護職員を指定放課後等デイサービス事業所に訪問さ

せ，当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 

(2) 当該指定放課後等デイサービス事業所（社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の３

第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において，医療的ケアのうち喀痰吸

引等のみを必要とする障害児に対し，当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環

として喀痰吸引等業務を行う場合 

(3) 当該指定放課後等デイサービス事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第２０条

第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において，医療的ケアのうち特定行

為のみを必要とする障害児に対し，当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環と

して特定行為業務を行う場合 

第７２条中第７項を第８項とし，同条第６項中「第１項第１号」を「第３項の規定によ

り機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１項第１号」に，「，保育士及び障害

福祉サービス経験者」を「又は保育士の合計数」に改め，同項を同条第７項とし，同条第

５項中「，保育士又は障害福祉サービス経験者」を「又は保育士」に改め，同項を同条第

６項とし，同条中第４項を第５項とし，同条第３項中「前２項」を「前３項」に改め，同

項を同条第４項とし，同条第２項の次に次の１項を加える。  



３ 前項の規定に基づき，機能訓練担当職員等を置いた場合において，当該機能訓練担当

職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当

該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には，当該機能訓練担当職員等の数を

児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。 

 第７７条中「第４３条」を「第４３条第１項」に改める。 

第７８条の見出し中「従業員」を「従業者」に改め，同条第１項第１号中「，保育士又

は障害福祉サービス経験者」を「又は保育士」に改め，同条第３項を削る。 

第８０条中「第４３条」を「第４３条第１項」に改める。 

第８０条の３第２項中「の学部で」を「（短期大学を除く。）若しくは大学院におい

て」に改め，「学科」の次に「，研究科」を加える。 

第８０条の９中「第３８条」の次に「，第３８条の２」を加える。 

第８８条中「第３８条」の次に「，第３８条の２」を加え，「第４３条中」を「第４３

条第１項中」に改める。 

第８９条第１項中「，第２項及び第４項，第６条」を「から第３項まで及び第５項，第

６条（第３項及び第６項を除く。）」に，「第７２条第１項，第２項及び第４項」を「第

７２条第１項から第３項まで及び第５項」に，「，「指定児童発達支援」とあるのは「指

定通所支援」と，同条第４項」を「，同条第３項及び第５項」に，「，同条第２項及び第

３項」を「，同条第２項及び第４項」に，「同条第４項中「指定児童発達支援事業所」を

「同条第５項中「指定児童発達支援事業所」に，「同条第５項」を「同条第７項」に，

「同条第６項」を「同条第８項」に，「「指定放課後等デイサービスの」とあるのは「指

定通所支援の」と，同条第４項」を「同条第３項及び第５項」に改め，同条第２項中「第

５条第５項及び第７２条第５項」を「第５条第６項及び第７２条第６項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

 （虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和４年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市指定通所支援の事業等

の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第３条



第６項及び第４５条第２項（新条例第５４条の５，第５８条，第７０条，第７７条，第

７７条の２，第８０条，第８０条の９及び第８８条において準用する場合を含む。）の

規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努

めなければ」とする。 

 （業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３８条の２（新条例第５４条の５，第５８条，

第７０条，第７７条，第７７条の２，第８０条，第８０条の９及び第８８条において準

用する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなければ」とあるの

は「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努め

なければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

 （感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，新条例第４１条第２項（新条例第５４条の５，第５８

条，第７０条，第７７条，第７７条の２，第８０条，第８０条の９及び第８８条におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなければ」とあ

るのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

 （身体拘束等の禁止に係る経過措置） 

５ 令和４年３月３１日までの間，新条例第４４条第３項（新条例第５４条の５，第５８

条，第７０条，第７７条，第７７条の２，第８０条，第８０条の９及び第８８条におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなければ」とあ

るのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

 （人員に関する基準に係る経過措置等） 

６ 令和５年３月３１日までの間，この条例の施行の際現に指定を受けているこの条例に

よる改正前の岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（以下「改正前条例」という。）第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業

者（次項から附則第８項までにおいて「旧指定児童発達支援事業者」という。）につい

ては，新条例第５条第１項及び第６項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

７ 令和５年３月３１日までの間，旧指定児童発達支援事業者に対する新条例第５条第３

項及び第７項の規定の適用については，同条第３項中「又は保育士」とあるのは「，保



育士又は学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定による高等学校若しくは中等教

育学校を卒業した者，同法第９０条第２項の規定により大学への入学を認められた者，

通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに

相当する学校教育を修了した者を含む。）若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資

格を有すると認定した者であって，２年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したも

の（以下「障害福祉サービス経験者」という。）」と，新条例第５条第７項中「又は保

育士の合計数」とあるのは「，保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数（看護職員

を除く。）」とする。 

８ 令和４年３月３１日までの間，旧指定児童発達支援事業者については，新条例第６条

第６項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

９ 令和５年３月３１日までの間，この条例の施行の際現に改正前条例第５５条第１項に

規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業

者（次項において「旧基準該当児童発達支援事業者」という。）については，新条例第

５５条第１項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

１０ 令和５年３月３１日までの間，旧基準該当児童発達支援事業者については，改正前

条例第５５条第３項の規定は，なおその効力を有する。 

１１ 令和５年３月３１日までの間，この条例の施行の際現に指定を受けている改正前条

例第７２条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者（次項において「旧指定

放課後等デイサービス事業者」という。）については，新条例第７２条第１項及び第６

項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

１２ 令和５年３月３１日までの間，旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新条例

第７２条第３項及び第７項の規定の適用については，同条第３項中「又は保育士」とあ

るのは「，保育士又は障害福祉サービス経験者」と，同条第７項中「又は保育士の合計

数」とあるのは「，保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数（看護職員を除

く。）」とする。 

１３ 令和５年３月３１日までの間，この条例の施行の際現に改正前条例第７８条第１項

に規定する基準該当放課後等デイサービス支援に関する基準を満たしている基準該当放

課後等デイサービス事業者（次項において「旧基準該当放課後等デイサービス事業者」



という。）については，新条例第７８条第１項の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。 

１４ 令和５年３月３１日までの間，旧基準該当放課後等デイサービス事業者については，

改正前条例第７８条第３項の規定は，なおその効力を有する。 

 

 

提案理由 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準（平成２

４年厚生労働省令第１５号）の一部改正に伴い，指定通所支援の事業における業務継続計

画の策定の義務，虐待の防止のための措置を講ずる義務等を定めるとともに，児童発達支

援事業所等に置くべき職員の基準を改める等のため，本条例の一部を改正しようとするも

のである。 



甲 第 ３ ５ 号 議 案 

   岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例等の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一

部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例等の一部を改正する条例 

（岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部改正） 

第１条 岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成２４年市条例第８０号）の一部を次のように改正する。 

第３条第６項中「責任者を設置する等」を削り，「講ずるよう努めなければ」を「講

じなければ」に改める。 

第４条第１項第３号ア（ア）中「４．３」を「４」に改め，同ア（イ）中「である乳

児又は幼児（次条第３項第３号及び第５２条第１項第２号において「乳幼児」とい

う。）の数を４で除して得た数及び障害児である少年の数を５で除して得た数の合計

数」を「の数を４で除して得た数」に，「当該合計数」を「当該数」に改め，同条第３

項中「前項」を「第２項」に改め，同項を同条第４項とし，同条第２項の次に次の１項

を加える。 

３ 前項に規定する心理指導担当職員は，学校教育法の規定による大学（短期大学を除

く。）若しくは大学院において，心理学を専修する学科，研究科若しくはこれに相当

する課程を修めて卒業した者であって，個人及び集団心理療法の技術を有するもの又



はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

第５条第３項第３号中「乳幼児」を「乳児又は幼児（第５２条第１項第２号において

「乳幼児」という。）」に改める。 

第２１条第５項中「会議」の次に「（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下

「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）」を加え

る。 

第３４条中「第４０条」を「第４０条第１項」に改める。 

第３５条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定福祉型障害児入所施設は，適切な指定入所支援の提供を確保する観点から，職

場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必

要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するた

めの方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第３５条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第３５条の２ 指定福祉型障害児入所施設は，感染症や非常災害の発生時において，利

用者に対する指定入所支援の提供を継続的に実施するための，及び非常時の体制で早

期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当該業

務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，従業者に対し，業務継続計画について周知するとと

もに，必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じ

て業務継続計画の変更を行うものとする。 

第３７条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加え

る。 

５ 指定福祉型障害児入所施設は，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の

参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

第３８条第２項中「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「，次に掲げる措置を

講じなければ」に改め，同項に次の各号を加える。 



(1) 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）を定期的に開催するとともに，その結果について，従業者に周知徹

底を図ること。 

(2) 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定福祉型障害児入所施設において，従業者に対し，感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓

練を定期的に実施すること。 

第４０条に次の１項を加える。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，前項に規定する事項を記載した書面を当該指定祉型

障害児入所施設に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることに

より，同項の規定による掲示に代えることができる。 

第４１条第１項中「次項」を「以下この条」に改め，同条に次の１項を加える。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は，身体拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置を

講じなければならない。 

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，その結果につい

て，従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 従業者に対し，身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

第４２条に次の１項を加える。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，虐待の発生又はその再発を防止するため，次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定福祉型障害児入所施設における虐待の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催

するとともに，その結果について，従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定福祉型障害児入所施設において，従業者に対し，虐待の防止のための研



修を定期的に実施すること。 

(3) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第５７条後段中「第４０条」を「第４０条第１項」に改める。 

 （岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例の一部改正） 

第２条 岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例（平成３０年市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「平成３３年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和４年３月３１日までの間，第１条の規定による改正後の岡山市指定障害児入所施

設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第

３条第６項及び第４２条第２項（新条例第５７条において準用する場合を含む。）の規

定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努め

なければ」とする。 

 （業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３５条の２（新条例第５７条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなければ」とあるのは

「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めな

ければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

 （感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３８条第２項（新条例第５７条において準用

する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなければ」とあるのは，

「講ずるよう努めなければ」とする。 

 （身体拘束等の禁止に係る経過措置） 

５ 令和４年３月３１日までの間，新条例第４１条第３項（新条例第５７条において準用



する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなければ」とあるのは，

「講ずるよう努めなければ」とする。 

 （従業者の員数に係る経過措置） 

６ 令和４年３月３１日までの間，この条例の施行の際現に指定を受けているこの条例に

よる改正前の岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（次項において「改正前条例」という。）第４条第１項第３号ア（ア）に規定す

る主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設については，新

条例第４条第１項第３号ア（ア）の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

７ 令和４年３月３１日までの間，この条例の施行の際現に指定を受けている改正前条例

第４条第１項第３号ア（イ）に規定する主として盲ろうあ児を入所させる指定福祉型障

害児入所施設については，新条例第４条第１項第３号ア（イ）の規定にかかわらず，な

お従前の例による。 

 

 

提案理由 

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準（平成２

４年厚生労働省令第１６号）の一部改正に伴い，指定障害児入所施設における業務継続計

画の策定の義務，虐待の防止のための措置を講ずる義務等を定めるため，関係条例の一部

を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ６ 号 議 案 

   岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等 

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等 

を定める条例の一部を改正する条例 

岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条

例（平成２４年市条例第８１号）の一部を次のように改正する。 

目次中「・第２０５条」を「―第２０７条」に改める。 

第３条第５項中「責任者を設置する等」を削り，「講ずるよう努めなければ」を「講じ

なければ」に改める。 

 第３２条中「第３６条」を「第３６条第１項」に改める。 

 第３４条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定居宅介護事業者は，適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から，職場におい

て行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明

確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第３４条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第３４条の２ 指定居宅介護事業者は，感染症や非常災害の発生時において，利用者に対

する指定居宅介護の提供を継続的に実施するための，及び非常時の体制で早期の業務再



開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当該業務継続計画に

従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は，従業者に対し，業務継続計画について周知するとともに，必

要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業務継

続計画の変更を行うものとする。 

 第３５条に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護事業者は，当該指定居宅介護事業所において感染症が発生し，又はまん

延しないように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」と

いう。）を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，

その結果について，従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整

備すること。 

(3) 当該指定居宅介護事業所において，従業者に対し，感染症の予防及びまん延の防止

のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 第３６条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護事業者は，前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居宅介護事業

所に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより，同項の規

定による掲示に代えることができる。 

 第３６条の次に次の１条を加える。 

（身体拘束等の禁止） 

第３６条の２ 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護の提供に当たっては，利用者又は他

の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その

他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 指定居宅介護事業者は，やむを得ず身体拘束等を行う場合には，その態様及び時間，

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しな



ければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は，身体拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，その結果について，

従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 従業者に対し，身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

 第４１条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第４１条の２ 指定居宅介護事業者は，虐待の発生又はその再発を防止するため，次に掲

げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するととも

に，その結果について，従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定居宅介護事業所において，従業者に対し，虐待の防止のための研修を定期

的に実施すること。 

(3) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 第４４条第１項及び第２項中「第３６条」を「第３６条第１項」に改める。 

 第４９条第１項中「第３３条」の次に「，第３６条の２」を加え，「第３６条」を「第

３６条第１項」に改め，同条第２項中「第３３条」の次に「，第３６条の２」を加え，

「第３６条」を「第３６条第１項」に改める。 

 第６０条第５項中「いう」を「いい，テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする」に改める。 

 第６９条中「第７４条」を「第７４条第１項」に改める。 

 第７０条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定療養介護事業者は，適切な指定療養介護の提供を確保する観点から，職場におい

て行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当



な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明

確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第７２条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 指定療養介護事業者は，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の参加が得

られるよう連携に努めなければならない。 

 第７３条第２項中「指定療養介護事業所」を「当該指定療養介護事業所」に，「必要な

措置を講ずるよう努めなければ」を「，次に掲げる措置を講じなければ」に改め，同項に

次の各号を加える。 

(1) 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催するとともに，その結果について，従業者に周知徹底を図るこ

と。 

(2) 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の指針を整備すること。 

(3) 当該指定療養介護事業所において，従業者に対し，感染症及び食中毒の予防及びま

ん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的

に実施すること。 

 第７４条に次の１項を加える。 

２ 指定療養介護事業者は，前項に規定する事項を記載した書面を当該指定療養介護事業

所に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより，同項の規

定による掲示に代えることができる。 

第７５条を次のように改める。 

第７５条 削除 

 第７７条第２項第４号中「第７５条第２項」を「次条において準用する第３６条の２第

２項」に改める。 

 第７８条中「第３７条，第３８条第１項」を「第３４条の２，第３６条の２から第３８

条（第２項を除く。）まで」に，「第４１条」を「第４１条の２」に改める。 

 第８７条の２の見出し中「支援」を「支援等」に改め，同条に次の１項を加える。 



２ 指定生活介護事業者は，当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通

常の事業所に新たに雇用された障害者が，第１９６条の２に規定する指定就労定着支援

の利用を希望する場合には，前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労

定着支援を受けられるよう，第１９６条の３第１項に規定する指定就労定着支援事業者

との連絡調整に努めなければならない。 

 第９１条中「第９４条」を「第９４条第１項」に改める。 

 第９２条第２項中「指定生活介護事業所」を「当該指定生活介護事業所」に，「必要な

措置を講ずるよう努めなければ」を「，次に掲げる措置を講じなければ」に改め，同項に

次の各号を加える。 

(1) 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす 

る。）を定期的に開催するとともに，その結果について，従業者に周知徹底を図るこ

と。 

(2) 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の指針を整備すること。 

(3) 当該指定生活介護事業所において，従業者に対し，感染症及び食中毒の予防及びま

ん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的

に実施すること。 

 第９４条に次の１項を加える。 

２ 指定生活介護事業者は，前項に規定する事項を記載した書面を当該指定生活介護事業

所に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより，同項の規

定による掲示に代えることができる。 

 第９５条中「第３７条」を「第３４条の２，第３６条の２」に，「及び第７５条から第

７７条まで」を「，第７６条及び第７７条」に，「中「第７５条第２項」とあるのは「第

９５条において準用する第７５条第２項」と，同項第５号及び第６号」を「から第６号ま

での規定」に改める。 

 第９５条の５中「第３７条」を「第３４条の２，第３６条の２」に，「第７５条から第

７７条まで」を「第７６条，第７７条」に改める。 



 第１１０条中「第３７条」を「第３４条の２，第３６条の２」に改め，「，第７５条」

を削り，「第９４条中」を「第９４条第１項中」に改める。 

 第１１０条の４中「第３７条」を「第３４条の２，第３６条の２」に改め，「，第７５

条」を削る。 

 第１２３条中「第３５条」を「第３４条（第１項及び第２項を除く。）」に改める。 

 第１５０条中「第３７条」を「第３４条の２，第３６条の２」に，「第７５条から第７

７条まで」を「第７６条，第７７条」に改め，同条後段中「中「第７５条第２項」とある

のは「第１５０条において準用する第７５条第２項」と，同項第５号及び第６号」を「か

ら第６号までの規定」に，「第９４条」を「第９４条第１項」に改める。 

 第１５０条の４中「第３７条」を「第３４条の２，第３６条の２」に，「第７５条から

第７７条まで」を「第７６条，第７７条」に改める。 

 第１５９条第２項第４号中「第７５条第２項」を「第３６条の２第２項」に改める。 

 第１６０条中「第３７条」を「第３４条の２，第３６条の２」に改め，「，第７５条」

を削り，同条後段中「第９４条」を「第９４条第１項」に改める。 

 第１６０条の４中「第３７条」を「第３４条の２，第３６条の２」に改め，「，第７５

条」を削る。 

 第１６４条中第５項を削り，第６項を第５項とする。 

 第１６５条第２項中「第４項まで及び第６項」を「第５項まで」に改める。 

 第１７１条の見出し中「支援」を「支援等」に改め，同条に次の１項を加える。 

２ 指定就労移行支援事業者は，利用者が，第１９６条の２に規定する指定就労定着支援

の利用を希望する場合には，前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労

定着支援を受けられるよう，第１９６条の３第１項に規定する指定就労定着支援事業者

との連絡調整を行わなければならない。 

 第１７３条中「第３７条」を「第３４条の２，第３６条の２」に，「第７５条から第７

７条まで」を「第７６条，第７７条」に改め，同条後段中「中「第７５条第２項」とある

のは「第１７３条において準用する第７５条第２項」と，同項第５号及び第６号」を「か

ら第６号までの規定」に，「第９４条」を「第９４条第１項」に改める。 

 第１８５条に次の１項を加える。 



２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は，利用者が，第１９６条の２に規定する指定就労定着

支援の利用を希望する場合には，前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定

就労定着支援を受けられるよう，第１９６条の３第１項に規定する指定就労定着支援事

業者との連絡調整に努めなければならない。 

 第１８６条の２の次に次の１条を加える。 

（厚生労働大臣が定める事項の評価等） 

第１８６条の３ 指定就労継続支援Ａ型事業者は，指定就労継続支援Ａ型事業所ごとに，

おおむね１年に１回以上，利用者の労働時間その他の当該指定就労継続支援Ａ型事業所

の運営状況に関し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について，厚生労働大臣

が定めるところにより，自ら評価を行い，その結果をインターネットの利用その他の方

法により公表しなければならない。 

 第１８７条中「第３７条」を「第３４条の２，第３６条の２」に，「第７５条から第７

７条まで」を「第７６条，第７７条」に，「中「第７５条第２項」とあるのは「第１８７

条において準用する第７５条第２項」と，同項第５号及び第６号」を「から第６号までの

規定」に，「第９４条中」を「第９４条第１項中」に改める。 

 第１９２条中「第３７条」を「第３４条の２，第３６条の２」に，「第７５条から第７

７条まで」を「第７６条，第７７条」に改め，同条後段中「中「第７５条第２項」とある

のは「第１９２条において準用する第７５条第２項」と，同項第５号及び第６号」を「か

ら第６号までの規定」に，「第９４条」を「第９４条第１項」に改める。 

 第１９６条中「第３７条」を「第３４条の２，第３６条の２」に，「第７５条から第７

７条まで」を「第７６条，第７７条」に，「中「第７５条第２項」とあるのは「第１９６

条において準用する第７５条第２項」と，同項第５号及び第６号」を「から第６号までの

規定」に，「第９４条中」を「第９４条第１項中」に改める。 

 第１９６条の８の見出し中「支援」を「支援等」に改め，同条第２項中「対面」の次に

「又はテレビ電話装置等を用いる方法その他の対面に相当する方法」を加える。 

 第１９６条の１２及び第１９６条の２０中「第３４条から」の次に「第３６条まで，第

３７条から」を加える。 

 第１９８条第３項中「指定共同生活援助の」を「指定共同生活援助事業所の」に改める。 



 第２０２条中第６項を第７項とし，第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定共同生活援助事業者は，適切な指定共同生活援助の提供を確保する観点から，職

場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要

かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための

方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第２０３条中「第３７条」を「第３４条の２，第３６条の２」に，「第７５条から第７

７条まで」を「第７６条，第７７条」に，「中「第７５条第２項」とあるのは「第２０３

条において準用する第７５条第２項」と，同項第５号及び第６号」を「から第６号までの

規定」に，「第９４条中」を「第９４条第１項中」に改める。 

 第２０３条の４第４項及び第５項中「日中サービス支援型指定共同生活援助の」を「日

中サービス支援型指定共同生活援助事業所の」に改める。 

 第２０３条の１１中「第３７条」を「第３４条の２，第３６条の２」に，「第７５条か

ら第７７条まで」を「第７６条，第７７条」に，「中「第７５条第２項」とあるのは「第

２０３条の１１において準用する第７５条第２項」と，同項第５号及び第６号」を「から

第６号までの規定」に，「第９４条中」を「第９４条第１項中」に改める。 

 第２０３条の１４第３項中「外部サービス利用型指定共同生活援助の」を「外部サービ

ス利用型指定共同生活援助事業所の」に改める。 

 第２０３条の２１中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は，適切な外部サービス利用型指定共同

生活援助の提供を確保する観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就

業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければな

らない。 

 第２０３条の２２中「第３７条」を「第３４条の２，第３６条の２」に，「第７５条か

ら第７７条まで」を「第７６条，第７７条」に，「中「第７５条第２項」とあるのは「第

２０３条の２２において準用する第７５条第２項」と，同項第５号及び第６号」を「から

第６号までの規定」に，「第９４条中」を「第９４条第１項中」に改める。 

 第２０４条第１項中「第１６４条第４項及び第５項」を「第１６４条第４項」に改め，



同条第２項中「第１６４条第１項第３号及び第６項」を「第１６４条第１項第３号及び第

５項」に改める。 

 第１６章中第２０５条の次に次の２条を加える。 

第２０６条及び第２０７条 削除 

第２１２条第１項前段中「第３７条」を「第３４条の２，第３６条の２」に，「第６１

条」を「第６２条」に改め，「第７２条まで」の次に「，第７６条」を，「第８３条」の

次に「，第８８条から第９０条まで」を加え，「第９４条」を「第９２条から第９４条ま

で」に改め，同項後段中「第２１２条第２項から第５項まで」を「第２１２条第１項」に，

「中「第７５条第２項」とあるのは「第２１２条第２項から第５項までにおいて準用する

第７５条第２項」と，同項第５号及び第６号」を「から第６号までの規定」に改め，

「「第２１２条第１項」と」の次に「，第９０条第２号中「介護給付費又は特例介護給付

費」とあるのは「特例介護給付費」と」を加え，「第９４条」を「第９４条第１項」に改

め，同条第２項中「第６２条，第７５条，第７６条，」を削り，「から第９０条まで，第

９２条及び第９３条」を「及び第８７条」に改め，「，第７５条第１項中「指定療養介

護」とあるのは「特定基準該当生活介護」と」，「及び第８８条第４項」及び「，第９０

条第２号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費」と，第９２

条第２項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」

と」を削り，同条第３項中「第６２条，第７５条，第７６条，第８８条から第９０条まで，

第９２条，第９３条，」及び「，第７５条第１項中「指定療養介護」とあるのは「特定基

準該当自立訓練（機能訓練）」と，第８８条第４項中「指定生活介護事業所」とあるのは

「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と，第９０条第２号中「介護給付費又は特例介

護給付費」とあるのは「特例訓練等給付費」と，第９２条第２項中「指定生活介護事業

所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と」を削り，同条第４項中「第

６２条，第７５条，第７６条，第８８条から第９０条まで，第９２条，第９３条，」及び

「，第７５条第１項中「指定療養介護」とあるのは「特定基準該当自立訓練（生活訓

練）」と，第８８条第４項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉

サービス事業所」と，第９０条第２号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは

「特例訓練等給付費」と，第９２条第２項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基



準該当障害福祉サービス事業所」と」を削り，同条第５項中「第６２条，第７５条，第７

６条，」，「，第８８条から第９０条まで，第９２条，第９３条」及び「，第７５条第１

項中「指定療養介護」とあるのは「特定基準該当就労継続支援Ｂ型」と，第８８条第４項

中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と，第９

０条第２号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例訓練等給付費」と，第

９２条第２項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業

所」と」を削る。 

 附則第１４条第１項及び第２項中「平成３３年３月３１日」を「令和６年３月３１日」

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和４年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市指定障害福祉サービス

の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」とい

う。）第３条第５項及び第４１条の２（新条例第４４条，第４４条の４，第４９条，第

７８条，第９５条，第９５条の５，第１１０条，第１１０条の４，第１２３条，第１５

０条，第１５０条の４，第１６０条，第１６０条の４，第１７３条，第１８７条，第１

９２条，第１９６条，第１９６条の１２，第１９６条の２０，第２０３条，第２０３条

の１１，第２０３条の２２及び第２１２条第１項において準用する場合を含む。）の規

定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努め

なければ」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３４条の２（新条例第４４条，第４４条の４，

第４９条，第７８条，第９５条，第９５条の５，第１１０条，第１１０条の４，第１２

３条，第１５０条，第１５０条の４，第１６０条，第１６０条の４，第１７３条，第１

８７条，第１９２条，第１９６条，第１９６条の１２，第１９６条の２０，第２０３条，

第２０３条の１１，第２０３条の２２及び第２１２条第１項において準用する場合を含



む。）の規定の適用については，この規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう

努めなければ」と，「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と，

「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３５条第３項（新条例第４４条，第４４条の

４，第４９条，第１２３条，第１９６条の１２及び第１９６条の２０において準用する

場合を含む。），第７３条第２項及び第９２条第２項（新条例第９５条の５，第１１０

条，第１１０条の４，第１５０条，第１５０条の４，第１６０条，第１６０条の４，第

１７３条，第１８７条，第１９２条，第１９６条，第２０３条，第２０３条の１１，第

２０３条の２２及び第２１２条第１項において準用する場合を含む。）の規定の適用に

ついては，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」

とする。 

（身体拘束等の禁止に係る経過措置） 

５ 令和４年３月３１日までの間，新条例第３６条の２第３項（新条例第４４条，第４４

条の４，第７８条，第９５条，第９５条の５，第１１０条，第１１０条の４，第１２３

条，第１５０条，第１５０条の４，第１６０条，第１６０条の４，第１７３条，第１８

７条，第１９２条，第１９６条，第２０３条，第２０３条の１１，第２０３条の２２及

び第２１２条第１項において準用する場合を含む。）の規定の適用については，この規

定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サ

ービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１

号）の一部改正に伴い，指定障害福祉サービスの事業における業務継続計画の策定の義務，

虐待の防止のための措置を講ずる義務等を定めるため，本条例の一部を改正しようとする

ものである。 



甲 第 ３ ７ 号 議 案 

   岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例等の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一

部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例等の一部を改正する条例 

 （岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部改正） 

第１条 岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成２４年市条例第８２号）の一部を次のように改正する。 

第３条第５項中「責任者を設置する等」を削り，「講ずるよう努めなければ」を「講

じなければ」に改める。 

第４条第１項第４号中エを削り，オをエとする。 

第６条第１項中「及びエ」を削り，同条第２項中「イ（イ）及びオ」を「イ（イ）及

びエ」に改める。 

第１４条第１項中「平成２４年市条例第８１号」の次に「。第３５条第３項において

「指定障害福祉サービス基準条例」という。」を加える。 

第２６条第５項中「いう」を「いい，テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下

「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする」に改める。 

第３５条の見出し中「支援」を「支援等」に改め，同条に次の２項を加える。 

３ 指定障害者支援施設等は，就労移行支援の提供に当たっては，利用者が，指定就労



定着支援（指定障害福祉サービス基準条例第１９６条の２に規定する指定就労定着支

援をいう。以下同じ。）の利用を希望する場合には，第１項に定める支援が終了した

日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう，指定就労定着支援事業者

（指定障害福祉サービス基準条例第１９６条の３第１項に規定する指定就労定着支援

事業者をいう。以下同じ。）との連絡調整を行わなければならない。 

４ 指定障害者支援施設等は，就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，利用者が，指定

就労定着支援の利用を希望する場合には，第２項に定める支援が終了した日以後速や

かに指定就労定着支援を受けられるよう，指定就労定着支援事業者との連絡調整に努

めなければならない。 

第４５条中「第５１条」を「第５１条第１項」に改める。 

第４６条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定障害者支援施設等は，適切な施設障害福祉サービスの提供を確保する観点から，

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上

必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第４６条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第４６条の２ 指定障害者支援施設等は，感染症や非常災害の発生時において，利用者

に対する施設障害福祉サービスの提供を継続的に実施するための，及び非常時の体制

で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当

該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，従業者に対し，業務継続計画について周知するとともに，

必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業

務継続計画の変更を行うものとする。 

第４８条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加え

る。 

５ 指定障害者支援施設等は，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の参加



が得られるよう連携に努めなければならない。 

第４９条第２項中「指定障害者支援施設等に」を「当該指定障害者支援施設等に」に，

「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「，次に掲げる措置を講じなければ」に改

め，同項に次の各号を加える。 

(1) 当該指定障害者支援施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。）を定期的に開催するとともに，その結果について，従業者に周知徹底を

図ること。 

(2) 当該指定障害者支援施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 

(3) 当該指定障害者支援施設等において，従業者に対し，感染症及び食中毒の予防及

びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を

定期的に実施すること。 

第５１条に次の１項を加える。 

２ 指定障害者支援施設等は，前項に規定する事項を記載した書面を当該指定障害者支

援施設等に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより，

同項の規定による掲示に代えることができる。 

第５２条に次の１項を加える。 

３ 指定障害者支援施設等は，身体拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，その結果につい

て，従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 従業者に対し，身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

第５８条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第５８条の２ 指定障害者支援施設等は，虐待の発生又はその再発を防止するため，次



に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定障害者支援施設等における虐待の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに，その結果について，従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定障害者支援施設等において，従業者に対し，虐待の防止のための研修を

定期的に実施すること。 

(3) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

（岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例の一部改正） 

第２条 岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例（平成３０年市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「平成３３年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和４年３月３１日までの間，第１条の規定による改正後の岡山市指定障害者支援施

設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第

３条第５項及び第５８条の２の規定の適用については，これらの規定中「講じなけれ

ば」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，新条例第４６条の２の規定の適用については，この規

定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」

とあるのは「実施するよう努めなければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努める」

とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，新条例第４９条第２項の規定の適用については，この

規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 



（身体拘束等の禁止に係る経過措置） 

５ 令和４年３月３１日までの間，新条例第５２条第３項の規定の適用については，この

規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援

施設等の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７２号）の一部

改正に伴い，指定障害者支援施設における業務継続計画の策定の義務，虐待の防止のため

の措置を講ずる義務等を定めるため，関係条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ８ 号 議 案 

   岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について 

 岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

部を改正する条例 

 岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市

条例第８３号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第３２条」を「第３２条の２」に改める。 

第３条第４項中「責任者を設置する等」を削り，「講ずるよう努めなければ」を「講じ

なければ」に改める。 

 第８条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 療養介護事業者は，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の参加が得られ

るよう連携に努めなければならない。 

第１７条第５項中「いう」を「いい，テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テ

レビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする」に改める。 

第２５条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 療養介護事業者は，適切な療養介護の提供を確保する観点から，職場において行われ

る性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を

超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければならない。 



第２５条の次に次の１条を加える。 

 （業務継続計画の策定等） 

第２５条の２ 療養介護事業者は，感染症や非常災害の発生時において，利用者に対する

療養介護の提供を継続的に実施するための，及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当該業務継続計画に従い必要

な措置を講じなければならない。 

２ 療養介護事業者は，職員に対し，業務継続計画について周知するとともに，必要な研

修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 療養介護事業者は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。 

第２７条第２項中「療養介護事業所」を「当該療養介護事業所」に，「必要な措置を講

ずるよう努めなければ」を「，次に掲げる措置を講じなければ」に改め，同項に次の各号

を加える。 

(1) 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催するとともに，その結果について，職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。 

(3) 当該療養介護事業所において，職員に対し，感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施

すること。 

第２８条に次の１項を加える。 

３ 療養介護事業者は，身体拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，その結果について，

職員に周知徹底を図ること。 

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 



(3) 職員に対し，身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

第３２条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第３２条の２ 療養介護事業者は，虐待の発生又はその再発を防止するため，次に掲げる

措置を講じなければならない。 

(1) 当該療養介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，

その結果について，職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該療養介護事業所において，職員に対し，虐待の防止のための研修を定期的に実

施すること。 

(3) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第４４条の２の見出し中「支援」を「支援等」に改め，同条に次の１項を加える。 

２ 生活介護事業者は，当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に

新たに雇用された障害者が，指定就労定着支援（岡山市指定障害福祉サービスの事業等

の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第８１号）第１

９６条の２に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。）の利用を希望する場合に

は，前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよ

う，指定就労定着支援事業者（同条例第１９６条の３第１項に規定する指定就労定着支

援事業者をいう。以下同じ。）との連絡調整に努めなければならない。 

第４８条第２項中「生活介護事業所」を「当該生活介護事業所」に，「必要な措置を講

ずるよう努めなければ」を「，次に掲げる措置を講じなければ」に改め，同項に次の各号

を加える。 

(1) 当該生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催するとともに，その結果について，職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。 

(3) 当該生活介護事業所において，職員に対し，感染症及び食中毒の予防及びまん延の



防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施

すること。 

第５０条，第５６条及び第６１条中「から第３２条」を「から第３２条の２」に改める。 

 第６４条中第６項を削り，第７項を第６項とする。 

第６５条第２項中「第５項まで及び第７項」を「第６項まで」に改める。 

第６８条の見出し中「支援」を「支援等」に改め，同条に次の１項を加える。 

２ 就労移行支援事業者は，利用者が，指定就労定着支援の利用を希望する場合には，前

項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう，指定就

労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。 

第７０条中「から第３２条」を「から第３２条の２」に改める。 

 第７２条の２の次に次の１条を加える。 

（厚生労働大臣が定める事項の評価等） 

第７２条の３ 就労継続支援Ａ型事業者は，就労継続支援Ａ型事業所ごとに，おおむね１

年に１回以上，利用者の労働時間その他の当該就労継続支援Ａ型事業所の運営状況に関

し必要な事項として厚生労働大臣が定める事項について，厚生労働大臣が定めるところ

により，自ら評価を行い，その結果をインターネットの利用その他の方法により公表し

なければならない。 

第８３条に次の１項を加える。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者は，利用者が，指定就労定着支援の利用を希望する場合には，

前項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられるよう，指定

就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。 

第８５条及び第８８条中「から第３２条」を「から第３２条の２」に改める。 

第９１条第１項中「及び第６項」を削り，同条第２項中「第７項」を「第６項」に改め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 



２ 令和４年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市障害福祉サービス事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第３条第４項及

び第３２条の２（新条例第５０条，第５６条，第６１条，第７０条，第８５条及び第８

８条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，これらの規定中「講じ

なければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２５条の２（新条例第５０条，第５６条，第

６１条，第７０条，第８５条及び第８８条において準用する場合を含む。）の規定の適

用については，この規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，

「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と，「行う」とあるのは

「行うよう努める」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２７条第２項及び第４８条第２項（新条例第

５６条，第６１条，第７０条，第８５条及び第８８条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう

努めなければ」とする。 

（身体拘束等の禁止に係る経過措置） 

５ 令和４年３月３１日までの間，新条例第２８条第３項（新条例第５０条，第５６条，

第６１条，第７０条，第８５条及び第８８条において準用する場合を含む。）の規定の

適用については，この規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなけれ

ば」とする。 

 

 

提案理由 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービ

ス事業の設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７４号）の一部改正に

伴い，障害福祉サービス事業者における業務継続計画の策定の義務，虐待の防止のための

措置を講ずる義務等を定めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ３ ９ 号 議 案 

   岡山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について 

 岡山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改 

   正する条例 

 岡山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第

８４号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第４５条」を「第４６条」に改める。 

第３条第４項中「責任者を設置する等」を削り，「講ずるよう努めなければ」を「講じ

なければ」に改める。 

第７条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 障害者支援施設は，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の参加が得られ

るよう連携に努めなければならない。 

第１１条第１項第５号中エを削り，オをエとする。 

第１２条第１項中「及びエ」を削り，同条第２項中「イ（イ）及びオ」を「イ（イ）及

びエ」に改める。 

第１９条第５項中「いう」を「いい，テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テ

レビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする」に改める。 

第２８条の見出し中「支援」を「支援等」に改め，同条に次の２項を加える。 

３ 障害者支援施設は，就労移行支援の提供に当たっては，利用者が，指定就労定着支援



（岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成２４年市条例第８１号）第１９６条の２に規定する指定就労定着支援をいう。

以下同じ。）の利用を希望する場合には，第１項に定める支援が終了した日以後速やか

に当該指定就労定着支援を受けられるよう，指定就労定着支援事業者（同条例第１９６

条の３第１項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。以下同じ。）との連絡調整を

行わなければならない。 

４ 障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，利用者が，指定就労定着

支援の利用を希望する場合には，第２項に定める支援が終了した日以後速やかに指定就

労定着支援を受けられるよう，指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければな

らない。 

第３７条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 障害者支援施設は，適切な施設障害福祉サービスの提供を確保する観点から，職場に

おいて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の

明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第３７条の次に次の１条を加える。 

 （業務継続計画の策定等） 

第３７条の２ 障害者支援施設は，感染症や非常災害の発生時において，利用者に対する

施設障害福祉サービスの提供を継続的に実施するための，及び非常時の体制で早期の業

務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当該業務継続計

画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 障害者支援施設は，職員に対し，業務継続計画について周知するとともに，必要な研

修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 障害者支援施設は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。 

第３９条第２項中「障害者支援施設に」を「当該障害者支援施設に」に，「必要な措置

を講ずるよう努めなければ」を「，次に掲げる措置を講じなければ」に改め，同項に次の

各号を加える。 



(1) 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催するとともに，その結果について，職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。 

(3) 当該障害者支援施設において，職員に対し，感染症及び食中毒の予防及びまん延の

防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施

すること。 

第４１条に次の１項を加える。 

３ 障害者支援施設は，身体拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，その結果について，

職員に周知徹底を図ること。 

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 職員に対し，身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

第４５条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第４６条 障害者支援施設は，虐待の発生又はその再発を防止するため，次に掲げる措置

を講じなければならない。 

(1) 当該障害者支援施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，

その結果について，職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該障害者支援施設において，職員に対し，虐待の防止のための研修を定期的に実

施すること。 

(3) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

附 則 

（施行期日） 



１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和４年３月３１日までの間，改正後の第３条第４項及び第４６条の規定の適用につ

いては，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」と

する。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，改正後の第３７条の２の規定の適用については，この

規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなけれ

ば」とあるのは「実施するよう努めなければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努め

る」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，改正後の第３９条第２項の規定の適用については，こ

の規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

（身体拘束等の禁止に係る経過措置） 

５ 令和４年３月３１日までの間，改正後の第４１条第３項の規定の適用については，こ

の規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設

の設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７７号）の一部改正に伴い，

障害者支援施設における業務継続計画の策定の義務，虐待の防止のための措置を講ずる義

務等を定めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ０ 号 議 案 

岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例 

岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成２４年市条例第８５号）の一部を次のように改正する。 

目 次 中 「  第 ４ 節  運 営 に 関 す る 基 準 （ 第 ２ ７ ２ 条 ― 第 ２ ７ ８ 条 ） 」 を 

「 第４節 運営に関する基準（第２７２条―第２７８条） 

 第１４章 雑則（第２７９条）            」 

 第３条第４項中「講ずるよう努めなければ」を「講じなければ」に改め，同条中第６項

を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 指定居宅サービス事業者は，指定居宅サービスを提供するに当たっては，法第１１８

条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し，適切かつ有効

に行うよう努めなければならない。 

 第３２条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定訪問介護事業者は，適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から，職場におい

て行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方

針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

に改める。 



 第３２条の次に次の１条を加える。 

 （業務継続計画の策定等） 

第３２条の２ 指定訪問介護事業者は，感染症や非常災害の発生時において，利用者に対

する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための，及び非常時の体制で早期の業務再

開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当該業務継続計画に

従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は，訪問介護員等に対し，業務継続計画について周知するととも

に，必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業務継

続計画の変更を行うものとする。 

 第３３条に次の１項を加える。 

３ 指定訪問介護事業者は，当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し，又はまん

延しないように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」と

いう。）を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催

するとともに，その結果について，訪問介護員等に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整

備すること。 

(3) 当該指定訪問介護事業所において，訪問介護員等に対し，感染症の予防及びまん延

の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 第３４条に次の１項を加える。 

２ 指定訪問介護事業者は，前項に規定する事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業

所に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより，同項の規

定による掲示に代えることができる。 

 第３９条の見出し中「連携」を「連携等」に改め，同条に次の１項を加える。 

２ 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する

利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には，当該建物に居住する利用者以外の者



に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。 

第４０条の次に次の１条を加える。 

 （虐待の防止） 

第４０条の２ 指定訪問介護事業者は，虐待の発生又はその再発を防止するため，次に掲

げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するととも

に，その結果について，訪問介護員等に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定訪問介護事業所において，訪問介護員等に対し，虐待の防止のための研修

を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 第５８条の次に次の１条を加える。 

（勤務体制の確保等） 

第５８条の２ 指定訪問入浴介護事業者は，利用者に対し適切な指定訪問入浴介護を提供

できるよう，指定訪問入浴介護事業所ごとに，訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定め，

その勤務の実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は，指定訪問入浴介護事業所ごとに，当該指定訪問入浴介護

事業所の訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供しなければならない。 

３ 指定訪問入浴介護事業者は，訪問入浴介護従業者の資質の向上のために研修計画を作

成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。その際，当該指定訪問入浴介

護事業者は，全ての訪問入浴介護従業者（看護師，准看護師，介護福祉士，介護支援専

門員，法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類す

る者を除く。）に対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置

を講じなければならない。 

４ 指定訪問入浴介護事業者は，適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から，職

場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要

かつ相当な範囲を超えたものにより訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防



止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

５ 指定訪問入浴介護事業者は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

 第５９条第２項第４号中「次条において準用する第３２条第１項」を「第５８条の２第

１項」に改める。 

 第６０条中「第３２条」を「第３２条の２」に改める。 

 第６４条中「第３２条」を「第３２条の２」に改め，「，第３８条（第５項及び第６項

を除く。），第３９条」を削り，「第４１条まで」の次に「（第３８条第５項及び第６項

を除く。）」を加え，「から第６号までの規定」を「，第３号，第５号及び第６号」に改

める。 

 第８７条第１項第５号中「構成される会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。ただし，利用者又はその家族が参加する場合にあっては，テ

レビ電話装置等の活用について当該利用者又はその家族の同意を得なければならな

い。）」を加える。 

 第９７条第２項中「，歯科衛生士又は管理栄養士」を削り，同項第４号を同項第７号と

し，同項第３号の次に次の３号を加える。 

(4) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，療養上適切な居宅サービスが提供され

るために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業

者から求めがあった場合は，居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し，居

宅サービス計画の作成，居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。 

(5) 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は

助言については，原則として，サービス担当者会議に参加することにより行わなけれ

ばならないこと。 

(6) 前号の場合において，サービス担当者会議への参加によることが困難な場合につい

ては，居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して，原則として，情報提供

又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならないこと。 

 第９７条中第３項を第４項とし，第２項の次に次の１項を加える。 

３ 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は，次に掲げるところ

によるものとする。 



(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，医師又は歯科医師の指示に基づき，利

用者の心身機能の維持回復を図り，居宅における日常生活の自立に資するよう，妥当

適切に行うこと。 

(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者

又はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように指導又は説明

を行うこと。 

(3) 常に利用者の病状，心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め，利

用者に対し適切なサービスを提供すること。 

(4) それぞれの利用者について，提供した指定居宅療養管理指導の内容について，速や

かに診療記録を作成するとともに，医師又は歯科医師に報告すること。 

 第１１０条第３項に後段として次のように加える。 

  その際，当該指定通所介護事業者は，全ての通所介護従業者（看護師，准看護師，介

護福祉士，介護支援専門員，法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有す

る者その他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講さ

せるために必要な措置を講じなければならない。 

 第１１０条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定通所介護事業者は，適切な指定通所介護の提供を確保する観点から，職場におい

て行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための

方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第１１２条中第５項を第６項とし，第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加え

る。 

４ 指定通所介護事業者は，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の参加が得

られるよう連携に努めなければならない。 

 第１１３条第２項中「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「，次に掲げる措置を

講じなければ」に改め，同項に次の各号を加える。 

(1) 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおお



むね６月に１回以上開催するとともに，その結果について，通所介護従業者に周知徹

底を図ること。 

(2) 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整

備すること。 

(3) 当該指定通所介護事業所において，通所介護従業者に対し，感染症の予防及びまん

延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 第１１３条の２を第１１３条の３とし，第１１３条の次に次の１条を加える。 

 （地域との連携等） 

第１１３条の２ 指定通所介護事業者は，その事業の運営に当たっては，地域住民又はそ

の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は，その事業の運営に当たっては，提供した指定通所介護に関す

る利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の

市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は，指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する

利用者に対して指定通所介護を提供する場合には，当該建物に居住する利用者以外の者

に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。 

 第１１５条中「第２８条」の次に「，第３２条の２」を加え，「から第３９条まで」を

「，第３８条，第４０条の２」に改める。 

 第１１７条中「第２７条，第２８条」の次に「，第３２条の２」を加え，「から第３９

条まで」を「，第３８条，第４０条の２」に，「第３４条において」を「第３４条第１項

において」に，「及び第３４条」を「，第３２条の２第２項，第３４条第１項並びに第４

０条の２第１号及び第３号」に，「第１１０条第３項」を「第１１０条第３項から第５項

まで並びに第１１３条第２項第１号及び第３号」に，「第１１３条の２第４項」を「第１

１３条の３第４項」に改める。 

 第１３７条中「第２８条」の次に「，第３２条の２」を加え，「第３９条」を「第４０

条の２」に，「第１１３条の２第２項」を「第１１３条の３第２項」に改める。 

 第１４６条第２項中「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「，次に掲げる措置を

講じなければ」に改め，同項に次の各号を加える。 



(1) 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに，その結果について，通所リハ

ビリテーション従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 

(3) 当該指定通所リハビリテーション事業所において，通所リハビリテーション従業者

に対し，感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施するこ

と。 

 第１４８条中「第２８条」の次に「，第３２条の２」を加え，「第１１０条第３項及び

第４項」を「第１１０条第３項から第５項までの規定」に改める。 

 第１５０条第１項中「１人以上」を「１以上」に改め，同条第６項中「並びに同項第３

号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち１人」を「のうち１人以上は常勤でなければ

ならない。また，同項第３号の介護職員又は看護職員のうち１人以上」に，「この限りで

ない」を「生活相談員，介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができ

る」に改め，同条第８項中「第７項」を「第８項」に改め，同項を同条第９項とし，同条

中第７項を第８項とし，第６項の次に次の１項を加える。 

７ 指定短期入所生活介護事業者は，第１項第３号の規定により看護職員を配置しなかっ

た場合であっても，利用者の状態像に応じて必要がある場合には，病院，診療所又は指

定訪問看護ステーション（併設事業所にあっては，当該併設事業所を併設する特別養護

老人ホーム等（以下この章において「併設本体施設」という。）を含む。）との密接な

連携により看護職員を確保することとする。 

 第１５３条第３項中「当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この章に

おいて「」及び「」という。）」を削る。 

第１７０条中「第２７条」の次に「，第３２条の２」を，「第４１条まで」の次に 

「（第３９条第２項を除く。）」を加え，「第３４条中」を「第３２条の２第２項，第３

４条第１項並びに第４０条の２第１号及び第３号中」に，「及び第４項中」を「から第５

項まで並びに第１１３条第２項第１号及び第３号中」に改める。 



第１７３条第５項第１号ア（イ）中「おおむね１０人以下としなければならない」を 

「原則としておおむね１０人以下とし，１５人を超えないものとする」に改め，同ア中 

（エ）を削り，（オ）を（エ）とする。 

 第１８１条第４項に後段として次のように加える。 

  その際，当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，全ての短期入所生活介護従

業者（看護師，准看護師，介護福祉士，介護支援専門員，法第８条第２項に規定する政

令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護

に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

 第１８１条中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，適切なユニット型指定短期入所生活介護

の提供を確保する観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景

とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所生活介護従

業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じな

ければならない。 

 第１８３条の３中「第２７条」の次に「，第３２条の２」を，「第４１条まで」の次に

「（第３９条第２項を除く。）」を加え，「第３４条中」を「第３２条の２第２項中「訪

問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者（以下「共生型

短期入所生活介護従業者」という。）」と，第３４条第１項中」に改め，「同じ。）」

と，」の次に「同項並びに第４０条の２第１号及び第３号中」を加え，「共生型短期入所

生活介護の提供に当たる従業者（以下「」及び「という。）」」を削り，「第１１０条第

３項」を「第１１０条第３項から第５項まで並びに第１１３条第２項第１号及び第３号」

に改める。 

 第１８５条第１項中「１人以上」を「１以上」に改める。 

 第１９０条中「第２７条」の次に「，第３２条の２」を加え，「，第３８条（第５項及

び第６項を除く。），第３９条」を削り，「第４１条まで」の次に「（第３８条第５項及

び第６項並びに第３９条第２項を除く。）」を加え，「第３４条中」を「第３２条の２第

２項，第３４条第１項並びに第４０条の２第１号及び第３号中」に，「及び第４項」を

「から第５項まで並びに第１１３条第２項第１号及び第３号」に改める。 



第２０６条中「第２７条」の次に「，第３２条の２」を，「第４１条まで」の次に

「（第３９条第２項を除く。）」を加え，「第３４条中」を「第３２条の２第２項，第３

４条第１項並びに第４０条の２第１号及び第３号中」に，「及び第４項」を「から第５項

までの規定」に改め，「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と」の

次に「，第１４６条第２項第１号及び第３号中「通所リハビリテーション従業者」とある

のは「短期入所療養介護従業者」と」を加える。 

 第２１６条第４項に後段として次のように加える。 

  その際，当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，全ての短期入所療養介護従

業者（看護師，准看護師，介護福祉士，介護支援専門員，法第８条第２項に規定する政

令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護

に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

 第２１６条中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，適切なユニット型指定短期入所療養介護

の提供を確保する観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景

とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所療養介護従

業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じな

ければならない。 

 第２２８条第６項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）」を加える。 

 第２３５条第４項に後段として次のように加える。 

  その際，指定特定施設入居者生活介護事業者は，全ての特定施設従業者（看護師，准

看護師，介護福祉士，介護支援専門員，法第８条第２項に規定する政令で定める者等の

資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に係る基礎的な研

修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

 第２３５条中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，適切な指定特定施設入居者生活介護の提供を

確保する観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定施設従業者の就業環境が



害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第２３９条中「第２７条」の次に「，第３２条の２」を，「第３７条」の次に「，第３

８条，第４０条」を加え，「第３４条中」を「第３２条の２第２項，第３４条第１項並び

に第４０条の２第１号及び第３号中」に改め，「第１１章第４節」と」の次に「，第１１

３条第２項第１号及び第３号中「通所介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と」を

加える。 

 第２５０条中「第２７条」の次に「，第３２条の２」を，「第３７条」の次に「，第３

８条，第４０条」を加え，「第３４条中」を「第３２条の２第２項並びに第４０条の２第

１号及び第３号中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」と，第３４条第

１項中」に改め，「第１１章第５節第４款」と」の次に「，第１１３条第２項第１号及び

第３号中「通所介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と」を加える。 

 第２６２条に次の１項を加える。 

６ 指定福祉用具貸与事業者は，当該指定福祉用具貸与事業所において感染症が発生し，

又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を

おおむね６月に１回以上開催するとともに，その結果について，福祉用具専門相談員

に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針

を整備すること。 

(3) 当該指定福祉用具貸与事業所において，福祉用具専門相談員に対し，感染症の予防

及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 第２６３条中第２項を第３項とし，第１項の次に次の１項を加える。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は，前項に規定する事項を記載した書面を当該指定福祉用具

貸与事業所に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより，

同項の規定による掲示に代えることができる。 

 第２６５条中「第２７条」の次に「，第３２条の２」を加え，「及び第２項」を「，第

２項及び第４項」に改め，「第２５９条」と，」の次に「同項，第３２条の２第２項並び



に第４０条の２第１号及び第３号中」を，「サービス利用」と」の次に「，同条第４項中

「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と」を加える。 

第２６７条中「第２７条」の次に「，第３２条の２」を加え，「，第３８条（第５項及

び第６項を除く。），第３９条」を削り，「第４１条まで」の次に「（第３８条第５項及

び第６項を除く。）」を加え，「及び第２項」を「，第２項及び第４項」に，「第４節」

を「前節」に改め，「第２５９条」と，」の次に「同項，第３２条の２第２項並びに第４

０条の２第１号及び第３号中」を加え，「サービスの利用」と，」を「サービス利用」と，

同条第４項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と，」に改める。 

 第２７８条中「第２７条」の次に「，第３２条の２」を加え，「及び第２項」を「，第

２項及び第４項」に改め，「第２５９条」と，」の次に「同項，第３２条の２第２項，第

３３条第３項第１号及び第３号並びに第４０条の２第１号及び第３号中」を，「サービス

利用」と」の次に「，同条第４項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談

員」と」を加え，「第２６３条第２項」を「第２６３条第３項」に改める。 

 第１３章の次に次の１章を加える。 

第１４章 雑則 

（電磁的記録等） 

第２７９条 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は，作成，

保存その他これらに類するもののうち，この条例の規定において書面（書面，書類，文

書，謄本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって認識すること

ができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行

うことが規定されている又は想定されるもの（第１１条第１項（第４２条の３，第４７

条，第６０条，第６４条，第８１条，第９１条，第１００条，第１１５条，第１１７条，

第１３７条，第１４８条，第１７０条（第１８３条において準用する場合を含む。），

第１８３条の３，第１９０条，第２０６条（第２１８条において準用する場合を含

む。），第２３９条，第２５０条，第２６５条，第２６７条及び第２７８条において準

用する場合を含む。）及び第２２６条第１項（第２５０条において準用する場合を含

む。）並びに次項に規定するものを除く。）については，書面に代えて，当該書面に係

る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ



ない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。）により行うことができる。 

２ 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は，交付，説明，同

意，承諾，締結その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち，この条

例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては，当

該交付等の相手方の承諾を得て，書面に代えて，電磁的方法（電子的方法，磁気的方法

その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市指定居宅サービス等の

事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第

３条第４項及び第４０条の２（新条例第４２条の３，第４７条，第６０条，第６４条，

第８１条，第９１条，第１００条，第１１５条，第１１７条，第１３７条，第１４８条，

第１７０条（新条例第１８３条において準用する場合を含む。），第１８３条の３，第

１９０条，第２０６条（新条例第２１８条において準用する場合を含む。），第２３９

条，第２５０条，第２６５条，第２６７条及び第２７８条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ず

るよう努めなければ」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３２条の２（新条例第４２条の３，第４７条，

第６０条，第６４条，第８１条，第９１条，第１００条，第１１５条，第１１７条，第

１３７条，第１４８条，第１７０条（新条例第１８３条において準用する場合を含

む。），第１８３条の３，第１９０条，第２０６条（新条例第２１８条において準用す

る場合を含む。），第２３９条，第２５０条，第２６５条，第２６７条及び第２７８条

において準用する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなけれ

ば」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」とあるのは「実施



するよう努めなければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３３条第３項（新条例第４２条の３，第４７

条，第６０条，第６４条，第８１条，第９１条，第１００条及び第２７８条において準

用する場合を含む。），第１１３条第２項（新条例第１１７条，第１３７条，第１７０

条（新条例第１８３条において準用する場合を含む。），第１８３条の３，第１９０条，

第２３９条及び第２５０条において準用する場合を含む。），第１４６条第２項（新条

例第２０６条（新条例第２１８条において準用する場合を含む。）において準用する場

合を含む。）及び第２６２条第６項（新条例第２６７条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ず

るよう努めなければ」とする。 

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

５ 令和６年３月３１日までの間，新条例第５８条の２第３項（新条例第６４条において

準用する場合を含む。），第１１０条第３項（新条例第１１７条，第１３７条，第１４

８条，第１７０条，第１８３条の３，第１９０条及び第２０６条において準用する場合

を含む。），第１８１条第４項，第２１６条第４項及び第２３５条第４項（新条例第２

５０条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，これらの規定中「講

じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

（ユニットの定員に係る経過措置） 

６ 岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例（令和３年市条例第  号。以下この項において「一部改正条例」と

いう。）附則第５項の規定は，新条例第１７３条第５項第１号ア（イ）の規定の適用に

ついて準用する。この場合において，一部改正条例附則第５項中「入所定員」とあるの

は「利用定員」と，「新条例第５条第１項第３号ア及び第５３条第２項」とあるのは，

「この条例による改正後の岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関

する基準等を定める条例第１５０条第１項第３号及び第１８１条第２項」と読み替える

ものとする。 

７ この条例の施行の際現に存する建物（基本的な設備が完成しているものを含み，この



条例の施行の後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。）の居室であって，

この条例による改正前の岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関す

る基準等を定める条例第１７３条第５項第１号ア（エ）の規定の要件を満たしている居

室については，なお従前の例による。 

 

 

提案理由 

 指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第

３７号）の一部改正に伴い，指定居宅サービス等における業務継続計画の策定の義務，虐

待の防止のための措置を講ずる義務等を定めるため，本条例の一部を改正しようとするも

のである。 



甲 第 ４ １ 号 議 案 

岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例 

岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条

例（平成２４年市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

目 次 中 「  第 ４ 節  運 営 に 関 す る 基 準 （ 第 １ ９ ８ 条 ― 第 ２ ０ ４ 条 ） 」を 

「 第４節 運営に関する基準（第１９８条―第２０４条） 

第１０章 雑則（第２０５条）            」 

第３条第５項中「講ずるよう努めなければ」を「講じなければ」に改め，同条中第７項

を第８項とし，第６項を第７項とし，第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定地域密着型サービス事業者は，指定地域密着型サービスを提供するに当たっては，

法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し，適

切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

第６条第５項第１号中「いう。」の次に「第４８条第４項第１号及び」を加え，同項第

２号中「いう」の次に「。第４８条第４項第２号において同じ」を加え，同項第３号中

「いう」の次に「。第４８条第４項第３号において同じ」を加え，同項第４号中「いう」

の次に「。第４８条第４項第４号において同じ」を加え，同項第５号中「いう。」の次に

「第４８条第４項第５号，」を加え，同項第６号中「いう。」の次に「第４８条第４項第

に改める。 



６号，」を加え，同項第７号中「いう。」の次に「第４８条第４項第７号，」を加え，同

項第８号中「いう。」の次に「第４８条第４項第８号及び」を加える。 

 第３３条中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，適切な指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供を確保する観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の

明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第３３条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第３３条の２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，感染症や非常災害の発

生時において，利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的

に実施するための，及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務

継続計画」という。）を策定し，当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者に対し，業務継続計画について周知するとともに，必要な研修及び訓練を定期

的に実施しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，定期的に業務継続計画の見直しを

行い，必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

第３４条に次の１項を加える。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，当該指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所において感染症が発生し，又はまん延しないように，次に掲げる措置

を講じなければならない。 

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん

延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以

下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）をお

おむね６月に１回以上開催するとともに，その結果について，定期巡回・随時対応型



訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん

延の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において，定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者に対し，感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

を定期的に実施すること。 

 第３５条に次の１項を加える。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，前項に規定する事項を記載した書

面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け，かつ，これをいつ

でも関係者に自由に閲覧させることにより，同項の規定による掲示に代えることができ

る。 

第４０条第１項中「協議会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。ただし，利用者又はその家族（以下この項，第６１条の１７第１項及び第８

９条において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては，テレビ電話装置等の活

用について当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

 第４１条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第４１条の２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，虐待の発生又はその再

発を防止するため，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催するとともに，その結果について，定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指

針を整備すること。 

(3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において，定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者に対し，虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 



第４８条第１項第１号中「専ら」及び「とする。」を削り，同号ただし書を削り，同項

第２号中「とする。」を削り，同項第３号中「専ら」及び「とする。」を削り，同号ただ

し書を削り，同条に次の５項を加える。 

３ オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし，利用者の処

遇に支障がない場合は，当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス，同一敷地

内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務

又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次の各号に掲げるいずれかの施設等が

ある場合において，当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は，前項本文の規定

にかかわらず，当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。 

(1) 指定短期入所生活介護事業所 

(2) 指定短期入所療養介護事業所 

(3) 指定特定施設 

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所 

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

(6) 指定地域密着型特定施設 

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設 

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 

(9) 指定介護老人福祉施設 

(10) 介護老人保健施設 

(11) 指定介護療養型医療施設 

(12) 介護医療院 

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は，専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる

者でなければならない。ただし，利用者の処遇に支障がない場合は，当該夜間対応型訪

問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。 

６ 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンターサービスの

提供に支障がない場合は，第３項本文及び前項本文の規定にかかわらず，オペレーター



は，随時訪問サービスに従事することができる。 

７ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において，当

該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がな

いときは，第１項の規定にかかわらず，随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かな

いことができる。 

 第５８条第２項ただし書中「随時訪問サービスについては」を「指定夜間対応型訪問介

護事業所が，適切に指定夜間対応型訪問介護を利用者に提供する体制を構築しており」に

改め，「，他の指定訪問介護事業所」の次に「又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所（以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。）」を，「との」の次

に「密接な」を，「ときは」の次に「，市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内に

おいて，指定夜間対応型訪問介護の事業の一部を」を加え，「当該他の指定訪問介護事業

所の訪問介護員等」を「当該他の指定訪問介護事業所等の従業者」に改め，同条第３項を

次のように改める。 

３ 前項本文の規定にかかわらず，オペレーションセンターサービスについては，市長が

地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において，複数の指定夜間対応型訪問介護事業

所の間の契約に基づき，当該複数の指定夜間対応型訪問介護事業所が密接な連携を図る

ことにより，一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。 

第５８条中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，適切な指定夜間対応型訪問介護の提供を確保する

観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより夜間対応型訪問介護従業者の就業環境

が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第５９条に次の１項を加える。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と

同一の建物に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介護を提供する場合には，当

該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定夜間対応型訪問介護の提供を行うよう

努めなければならない。 

第６１条中「第３４条から」を「第３３条の２から」に，「，第４１条及び第４２条」



を「及び第４１条から第４２条まで」に，「第３４条第１項及び第３５条」を「第３３条

の２第２項，第３４条第１項並びに第３項第１号及び第３号，第３５条第１項並びに第４

１条の２第１号及び第３号」に改める。 

第６１条の１３第３項に後段として次のように加える。 

その際，当該指定地域密着型通所介護事業者は，全ての地域密着型通所介護従業者

（看護師，准看護師，介護福祉士，介護支援専門員，法第８条第２項に規定する政令で

定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に係

る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第６１条の１３中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は，適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する

観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業者の就業環境

が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第６１条の１５中第５項を第６項とし，第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を

加える。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民

の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

第６１条の１６第２項中「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「，次に掲げる措

置を講じなければ」に改め，同項に次の各号を加える。 

(1) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに，その結果について，地域密着型

通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のため

の指針を整備すること。 

(3) 当該指定地域密着型通所介護事業所において，地域密着型通所介護従業者に対し，

感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

第６１条の１７第１項中「協議会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが



できるものとする。ただし，利用者等が参加する場合にあっては，テレビ電話装置等の活

用について当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

第６１条の２０中「第２９条」の次に「，第３３条の２」を，「第３９条まで」の次に

「，第４１条の２」を，「規定する重要事項に関する規程」と，」の次に「同項，第３３

条の２第２項，第３５条第１項並びに第４１条の２第１号及び第３号中」を加え，「第３

５条中」を「第３５条第１項中」に，「，「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と，第５５条」を「，第５５条」に改める。 

第６１条の２０の３中「，第２９条」の次に「，第３３条の２」を，「第３９条まで」

の次に「，第４１条の２」を加え，「第３５条に」を「第３５条第１項に」に，「第３５

条中」を「第３３条の２第２項，第３５条第１項並びに第４１条の２第１号及び第３号

中」に，「第６１条の１０第５項並びに」を「第６１条の１０第５項，」に，「及び第４

項」を「から第５項まで並びに第６１条の１６第２項第１号及び第３号」に改める。 

第６１条の３６第１項中「管理委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）」を加える。 

第６１条の３８中「第２９条」の次に「，第３３条の２」を，「第３９条まで」の次に

「，第４１条の２」を，「において」の次に「，第３３条の２第２項，第３５条第１項並

びに第４１条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「療養通所介護従業者」と」を加え，「第３５条中」を「第３５条第１項中」に改

め，「，「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業

者」と」を削り，「第６１条の１３第３項」の次に「から第５項まで並びに第６１条の１

６第２項第１号及び第３号」を加える。 

第６６条第１項中「又は施設」の次に「（第６８条第１項において「本体事業所等」と

いう。）」を加える。 

第６７条第２項中「第８４条第７項」の次に「，第１１２条第９項」を加える。 

第６８条第１項に後段として次のように加える。 

なお，共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は，当該共用

型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し，かつ，同一敷地内にある他の

本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。 



第８２条中「第２９条」の次に「，第３３条の２」を，「第３９条まで」の次に「，第

４１条の２」を，「規定する重要事項に関する規程」と，」の次に「同項，第３３条の２

第２項，第３５条第１項並びに第４１条の２第１号及び第３号中」を加え，「第３５条

中」を「第３５条第１項中」に，「「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とある

のは「認知症対応型通所介護従業者」と，第５５条」を「第５５条」に改め，「訪問介護

員等」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と」の次に「，第６１条の１３第３項

から第５項まで並びに第６１条の１６第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護従

業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と」を加える。 

「第４章 小規模多機能型居宅介護」を「第５章 小規模多機能型居宅介護」に改める。 

第８４条第６項の表当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のい

ずれかが併設されている場合の項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「，指定

介護老人福祉施設，介護老人保健施設」を加え，同表当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合の項中「，指定認知症対応

型通所介護事業所，指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設」を「又は指定認知症対

応型通所介護事業所」に改める。 

第８５条第３項中「第１１３条第２項」を「第１１３条第３項」に改める。 

第８９条中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。ただし，利用者等が参加する場合にあっては，テレビ電話装置等の活用について

当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

第１０３条に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず，過疎地域その他これに類する地域において，地域の実

情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると本

市が認めた場合は，指定小規模多機能型居宅介護事業者は，本市が認めた日から本市の

介護保険事業計画（法第１１７条第１項に規定する本市の介護保険事業計画をいう。以

下この項において同じ。）の終期まで（本市が次期の本市の介護保険事業計画を作成す

るに当たって，新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定小規模多機能型居宅介

護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては，次期の本市の介

護保険事業計画の終期まで）に限り，登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの



利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。 

第１１０条中「第２９条」の次に「，第３３条の２」を加え，「，第４２条」を「から

第４２条まで」に改め，「規定する重要事項に関する規程」と，」の次に「同項，第３３

条の２第２項，第３５条第１項並びに第４１条の２第１号及び第３号中」を加え，「第３

５条中」を「第３５条第１項中」に，「「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と，第６１条の１１第２項」を「第６１条の

１１第２項」に，「及び第４項」を「から第５項まで並びに第６１条の１６第２項第１号

及び第３号」に改める。 

第１１２条第１項中「）をいう」の次に「。以下この項において同じ」を加え，同項に

次のただし書を加える。 

ただし，当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が３で

ある場合において，当該共同生活住居が全て同一の階において隣接し，介護従業者が円

滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって，

当該指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ，利用者の安全性

が確保されていると認められるときは，夜間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同

生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は，夜間及び深夜の時間帯を通じて２

以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることがで

きる。 

第１１２条第５項中「共同生活住居」を「指定認知症対応型共同生活介護事業所」に改

め，同条中第１０項を第１１項とし，第９項を第１０項とし，第８項の次に次の１項を加

える。 

９ 第７項本文の規定にかかわらず，サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所

（指定認知症対応型共同生活介護事業所であって，指定居宅サービス事業等その他の保

健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を有する指定認知症対応型共同生

活介護事業者により設置される当該指定認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定認

知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に対

して指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの（以下この章において

「本体事業所」という。）との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）



については，介護支援専門員である計画作成担当者に代えて，第６項の別に厚生労働大

臣が定める研修を修了している者を置くことができる。 

第１１３条中第２項を第３項とし，第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず，共同生活住居の管理上支障がない場合は，サテライト

型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は，本体事業所

における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。 

第１１５条第１項中「又は２」を「以上３以下（サテライト型指定認知症対応型共同生

活介護事業所にあっては，１又は２）」に改め，同項ただし書を削る。 

第１１９条第７項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）」を加え，同条第８項中「外部の者による」を「次の各号に掲げ

るいずれかの」に改め，同項に次の各号を加える。 

(1) 外部の者による評価 

(2) 第１３０条において準用する第６１条の１７第１項に規定する運営推進会議におけ

る評価 

第１２３条中「指定地域密着型サービス」の次に「（サテライト型指定認知症対応型共

同生活介護事業所の場合は，本体事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介護を除

く。）」を加える。 

第１２５条第３項に後段として次のように加える。 

その際，当該指定認知症対応型共同生活介護事業者は，全ての介護従業者（看護師，

准看護師，介護福祉士，介護支援専門員，法第８条第２項に規定する政令で定める者等

の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に係る基礎的な

研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第１２５条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，適切な指定認知症対応型共同生活介護の提

供を確保する観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が

害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第１３０条中「第２９条」の次に「，第３３条の２」を加え，「，第４２条」を「から



第４２条まで」に改め，「規定する重要事項に関する規程」と，」の次に「同項，第３３

条の２第２項，第３５条第１項並びに第４１条の２第１号及び第３号中」を加え，「第３

５条中」を「第３５条第１項中」に，「「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「介護従業者」と，第６１条の１１」を「第６１条の１１」に改め，「第６章第

４節」と」の次に「，第６１条の１６第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護従

業者」とあるのは「介護従業者」と」を加える。 

第１４０条第６項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）」を加える。 

第１４８条第４項に後段として次のように加える。 

その際，当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，全ての地域密着型特

定施設従業者（看護師，准看護師，介護福祉士，介護支援専門員，法第８条第２項に規

定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し，認

知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第１４８条中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，適切な指定地域密着型特定施設入

居者生活介護の提供を確保する観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密

着型特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要

な措置を講じなければならない。 

第１５１条中「第２９条」の次に「，第３３条の２」を加え，「，第４２条」を「から

第４２条まで」に，「第３５条中」を「第３３条の２第２項，第３５条第１項並びに第４

１条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「地域密着型特定施設従業者」と，第３５条第１項中」に，「「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と，第６１条の１１第２

項」を「第６１条の１１第２項」に改め，「第７章第４節」と」の次に「，第６１条の１

６第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定

施設従業者」と」を加える。 

第１５３条第１項に次のただし書を加える。 



ただし，他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該

指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって，

入所者の処遇に支障がないときは，第４号の栄養士又は管理栄養士を置かないことがで

きる。 

第１５３条第１項第４号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加え，同条第３項た

だし書を次のように改める。 

ただし，入所者の処遇に支障がない場合は，この限りでない。 

第１５３条第８項各号列記以外の部分中「栄養士」の次に「若しくは管理栄養士」を加

え，同項第１号中「栄養士」を「生活相談員，栄養士若しくは管理栄養士」に改め，同項

第２号から第４号まで及び同条第１３項中「栄養士」の次に「若しくは管理栄養士」を加

える。 

第１５９条第６項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）」を加える。 

第１６０条第６項中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。ただし，入所者又はその家族が参加する場合にあっては，テレビ電話装

置等の活用について当該入所者又はその家族の同意を得なければならない。）」を加える。 

第１６５条の次に次の２条を加える。 

（栄養管理） 

第１６５条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の栄養状態の維持及び改善

を図り，自立した日常生活を営むことができるよう，各入所者の状態に応じた栄養管理

を計画的に行わなければならない。 

（口腔
くう

衛生の管理） 

第１６５条の３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の口腔の健康の保持を図り，

自立した日常生活を営むことができるよう，口腔衛生の管理体制を整備し，各入所者の

状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 

第１７１条第３項に後段として次のように加える。 

その際，当該指定地域密着型介護老人福祉施設は，全ての従業者（看護師，准看護師，

介護福祉士，介護支援専門員，法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有



する者その他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講

させるために必要な措置を講じなければならない。 

第１７１条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の提供を確保する観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就

業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければな

らない。 

第１７３条第２項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）」を加え，同項第３号中「研修」の次に「並びに感染症の予防及

びまん延の防止のための訓練」を加える。 

第１７７条第１項第３号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）」を加え，同項に次の１号を加える。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第１７９条中「第２９条」の次に「，第３３条の２」を，「第３９条」の次に「，第４

１条の２」を，「規定する重要事項に関する規程」と，」の次に「同項，第３３条の２第

２項，第３５条第１項並びに第４１条の２第１号及び第３号中」を加え，「第３５条中」

を「第３５条第１項中」に，「「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「従業者」と，第６１条の１１第２項」を「第６１条の１１第２項」に改める。 

第１８２条第１項第１号ア（イ）中「おおむね１０人以下としなければならない」を

「原則としておおむね１０人以下とし，１５人を超えないものとする」に改め，同ア

（オ）を削る。 

第１８４条第８項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）」を加える。 

第１８９条第４項に後段として次のように加える。 

その際，当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，全ての従業者（看護師，

准看護師，介護福祉士，介護支援専門員，法第８条第２項に規定する政令で定める者等

の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に係る基礎的な



研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第１８９条中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，適切な指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供を確保する観点から，職場において行われる性的な言動又は

優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。 

第１９１条中「第２９条」の次に「，第３３条の２」を，「第３９条」の次に「，第４

１条の２」を，「規定する重要事項に関する規程」と，」の次に「同項，第３３条の２第

２項，第３５条第１項並びに第４１条の２第１号及び第３号中」を加え，「第３５条中」

を「第３５条第１項中」に，「「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「従業者」と，第６１条の１１第２項」を「第６１条の１１第２項」に改める。 

第１９３条第１１項中「前項各号」を「第７項各号」に改める。 

第２０４条中「第２９条」の次に「，第３３条の２」を加え，「，第４２条」を「から

第４２条まで」に改め，「規定する重要事項に関する規程」と，」の次に「同項，第３３

条の２第２項，第３５条第１項並びに第４１条の２第１号及び第３号中」を加え，「第３

５条中」を「第３５条第１項中」に，「「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と，第６１条の１１第２項」を「第６１

条の１１第２項」に，「及び第４項」を「から第５項まで並びに第６１条の１６第２項第

１号及び第３号」に改める。 

第９章の次に次の１章を加える。 

第１０章 雑則 

（電磁的記録等） 

第２０５条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる

者は，作成，保存その他これらに類するもののうち，この条例の規定において書面（書

面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において

同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第１２条第１項（第６１条，



第６１条の２０，第６１条の２０の３，第６１条の３８，第８２条，第１１０条，第１

３０条，第１５１条，第１７９条，第１９１条及び第２０４条において準用する場合を

含む。），第１１７条第１項，第１３８条第１項及び第１５７条第１項（第１９１条に

おいて準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については，書面

に代えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は，交

付，説明，同意，承諾，締結その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）の

うち，この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものに

ついては，当該交付等の相手方の承諾を得て，書面に代えて，電磁的方法（電子的方法，

磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によること

ができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市指定地域密着型サービ

スの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」とい

う。）第３条第５項及び第４１条の２（新条例第６１条，第６１条の２０，第６１条の

２０の３，第６１条の３８，第８２条，第１１０条，第１３０条，第１５１条，第１７

９条，第１９１条及び第２０４条において準用する場合を含む。）の規定の適用につい

ては，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とす

る。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３３条の２（新条例第６１条，第６１条の２

０，第６１条の２０の３，第６１条の３８，第８２条，第１１０条，第１３０条，第１

５１条，第１７９条，第１９１条及び第２０４条において準用する場合を含む。）の規



定の適用については，この規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなけれ

ば」と，「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と，「行う」と

あるのは「行うよう努める」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３４条第３項（新条例第６１条において準用

する場合を含む。）及び第６１条の１６第２項（新条例第６１条の２０の３，第６１条

の３８，第８２条，第１１０条，第１３０条，第１５１条及び第２０４条において準用

する場合を含む。）の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とある

のは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

５ 令和６年３月３１日までの間，新条例第６１条の１３第３項（新条例第６１条の２０

の３，第６１条の３８，第８２条，第１１０条及び第２０４条において準用する場合を

含む。），第１２５条第３項，第１４８条第４項，第１７１条第３項及び第１８９条第

４項の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずる

よう努めなければ」とする。 

（ユニットの定員に係る経過措置） 

６ 岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例（令和３年市条例第  号。以下この項において「一部改正条例」と

いう。）附則第５項の規定は，新条例第１８２条第１項第１号ア（イ）の規定の適用に

ついて準用する。この場合において，一部改正条例附則第５項中「入所定員」とあるの

は「入居定員」と，「新条例第５条第１項第３号ア及び第５３条第２項」とあるのは

「この条例による改正後の岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営

に関する基準等を定める条例第１５３条第１項第３号ア及び第１８９条第２項」と読み

替えるものとする。 

７ この条例の施行の際現に存する建物（基本的な設備が完成しているものを含み，この

条例の施行の後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。）の居室であって，

この条例による改正前の岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に

関する基準等を定める条例第１８２条第１項第１号ア（オ）の規定の要件を満たしてい



る居室については，なお従前の例による。 

（栄養管理に係る経過措置） 

８ 令和６年３月３１日までの間，新条例第１６５条の２（新条例第１９１条において準

用する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「行わなければ」とあるの

は，「行うよう努めなければ」とする。 

（口腔衛生の管理に係る経過措置） 

９ 令和６年３月３１日までの間，新条例第１６５条の３（新条例第１９１条において準

用する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「行わなければ」とあるの

は，「行うよう努めなければ」とする。 

（事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置） 

１０ 令和３年９月３０日までの間，新条例第１７７条第１項（新条例第１９１条におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「次に定める措置を講

じなければ」とあるのは，「次の第１号から第３号までに定める措置を講ずるとともに，

次の第４号に定める措置を講ずるよう努めなければ」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置） 

１１ 令和６年３月３１日までの間，新条例第１７３条第２項第３号（新条例第１９１条

において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず，指定地域密着型介護老人福祉施

設は，その従業者又は職員に対し，感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

研修を定期的に実施するとともに，感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期

的に実施するよう努めるものとする。 

 

 

提案理由 

指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労

働省令第３４号）の一部改正に伴い，指定地域密着型サービスの事業における業務継続計

画の策定の義務，虐待の防止のための措置を講ずる義務等を定めるため，本条例の一部を

改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ２ 号 議 案 

   岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条

例等の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条 

例等の一部を改正する条例 

（岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部

改正） 

第１条 岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 

（平成２６年市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第５章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第３３条）」を 

 「第５章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第３３条） 

  第６章 雑則（第３４条）              」 

  第３条第４項を削る。 

  第４条に次の２項を加える。 

５ 指定居宅介護支援事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，規則で定

める責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修

を実施する等の措置を講じなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援を提供するに当たっては，法第１１

８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し，適切かつ

有効に行うよう努めなければならない。 

に改める。 



第６条第２項中「主任介護支援専門員」の次に「（以下この項において「主任介護支

援専門員」という。）」を加え，同項に次のただし書を加える。 

ただし，主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある

場合については，介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を前項に規定する

管理者とすることができる。 

第７条第２項中「できること」の次に「，前６月間に当該指定居宅介護支援事業所に

おいて作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護，通所介護，福祉用具貸与

及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位

置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合，前６月間に当該指定居宅介護支援事

業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のう

ちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供さ

れたものが占める割合」を加える。 

第１６条第９号中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以

下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。ただし，

利用者又はその家族（以下この号において「利用者等」という。）が参加する場合にあ

っては，テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならな

い。）」を加える。 

  第１６条第１８号の２の次に次の１号を加える。 

(18)の３ 介護支援専門員は，その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成さ

れた居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービ

ス費，特例居宅介護サービス費，地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介

護サービス費（以下この号において「サービス費」という。）の総額が法第４３条

第２項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問

介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣が

定める基準に該当する場合であって，かつ，市町村からの求めがあった場合には，

当該指定居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し，当該居

宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに，当該居宅サービス

計画を市町村に届け出なければならない。 



第２２条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定居宅介護支援事業者は，適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から，

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上

必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第２２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第２２条の２ 指定居宅介護支援事業者は，感染症や非常災害の発生時において，利用

者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための，及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当該

業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は，介護支援専門員に対し，業務継続計画について周知す

るとともに，必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて

業務継続計画の変更を行うものとする。 

  第２４条の次に次の１条を加える。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第２４条の２ 指定居宅介護支援事業者は，当該指定居宅介護支援事業所において感染

症が発生し，又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに，その結果について，介護支援

専門員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。 

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において，介護支援専門員に対し，感染症の予防及

びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

第２５条に次の１項を加える。 



２ 指定居宅介護支援事業者は，前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居宅介

護支援事業所に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることによ

り，同項の規定による掲示に代えることができる。 

第３０条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第３０条の２ 指定居宅介護支援事業者は，虐待の発生又はその再発を防止するため，

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに，その結果について，介護支援専門員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において，介護支援専門員に対し，虐待の防止のた

めの研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第５章の次に次の１章を加える。 

第６章 雑則 

（電磁的記録等） 

第３４条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は，作成，

保存その他これらに類するもののうち，この条例の規定において書面（書面，書類，

文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって認識する

ことができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第１０条（第３３条におい

て準用する場合を含む。）及び第１６条第２４号（第３３条において準用する場合を

含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については，書面に代えて，当該書面

に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は，交付，説明，



同意，承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち，この条例

の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては，当

該交付等の相手方の承諾を得て，書面に代えて，電磁的方法（電子的方法，磁気的方

法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができ

る。 

（岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例の一部改正） 

第２条 岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例（平成３０年市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「平成３３年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改め，附則に次

の１項を加える。 

３ 令和３年４月１日以後における前項の規定の適用については，同項中「，改正後」

とあるのは「，令和３年３月３１日までに介護保険法（平成９年法律第１２３号）第

４６条第１項の指定を受けている事業所（同日において当該事業所における改正後の

第６条第１項に規定する管理者（以下この項において「管理者」という。）が，介護

保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第１号イ（３）に

規定する主任介護支援専門員でないものに限る。）については，改正後」と，「介護

支援専門員（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６

第１号イ（３）に規定する主任介護支援専門員を除く。）を改正後の第６条第１項に

規定する」とあるのは「引き続き，同日における管理者である介護支援専門員を」と

する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。ただし，第１条中岡山市指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第１６条第１８号の２の次に

１号を加える改正規定は，令和３年１０月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までの間，第１条の規定による改正後の岡山市指定居宅介護支援



等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第４

条第５項及び第３０条の２（新条例第３３条において準用する場合を含む。）の規定の

適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなけ

れば」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２２条の２（新条例第３３条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなければ」とあるのは

「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めな

ければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２４条の２（新条例第３３条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなければ」とあるのは， 

「講ずるよう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８ 

号）の一部改正に伴い，指定居宅介護支援事業者における業務継続計画の策定の義務，虐

待の防止のための措置を講ずる義務等を定めるため，関係条例の一部を改正しようとする

ものである。 



甲 第 ４ ３ 号 議 案 

   岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例の一部を改正する条例 

 岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年市条例第８７号）の一部を次のように改正する。 

目 次 中 「  第 ３ 節  運 営 に 関 す る 基 準 （ 第 ４ ７ 条 ― 第 ５ ５ 条 ） 」 を 

「 第３節 運営に関する基準（第４７条―第５５条） 

 第７章 雑則（第５６条）            」 

第３条第３項を削る。 

 第４条中第５項を第７項とし，第４項を第６項とし，第３項の次に次の２項を加える。 

４ 指定介護老人福祉施設は，入所者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置

する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する等の措置

を講じなければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は，指定介護福祉施設サービスを提供するに当たっては，法第

１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し，適切か

つ有効に実施するよう努めなければならない。 

 第５条第１項中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加え，同条第４項ただし書を次

のように改める。 

に改める。 



ただし，入所者の処遇に支障がない場合は，この限りでない。 

第５条第１０項中「指定地域密着型サービス基準条例」を「岡山市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第８６

号）」に改める。 

 第１６条第６項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置その他の情報通信機器 

（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）」を

加える。 

 第１７条第６項中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。ただし，入所者又はその家族が参加する場合にあっては，テレビ電話装置

等の活用について当該入所者又はその家族の同意を得なければならない。）」を加える。 

第２２条の次に次の２条を加える。 

（栄養管理） 

第２２条の２ 指定介護老人福祉施設は，入所者の栄養状態の維持及び改善を図り，自立

した日常生活を営むことができるよう，各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行

わなければならない。 

（口腔
くう

衛生の管理） 

第２２条の３ 指定介護老人福祉施設は，入所者の口腔の健康の保持を図り，自立した日

常生活を営むことができるよう，口腔衛生の管理体制を整備し，各入所者の状態に応じ

た口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 

第３０条第３項に後段として次のように加える。 

その際，当該指定介護老人福祉施設は，全ての従業者（看護師，准看護師，介護福祉

士，介護支援専門員，法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者そ

の他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるた

めに必要な措置を講じなければならない。 

第３０条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定介護老人福祉施設は，適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点か

ら，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止する



ための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第３０条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第３０条の２ 指定介護老人福祉施設は，感染症や非常災害の発生時において，入所者に

対する指定介護福祉施設サービスの提供を継続的に実施するための，及び非常時の体制

で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当該

業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，従業者に対し，業務継続計画について周知するとともに，

必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業務

継続計画の変更を行うものとする。 

 第３２条中第５項を第６項とし，第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定介護老人福祉施設は，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の参加が

得られるよう連携に努めなければならない。 

 第３３条第２項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加え，同項第３号中「研修」の次に「並びに感染症の予防及び

まん延の防止のための訓練」を加える。 

 第３５条に次の１項を加える。 

２ 指定介護老人福祉施設は，前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護老人福

祉施設に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより，同項

の規定による掲示に代えることができる。 

 第４１条第１項第３号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加え，同項に次の１号を加える。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 第４１条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第４１条の２ 指定介護老人福祉施設は，虐待の発生又はその再発を防止するため，次に

掲げる措置を講じなければならない。 



(1) 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとと

もに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護老人福祉施設において，介護職員その他の従業者に対し，虐待の防止

のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 第４５条中第４項を第６項とし，第３項を第５項とし，第２項の次に次の２項を加える。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は，入居者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責

任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施す

る等の措置を講じなければならない。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は，指定介護福祉施設サービスを提供するに当たっ

ては，法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用

し，適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

 第４６条第１項第１号ア（イ）中「おおむね１０人以下としなければならない」を「原

則としておおむね１０人以下とし，１５人を超えないものとする」に改め，同ア（オ）を

削る。 

 第４８条第８項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加える。 

 第５３条第４項に後段として次のように加える。 

その際，当該ユニット型指定介護老人福祉施設は，全ての従業者（看護師，准看護師，

介護福祉士，介護支援専門員，法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有

する者その他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講

させるために必要な措置を講じなければならない。 

第５３条中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定介護老人福祉施設は，適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保

する観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されること



を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第５５条中「第２８条まで」の次に「，第３０条の２」を加える。 

 第６章の次に次の１章を加える。 

第７章 雑則 

（電磁的記録等） 

第５６条 指定介護老人福祉施設及びその従業者は，作成，保存その他これらに類するも

ののうち，この条例の規定において書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，

複本その他文字，図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙そ

の他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想

定されるもの（第１０条第１項（第５５条において準用する場合を含む。）及び第１３

条第１項（第５５条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除 

く。）については，書面に代えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって，電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定介護老人福祉施設及びその従業者は，交付，説明，同意，承諾その他これらに類

するもの（以下「交付等」という。）のうち，この条例の規定において書面で行うこと

が規定されている又は想定されるものについては，当該交付等の相手方の承諾を得て，

書面に代えて，電磁的方法（電子的方法，磁気的方法その他人の知覚によって認識する

ことができない方法をいう。）によることができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市指定介護老人福祉施設

の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第４条

第４項，第４１条の２（新条例第５５条において準用する場合を含む。）及び第４５条

第３項の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ず

るよう努めなければ」とする。 



（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３０条の２（新条例第５５条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなければ」とあるのは 

「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めな

ければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３０条第３項及び第５３条第４項の規定の適

用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなけれ

ば」とする。 

（ユニットの定員に係る経過措置） 

５ 当分の間，新条例第４６条第１項第１号ア（イ）の規定に基づき入所定員が１０人を

超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は，新条例第５条第１項第

３号ア及び第５３条第２項の基準を満たすほか，ユニット型指定介護老人福祉施設にお

ける夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して

職員を配置するよう努めるものとする。 

６ この条例の施行の際現に存する建物（基本的な設備が完成しているものを含み，この

条例の施行の後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。）の居室であって，

この条例による改正前の岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基

準等を定める条例第４６条第１項第１号ア（オ）の規定の要件を満たしている居室につ

いては，なお従前の例による。 

 （栄養管理に係る経過措置） 

７ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２２条の２（新条例第５５条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「行わなければ」とあるのは，

「行うよう努めなければ」とする。 

（口腔衛生の管理に係る経過措置） 

８ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２２条の３（新条例第５５条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「行わなければ」とあるのは，

「行うよう努めなければ」とする。 



（事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置） 

９ 令和３年９月３０日までの間，新条例第４１条第１項（新条例第５５条において準用

する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「次に定める措置を講じなけ

れば」とあるのは，「次の第１号から第３号までに定める措置を講ずるとともに，次の

第４号に定める措置を講ずるよう努めなければ」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置） 

１０ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３３条第２項第３号（新条例第５５条にお

いて準用する場合を含む。）の規定にかかわらず，指定介護老人福祉施設は，その従業

者又は職員に対し，感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に

実施するとともに，感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよ

う努めるものとする。 

 

 

提案理由 

 指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３９

号）の一部改正に伴い，指定介護老人福祉施設における業務継続計画の策定の義務，虐待

の防止のための措置を講ずる義務等を定めるため，本条例の一部を改正しようとするもの

である。 



に改める。 

甲 第 ４ ４ 号 議 案 

   岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定 

める条例の一部を改正する条例 

岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

（平成２４年市条例第８８号）の一部を次のように改正する。 

目 次 中 「  第 ３ 節  運 営 に 関 す る 基 準 （ 第 ４ ７ 条 ― 第 ５ ５ 条 ） 」 を 

「 第３節 運営に関する基準（第４７条―第５５条） 

 第７章 雑則（第５６条）            」 

 第３条第２項を削る。 

 第４条中第４項を第６項とし，第３項の次に次の２項を加える。 

４ 介護老人保健施設は，入所者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置する

等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する等の措置を講

じなければならない。 

５ 介護老人保健施設は，介護保健施設サービスを提供するに当たっては，法第１１８条

の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し，適切かつ有効に

行うよう努めなければならない。 

第５条第１項第５号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加え，同条第４項ただし

書を次のように改める。 



ただし，入所者の処遇に支障がない場合は，この限りでない。 

第５条第６項及び第７項中「栄養士」の次に「若しくは管理栄養士」を加える。 

第１７条第６項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置その他の情報通信機器

（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）」を

加える。 

 第１８条第６項中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。ただし，入所者又はその家族（以下この項において「入所者等」とい

う。）が参加する場合にあっては，テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意

を得なければならない。）」を加える。 

 第２１条の次に次の２条を加える。 

（栄養管理） 

第２１条の２ 介護老人保健施設は，入所者の栄養状態の維持及び改善を図り，自立した

日常生活を営むことができるよう，各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わな

ければならない。 

（口腔
くう

衛生の管理） 

第２１条の３ 介護老人保健施設は，入所者の口腔の健康の保持を図り，自立した日常生

活を営むことができるよう，口腔衛生の管理体制を整備し，各入所者の状態に応じた口

腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 

第３１条第３項に後段として次のように加える。 

その際，当該介護老人保健施設は，全ての従業者（看護師，准看護師，介護福祉士，

介護支援専門員，法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他

これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために

必要な措置を講じなければならない。 

第３１条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 介護老人保健施設は，適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から，職場

において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要か

つ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方

針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 



 第３１条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第３１条の２ 介護老人保健施設は，感染症や非常災害の発生時において，入所者に対す

る介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するための，及び非常時の体制で早期の

業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 介護老人保健施設は，従業者に対し，業務継続計画について周知するとともに，必要

な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 介護老人保健施設は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業務継続

計画の変更を行うものとする。 

第３３条中第５項を第６項とし，第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 介護老人保健施設は，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の参加が得ら

れるよう連携に努めなければならない。 

第３４条第２項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加え，同項第３号中「研修」の次に「並びに感染症の予防及び

まん延の防止のための訓練」を加える。 

第３６条に次の１項を加える。 

２ 介護老人保健施設は，前項に規定する事項を記載した書面を当該介護老人保健施設に

備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより，同項の規定に

よる掲示に代えることができる。 

第４１条第１項第３号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加え，同項に次の１号を加える。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第４１条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第４１条の２ 介護老人保健施設は，虐待の発生又はその再発を防止するため，次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

(1) 当該介護老人保健施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ



電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，

その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該介護老人保健施設における虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該介護老人保健施設において，介護職員その他の従業者に対し，虐待の防止のた

めの研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第４５条中第３項を第５項とし，第２項の次に次の２項を加える。 

３ ユニット型介護老人保健施設は，入居者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者

を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する等

の措置を講じなければならない。 

４ ユニット型介護老人保健施設は，介護保健施設サービスを提供するに当たっては，法

第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し，適切

かつ有効に行うよう努めなければならない。 

第４８条第８項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加える。 

第５３条第４項に後段として次のように加える。 

その際，当該ユニット型介護老人保健施設は，全ての従業者（看護師，准看護師，介

護福祉士，介護支援専門員，法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有す

る者その他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講さ

せるために必要な措置を講じなければならない。 

第５３条中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型介護老人保健施設は，適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点

から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業

務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止す

るための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第５５条中「第２１条」を「第２１条の３」に改め，「第２９条まで」の次に「，第３

１条の２」を加える。 

第６章の次に次の１章を加える。 



第７章 雑則 

（電磁的記録等） 

第５６条 介護老人保健施設及びその従業者は，作成，保存その他これらに類するものの

うち，この条例の規定において書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複

本その他文字，図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定

されるもの（第１１条第１項（第５５条において準用する場合を含む。）及び第１４条

第１項（第５５条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除

く。）については，書面に代えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって，電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 介護老人保健施設及びその従業者は，交付，説明，同意，承諾その他これらに類する

もの（以下「交付等」という。）のうち，この条例の規定において書面で行うことが規

定されている又は想定されるものについては，当該交付等の相手方の承諾を得て，書面

に代えて，電磁的方法（電子的方法，磁気的方法その他人の知覚によって認識すること

ができない方法をいう。）によることができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市介護老人保健施設の人

員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第

４条第４項，第４１条の２（新条例第５５条において準用する場合を含む。）及び第４

５条第３項の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，

「講ずるよう努めなければ」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３１条の２（新条例第５５条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなければ」とあるのは



「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めな

ければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３１条第３項及び第５３条第４項の規定の適

用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなけれ

ば」とする。 

（栄養管理に係る経過措置） 

５ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２１条の２（新条例第５５条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「行わなければ」とあるのは，

「行うよう努めなければ」とする。 

（口腔衛生の管理に係る経過措置） 

６ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２１条の３（新条例第５５条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「行わなければ」とあるのは，

「行うよう努めなければ」とする。 

（事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置） 

７ 令和３年９月３０日までの間，新条例第４１条第１項（新条例第５５条において準用

する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「次に定める措置を講じなけ

れば」とあるのは，「次の第１号から第３号までに定める措置を講ずるとともに，次の

第４号に定める措置を講ずるよう努めなければ」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置） 

８ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３４条第２項第３号（新条例第５５条におい

て準用する場合を含む。）の規定にかかわらず，介護老人保健施設は，その従業者又は

職員に対し，感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施す

るとともに，感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努め

るものとする。 

 

 

提案理由 



 介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年厚生省令

第４０号）の一部改正に伴い，介護老人保健施設における業務継続計画の策定の義務，虐

待の防止のための措置を講ずる義務等を定めるため，本条例の一部を改正しようとするも

のである。 



に改める。 

甲 第 ４ ５ 号 議 案 

   岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例 

 岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年市条例第８９号）の一部を次のように改正する。 

目 次 中 「  第 ３ 節  運 営 に 関 す る 基 準 （ 第 ４ ８ 条 ― 第 ５ ６ 条 ） 」 を 

「 第３節 運営に関する基準（第４８条―第５６条） 

第７章 雑則（第５７条）            」 

 第３条第２項を削る。 

 第４条中第４項を第６項とし，第３項の次に次の２項を加える。 

４ 指定介護療養型医療施設は，入院患者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を

設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する等の

措置を講じなければならない。 

５ 指定介護療養型医療施設は，指定介護療養施設サービスを提供するに当たっては，法

第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し，適切

かつ有効に行うよう努めなければならない。 

第５条第１項第１号中「，薬剤師及び栄養士」を「及び薬剤師」に改め，同項中第５号

を第６号とし，第４号の次に次の１号を加える。 



(5) 栄養士又は管理栄養士 療養病床が１００以上の指定介護療養型医療施設にあって

は，１以上 

第５条第３項中「。以下「旧令」という。」を削り，同項第１号中「，薬剤師及び栄養

士」を「及び薬剤師」に改め，同項中第６号を第７号とし，第５号の次に次の１号を加え

る。 

(6) 栄養士又は管理栄養士 老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床の数

が１００以上の指定介護療養型医療施設にあっては，１以上 

第５条第６項中「第１項第５号及び第３項第６号」を「第１項第６号及び第３項第７

号」に改め，同条第７項ただし書を次のように改める。 

ただし，入院患者の処遇に支障がない場合は，この限りでない。 

第５条第８項中「第１項第５号，第３項第６号」を「第１項第６号，第３項第７号」に

改める。 

第１８条第６項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置その他の情報通信機器

（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）」を

加える。 

 第１９条第６項中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。ただし，入院患者又はその家族が参加する場合にあっては，テレビ電話装

置等の活用について当該入院患者又はその家族の同意を得なければならない。）」を加え

る。 

 第２１条の次に次の２条を加える。 

（栄養管理） 

第２１条の２ 指定介護療養型医療施設は，入院患者の栄養状態の維持及び改善を図り，

自立した日常生活を営むことができるよう，各入院患者の状態に応じた栄養管理を計画

的に行わなければならない。 

（口腔
くう

衛生の管理） 

第２１条の３ 指定介護療養型医療施設は，入院患者の口腔の健康の保持を図り，自立し

た日常生活を営むことができるよう，口腔衛生の管理体制を整備し，各入院患者の状態

に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 



第３０条第３項に後段として次のように加える。 

その際，当該指定介護療養型医療施設は，全ての従業者（看護師，准看護師，介護福

祉士，介護支援専門員，法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者

その他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる

ために必要な措置を講じなければならない。 

第３０条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定介護療養型医療施設は，適切な指定介護療養施設サービスの提供を確保する観点

から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業

務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止す

るための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第３０条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第３０条の２ 指定介護療養型医療施設は，感染症や非常災害の発生時において，入院患

者に対する指定介護療養施設サービスの提供を継続的に実施するための，及び非常時の

体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は，従業者に対し，業務継続計画について周知するとともに，

必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業

務継続計画の変更を行うものとする。 

第３２条中第５項を第６項とし，第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定介護療養型医療施設は，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の参加

が得られるよう連携に努めなければならない。 

第３３条第２項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加え，同項第３号中「研修」の次に「並びに感染症の予防及び

まん延の防止のための訓練」を加える。 

第３５条に次の１項を加える。 

２ 指定介護療養型医療施設は，前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護療養



型医療施設に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより，

同項の規定による掲示に代えることができる。 

第４０条第１項第３号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加え，同項に次の１号を加える。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 第４０条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第４０条の２ 指定介護療養型医療施設は，虐待の発生又はその再発を防止するため，次

に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会 

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催する

とともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護療養型医療施設において，介護職員その他の従業者に対し，虐待の防

止のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第４４条中第３項を第５項とし，第２項の次に次の２項を加える。 

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は，入院患者の人権の擁護，虐待の防止等のため，

責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施

する等の措置を講じなければならない。 

４ ユニット型指定介護療養型医療施設は，指定介護療養施設サービスを提供するに当た

っては，法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活

用し，適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

第４５条第２項第１号ア（イ）中「おおむね１０人以下としなければならない」を「原

則としておおむね１０人以下とし，１５人を超えないものとする」に改め，同ア（オ）を

削り，同条第４項中「第１項第１号イ」を「第２項第１号イ」に改める。 

第４６条第２項第１号ア（イ）中「おおむね１０人以下としなければならない」を「原

則としておおむね１０人以下とし，１５人を超えないものとする」に改め，同ア（オ）を



削る。 

第４７条第２項第１号ア（イ）中「おおむね１０人以下としなければならない」を「原

則としておおむね１０人以下とし，１５人を超えないものとする」に改め，同ア（オ）を

削る。 

第４９条第８項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加える。 

第５４条第４項に後段として次のように加える。 

その際，当該ユニット型指定介護療養型医療施設は，全ての従業者（看護師，准看護

師，介護福祉士，介護支援専門員，法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格

を有する者その他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に係る基礎的な研修を

受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第５４条中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定介護療養型医療施設は，適切な指定介護療養施設サービスの提供を確

保する観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動

であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されるこ

とを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第５６条中「第２１条」を「第２１条の３」に改め，「第２８条まで」の次に「，第３

０条の２」を加える。 

 第６章の次に次の１章を加える。 

第７章 雑則 

（電磁的記録等） 

第５７条 指定介護療養型医療施設及びその従業者は，作成，保存その他これらに類する

もののうち，この条例の規定において書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副

本，複本その他文字，図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された

紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又

は想定されるもの（第１２条第１項（第５６条において準用する場合を含む。）及び第

１５条第１項（第５６条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを

除く。）については，書面に代えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的



方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって，

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定介護療養型医療施設及びその従業者は，交付，説明，同意，承諾その他これらに

類するもの（以下「交付等」という。）のうち，この条例の規定において書面で行うこ

とが規定されている又は想定されるものについては，当該交付等の相手方の承諾を得て，

書面に代えて，電磁的方法（電子的方法，磁気的方法その他人の知覚によって認識する

ことができない方法をいう。）によることができる。 

附則第１０条中「平成３６年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に改め，同条第１

号中「，薬剤師及び栄養士」を「及び薬剤師」に改め，同条中第６号を第７号とし，第５

号の次に次の１号を加える。 

(6) 栄養士又は管理栄養士 老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床の数

が１００以上の指定介護療養型医療施設にあっては，１以上 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市指定介護療養型医療施

設の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第４条

第４項，第４０条の２（新条例第５６条において準用する場合を含む。）及び第４４条

第３項の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ず

るよう努めなければ」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３０条の２（新条例第５６条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなければ」とあるのは

「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めな

ければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３０条第３項及び第５４条第４項の規定の適



用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなけれ

ば」とする。 

（ユニットの定員に係る経過措置） 

５ 岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例（令和３年市条例第  号。以下この項において「一部改正条例」と

いう。）附則第５項の規定は，新条例第４５条第２項第１号ア（イ），第４６条第２項

第１号ア（イ）及び第４７条第２項第１号ア（イ）の規定の適用について準用する。こ

の場合において，一部改正条例附則第５項中「入所定員」とあるのは「入院患者の定

員」と，「新条例第５条第１項第３号ア及び第５３条第２項」とあるのは「この条例に

よる改正後の岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定め

る条例第５条第１項第２号及び第３号，第２項第２号及び第３号並びに第３項２号及び

第３号，附則第２条第２号，附則第３条，附則第９条，附則第１０条第２号及び第３号

並びに第５４条第２項」と読み替えるものとする。 

６ この条例の施行の際現に存する建物（基本的な設備が完成しているものを含み，この

条例の施行の後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。）の病室であって，

改正前の第４５条第２項第１号ア（オ），第４６条第２項第１号ア（オ）及び第４７条

第２項第１号ア（オ）の規定の要件を満たしている病室については，なお従前の例によ

る。 

（栄養管理に係る経過措置） 

７ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２１条の２（新条例第５６条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「行わなければ」とあるのは，

「行うよう努めなければ」とする。 

（口腔衛生の管理に係る経過措置） 

８ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２１条の３（新条例第５６条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「行わなければ」とあるのは，

「行うよう努めなければ」とする。 

（事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置） 

９ 令和３年９月３０日までの間，新条例第４０条第１項（新条例第５６条において準用



する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「次に定める措置を講じなけ

れば」とあるのは，「次の第１号から第３号までに定める措置を講ずるとともに，次の

第４号に定める措置を講ずるよう努めなければ」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置） 

１０ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３３条第２項第３号（新条例第５６条にお

いて準用する場合を含む。）の規定にかかわらず，指定介護療養型医療施設は，その従

業者又は職員に対し，感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的

に実施するとともに，感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する

よう努めるものとする。 

 

 

提案理由 

 健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効

力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第４１号）の一部改正に伴い，指定介護療養型医療施設における業務継

続計画の策定の義務，虐待の防止のための措置を講ずる義務等を定めるため，本条例の一

部を改正しようとするものである。 



に改める。 

甲 第 ４ ６ 号 議 案 

   岡山市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条 

例の一部を改正する条例 

 岡山市介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３

０年市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

目 次 中 「  第 ３ 節  運 営 に 関 す る 基 準 （ 第 ４ ７ 条 ― 第 ５ ５ 条 ） 」 を 

「 第３節 運営に関する基準（第４７条―第５５条） 

 第７章 雑則（第５６条）            」 

第３条第２項を削る。 

第４条中第４項を第６項とし，第３項の次に次の２項を加える。 

４ 介護医療院は，入所者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置する等必要

な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する等の措置を講じなけ

ればならない。 

５ 介護医療院は，介護医療院サービスを提供するに当たっては，法第１１８条の２第１

項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し，適切かつ有効に行うよう

努めなければならない。 

第５条第１項第５号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加え，同条第４項ただし

書を次のように改める。 



ただし，入所者の処遇に支障がない場合には，この限りでない。 

第１７条第６項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置その他の情報通信機器

（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）」を

加える。 

 第１８条第６項中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。ただし，入所者又はその家族が参加する場合にあっては，テレビ電話装置

等の活用について当該入所者又はその家族の同意を得なければならない。）」を加える。 

 第２１条の次に次の２条を加える。 

（栄養管理） 

第２１条の２ 介護医療院は，入所者の栄養状態の維持及び改善を図り，自立した日常生

活を営むことができるよう，各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければ

ならない。 

（口腔
くう

衛生の管理） 

第２１条の３ 介護医療院は，入所者の口腔の健康の保持を図り，自立した日常生活を営

むことができるよう，口腔衛生の管理体制を整備し，各入所者の状態に応じた口腔衛生

の管理を計画的に行わなければならない。 

第３０条中「第３６条」を「第３６条第１項」に改める。 

第３１条第３項に後段として次のように加える。 

その際，当該介護医療院は，全ての従業者（看護師，准看護師，介護福祉士，介護支

援専門員，法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに

類する者を除く。）に対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な

措置を講じなければならない。 

 第３１条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 介護医療院は，適切な介護医療院サービスの提供を確保する観点から，職場において

行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な

範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第３１条の次に次の１条を加える。 



（業務継続計画の策定等） 

第３１条の２ 介護医療院は，感染症や非常災害の発生時において，入所者に対する介護

医療院サービスの提供を継続的に実施するための，及び非常時の体制で早期の業務再開

を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当該業務継続計画に従

い必要な措置を講じなければならない。 

２ 介護医療院は，従業者に対し，業務継続計画について周知するとともに，必要な研修

及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 介護医療院は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業務継続計画の

変更を行うものとする。 

第３３条中第５項を第６項とし，第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 介護医療院は，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の参加が得られるよ

う連携に努めなければならない。 

第３４条第２項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加え，同項第３号中「研修」の次に「並びに感染症の予防及び

まん延の防止のための訓練」を加える。 

第３６条に次の１項を加える。 

２ 介護医療院は，前項に規定する事項を記載した書面を当該介護医療院に備え付け，か

つ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより，同項の規定による掲示に代

えることができる。 

第４１条第１項第３号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加え，同項に次の１号を加える。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第４１条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第４１条の２ 介護医療院は，虐待の発生又はその再発を防止するため，次に掲げる措置

を講じなければならない。 

(1) 当該介護医療院における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，その



結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該介護医療院における虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該介護医療院において，介護職員その他の従業者に対し，虐待の防止のための研

修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第４５条中第３項を第５項とし，第２項の次に次の２項を加える。 

３ ユニット型介護医療院は，入居者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置

する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する等の措置

を講じなければならない。 

４ ユニット型介護医療院は，介護医療院サービスを提供するに当たっては，法第１１８

条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し，適切かつ有効

に行うよう努めなければならない。 

第４８条第８項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加える。 

第５３条第４項に後段として次のように加える。 

その際，当該ユニット型介護医療院は，全ての従業者（看護師，准看護師，介護福祉

士，介護支援専門員，法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者そ

の他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるた

めに必要な措置を講じなければならない。 

第５３条中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型介護医療院は，適切な介護医療院サービスの提供を確保する観点から，職

場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要

かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための

方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第５５条中「第２１条」を「第２１条の３」に改め，「第２９条まで」の次に「，第３

１条の２」を加える。 

 第６章の次に次の１章を加える。 

第７章 雑則 



（電磁的記録等） 

第５６条 介護医療院及びその従業者は，作成，保存その他これらに類するもののうち，

この条例の規定において書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その

他文字，図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有

体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定される

もの（第１１条第１項（第５５条において準用する場合を含む。）及び第１４条第１項

（第５５条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）につ

いては，書面に代えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって，電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 介護医療院及びその従業者は，交付，説明，同意，承諾その他これらに類するもの 

（以下「交付等」という。）のうち，この条例の規定において書面で行うことが規定さ

れている又は想定されるものについては，当該交付等の相手方の承諾を得て，書面に代

えて，電磁的方法（電子的方法，磁気的方法その他人の知覚によって認識することがで

きない方法をいう。）によることができる。 

附則第６条中「又は病床を有する診療所」及び「又は当該診療所の病床」を削り，「平

成３６年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に改め，同条の次に次の１条を加える。 

第６条の２ 病床を有する診療所の開設者が，当該診療所の病床を令和６年３月３１日ま

での間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の浴室につい

ては，第６条第２項第３号又は第４６条第２項第２号の規定にかかわらず，新築，増築

又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は，次のとおりとする。 

(1) 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

(2) 一般浴槽のほか，入浴に介助を必要とする者の入浴に適した設備を設けること。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市介護医療院の人員，施



設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（以下「新条例」という。）第４条第

４項，第４１条の２（新条例第５５条において準用する場合を含む。）及び第４５条第

３項の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずる

よう努めなければ」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３１条の２（新条例第５５条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなければ」とあるのは

「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めな

ければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３１条第３項及び第５３条第４項の規定の適

用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなけれ

ば」とする。 

（栄養管理に係る経過措置） 

５ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２１条の２（新条例第５５条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「行わなければ」とあるのは，

「行うよう努めなければ」とする。 

（口腔衛生の管理に係る経過措置） 

６ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２１条の３（新条例第５５条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「行わなければ」とあるのは，

「行うよう努めなければ」とする。 

（事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置） 

７ 令和３年９月３０日までの間，新条例第４１条第１項（新条例第５５条において準用

する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「次に定める措置を講じなけ

れば」とあるのは，「次の第１号から第３号までに定める措置を講ずるとともに，次の

第４号に定める措置を講ずるよう努めなければ」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置） 

８ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３４条第２項第３号（新条例第５５条におい



て準用する場合を含む。）の規定にかかわらず，介護医療院は，その従業者又は職員に

対し，感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとと

もに，感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるもの

とする。 

 

 

提案理由 

 介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３０年厚生労働省令第

５号）の一部改正に伴い，介護医療院における業務継続計画の策定の義務，虐待の防止の

ための措置を講ずる義務等を定めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ７ 号 議 案 

   岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改

正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例 

岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４

年市条例第９０号）の一部を次のように改正する。 

目次中「 第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第２６７条― 

       「 第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第２  

第１４章 雑則（第２７０条） 

６７条―第２６９条） 

         」 

第３条第４項中「講ずるよう努めなければ」を「講じなければ」に改め，同条中第６項

を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 指定介護予防サービス事業者は，指定介護予防サービスを提供するに当たっては，法

第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し，適切

第２６９条）」を 

に改める。 



かつ有効に行うよう努めなければならない。 

 第４９条の見出し中「従業員」を「従業者」に改める。 

第５５条の２第３項に後段として次のように加える。 

その際，当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は，全ての介護予防訪問入浴介護従業

者（看護師，准看護師，介護福祉士，介護支援専門員，法第８条第２項に規定する政令

で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に

係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第５５条の２中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，適切な指定介護予防訪問入浴介護の提供を確保

する観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防訪問入浴介護従業者の就

業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければな

らない。 

 第５５条の２の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第５５条の２の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，感染症や非常災害の発生時にお

いて，利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供を継続的に実施するための，及

び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定し，当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，介護予防訪問入浴介護従業者に対し，業務継続

計画について周知するとともに，必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならな

い。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に

応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

第５５条の３に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において

感染症が発生し，又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のた



めの対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電

話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に

１回以上開催するとともに，その結果について，介護予防訪問入浴介護従業者に周知

徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のた

めの指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において，介護予防訪問入浴介護従業者に対

し，感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 第５５条の４に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，前項に規定する事項を記載した書面を当該指定

介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧さ

せることにより，同項の規定による掲示に代えることができる。 

第５５条の９の見出し中「連携」を「連携等」に改め，同条に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する建

物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問入浴介護を提供する場合に

は，当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防訪問入浴介護の提供を

行うよう努めなければならない。 

 第５５条の１０の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第５５条の１０の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，虐待の発生又はその再発を防

止するため，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開

催するとともに，その結果について，介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図る

こと。 

(2) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針を整備する

こと。 

(3) 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において，介護予防訪問入浴介護従業者に対



し，虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第６３条中「第５５条の４」を「第５５条の４第１項」に改める。 

第７４条の次に次の１条を加える。 

（勤務体制の確保等） 

第７４条の２ 指定介護予防訪問看護事業者は，利用者に対し適切な指定介護予防訪問看

護を提供できるよう，指定介護予防訪問看護事業所ごとに，看護師等の勤務の体制を定

めておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は，指定介護予防訪問看護事業所ごとに，当該指定介護

予防訪問看護事業所の看護師等によって指定介護予防訪問看護を提供しなければならな

い。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は，看護師等の資質の向上のために研修計画を作成し，

当該計画に従い，研修を実施しなければならない。  

４ 指定介護予防訪問看護事業者は，適切な指定介護予防訪問看護の提供を確保する観点

から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業

務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止

するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

５ 指定介護予防訪問看護事業者は，看護師等の計画的な人材育成に努めなければならな

い。 

第７６条中「第５５条の２」を「第５５条の２の２」に，「第５５条の４」を「第５５

条の４第１項」に改める。 

第８６条中「第５５条の２」を「第５５条の２の２」に，「及び第６９条」を「，第６

９条及び第７４条の２」に，「第５５条の４」を「第５５条の４第１項」に改め，「「設

備及び備品等」と」の次に「，第７４条の２中「看護師等」とあるのは「理学療法士，作

業療法士又は言語聴覚士」と」を加える。 

 第８８条第１号中「構成される会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。ただし，利用者又はその家族が参加する場合にあっては，テレビ電

話装置等の活用について当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。）」を加



える。 

第９５条中「第５５条の２」を「第５５条の２の２」に，「及び第６９条」を「，第６

９条及び７４条の２」に，「第５５条の４」を「第５５条の４第１項」に改め，「「設備

及び備品等」と」の次に「，第７４条の２中「看護師等」とあるのは「介護予防居宅療養

管理指導従業者」と」を加える。 

 第９７条第２項中「，歯科衛生士又は管理栄養士」を削り，同項中第４号を第７号とし，

第３号の次に次の３号を加える。 

(4) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては，療養上適切な介護予防サービ

スが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護

予防サービス事業者から求めがあった場合は，介護予防支援事業者又は介護予防サー

ビス事業者に対し，介護予防サービス計画の作成，介護予防サービスの提供等に必要

な情報提供又は助言を行うものとする。 

(5) 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供

又は助言については，原則として，サービス担当者会議に参加することにより行わな

ければならない。 

(6) 前号の場合において，サービス担当者会議への参加によることが困難な場合につい

ては，介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して，原則として，情報

提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。 

 第９７条に次の１項を加える。 

３ 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は，次に掲げ

るところによるものとする。 

(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては，医師又は歯科医師の指示に基

づき，利用者の心身機能の維持回復を図り，居宅における日常生活の自立に資するよ

う，妥当適切に行うものとする。 

(2) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，

利用者又はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように指導又

は説明を行う。 

(3) 常に利用者の病状，心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め，利



用者に対し適切なサービスを提供するものとする。 

(4) それぞれの利用者について，提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容につい

て，速やかに診療記録を作成するとともに，医師又は歯科医師に報告するものとする。 

第１２４条の２第３項に後段として次のように加える。 

その際，当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，全ての介護予防通所リ

ハビリテーション従業者（看護師，准看護師，介護福祉士，介護支援専門員，法第８条

第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）

に対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければ

ならない。 

第１２４条の２中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，適切な指定介護予防通所リハビリテ

ーションの提供を確保する観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防通

所リハビリテーション従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化

等の必要な措置を講じなければならない。 

第１２４条の４中第５項を第６項とし，第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を

加える。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，前項に規定する訓練の実施に当たっ

て，地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

 第１２５条第２項中「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「，次に掲げる措置を

講じなければ」に改め，同項に次の各号を加える。 

(1) 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延

の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに，その結果について，

介護予防通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延

の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において，介護予防通所リハビリ



テーション従業者に対し，感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定

期的に実施すること。 

 第１２７条中「第５２条の３」の次に「，第５５条の２の２」を加え，「第５５条の４

中」を「第５５条の４第１項中」に改める。 

第１３３条第１項中「１人以上」を「１以上」に改め，同条第５項中「社会福祉法」の

次に「（昭和２６年法律第４５号）」を加え，同条第６項中「並びに同項第３号の介護職

員及び看護職員のそれぞれのうち１人」を「のうち１人以上は，常勤でなければならない。

また，同項第３号の介護職員又は看護職員のうち１人以上」に，「この限りでない」を

「生活相談員，介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる」に改め，

同条第８項中「第７項」を「第８項」に改め，同項を同条第９項とし，同条中第７項を第

８項とし，第６項の次に次の１項を加える。 

７ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，第１項第３号の規定により看護職員を配置

しなかった場合であっても，利用者の状態像に応じて必要がある場合には，病院，診療

所又は指定介護予防訪問看護ステーション（併設事業所にあっては，当該併設事業所を

併設する特別養護老人ホーム等を含む。）との密接な連携により看護職員を確保するこ

ととする。 

 第１４３条の２第２項中「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「，次に掲げる措

置を講じなければ」に改め，同項に次の各号を加える。 

(1) 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止

のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに，その結果について，介護予

防短期入所生活介護従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止

のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において，介護予防短期入所生活介護従

業者に対し，感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施す

ること。 

第１４６条中「第５５条の４から第５５条の１１」を「第５５条の２の２，第５５条の



４から第５５条の１１まで（第５５条の９第２項を除く。）」に，「第５５条の４中」を

「第５４条第２項中「この節及び次節」とあるのは「第９章第４節及び第５節」と，第５

５条の２の２第２項，第５５条の４第１項並びに第５５条の１０の２第１号及び第３号中

「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と，第

５５条の４第１項中」に改め，「，「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予

防短期入所生活介護従業者」と，第５４条第２項中「この節及び次節」とあるのは「第９

章第４節及び第５節」と」を削り，「及び第４項」を「から第５項までの規定」に改める。 

第１５７条第５項第１号ア（イ）中「おおむね１０人以下としなければならない」を

「原則としておおむね１０人以下とし，１５人を超えないものとする」に改め，同ア中

（エ）を削り，（オ）を（エ）とする。 

第１６１条第４項に後段として次のように加える。 

その際，当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，全ての介護予防短

期入所生活介護従業者（看護師，准看護師，介護福祉士，介護支援専門員，法第８条第

２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に

対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければな

らない。 

 第１６１条中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，適切なユニット型指定介護予防

短期入所生活介護の提供を確保する観点から，職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介

護予防短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じなければならない。 

第１６８条の３中「第５５条の４から第５５条の１１」を「第５５条の２の２，第５５

条の４から第５５条の１１まで（第５５条の９第２項を除く。）」に，「第５５条の４

中」を「第５５条の２の２第２項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型

介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者（以下「共生型介護予防短期入所生活介

護従業者」という。）」と，第５５条の４第１項中」に改め，「第５５条」とあるのは

「第１６８条の３において準用する第１４２条」と，」の次に「同項並びに第５５条の１



０の２第１号及び第３号中」を加え，「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる

従業者（以下「」及び「」という。）」を削り，「及び第４項」を「から第５項までの規

定」に，「及び第１４１条」を「，第１４１条並びに第１４３条の２第２項第１号及び第

３号」に改める。 

 第１７０条第１項中「１人以上」を「１以上」に改める。 

第１７５条中「第５５条の４から第５５条の７まで，第５５条の８（第５項及び第６項

を除く。），第５５条の９から第５５条の１１まで」を「第５５条の２の２，第５５条の

４から第５５条の１１まで（第５５条の８第５項及び第６項並びに第５５条の９第２項を

除く。）」に，「第５５条の４中」を「第５４条第２項中「この節及び次節」とあるのは

「第９章第８節」と，第５５条の２の２第２項，第５５条の４第１項並びに第５５条の１

０の２第１号及び第３号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入

所生活介護従業者」と，第５５条の４第１項中」に改め，「，「介護予防訪問入浴介護従

業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と，第５４条第２項中「この節及

び次節」とあるのは「第９章第８節」と」を削り，「及び第４項」を「から第５項までの

規定」に改める。 

第１８５条中「第５４条，」の次に「第５５条の２の２，」を，「第５５条の１１ま

で」の次に「（第５５条の９第２項を除く。）」を加え，「第５５条の４中」を「第５４

条第２項中「この節及び次節」とあるのは「第１０章第４節及び第５節」と，第５５条の

２の２第２項，第５５条の４第１項並びに第５５条の１０の２第１号及び第３号中「介護

予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と，第５５条

の４第１項中」に改め，「，「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期

入所療養介護従業者」と，第５４条第２項中「この節及び次節」とあるのは「第１０章第

４節及び第５節」と」を削り，「及び第４項」を「から第５項まで並びに第１２５条第２

項第１号及び第３号」に改める。 

第１９８条第４項に後段として次のように加える。 

その際，当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，全ての介護予防短 

期入所療養介護従業者（看護師，准看護師，介護福祉士，介護支援専門員，法第８条第

２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に



対し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければな

らない。 

第１９８条中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，適切なユニット型指定介護予防

短期入所療養介護の提供を確保する観点から，職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介

護予防短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第２１５条第３項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）」を加える。 

第２１７条第４項に後段として次のように加える。 

その際，当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，全ての介護予防特定施

設従業者（看護師，准看護師，介護福祉士，介護支援専門員，法第８条第２項に規定す

る政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し，認知症

介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第２１７条中第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，適切な指定介護予防特定施設入居者

生活介護の提供を確保する観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防特

定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置

を講じなければならない。 

第２２１条中「第５４条まで」の次に「，第５５条の２の２」を，「第５５条の１１ま

で」の次に「（第５５条の９第２項を除く。）」を加え，「及び第５５条の４」を「，第

５５条の２の２第２項，第５５条の１０の２第１号及び第３号並びに第５５条の４第１

項」に，「同条」を「同項」に改め，「第５節」と」の次に「，第１４３条の２第２項第

１号及び第３号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従

業者」と」を加える。 

第２３８条中「第５４条まで」の次に「，第５５条の２の２」を，「第５５条の１１ま



で」の次に「（第５５条の９第２項を除く。）」を，「第５３条」の次に「，第５５条の

２の２第２項並びに第５５条の１０の２第１号及び第３号」を加え，「第５５条の４中」

を「第５４条第２項中「この節及び次節」とあるのは「第１１章第６節第４款及び第５

款」と，第５５条の４第１項中」に，「第５４条第２項中「この節及び次節」とあるのは

「第１１章第６節第４款及び第５款」を「第１４３条の２第２項第１号及び第３号中「介

護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業

者」に，「までの規定中」を「まで及び第５項中」に改める。 

第２４９条に次の１項を加える。 

６ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において

感染症が発生し，又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに，その結果について，福祉用具専

門相談員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のた

めの指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において，福祉用具専門相談員に対し，感染

症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 第２５０条中第２項を第３項とし，第１項の次に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，前項に規定する事項を記載した書面を事業所に

備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより，同項の規定に

よる掲示に代えることができる。 

 第２５２条中「第５４条，」の次に「第５５条の２の２，」を加え，「及び第２項」を

「，第２項及び第４項」に，「第５１条の２中」を「第５１条の２第１項中」に改め，

「第２４６条」と，」の次に「同項，第５５条の２の２第２項並びに第５５条の１０の２

第１号及び第３号中」を，「サービス利用」と」の次に「，同条第４項中「介護予防通所

リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と」を加える。 

第２５７条中「第５５条の５から第５５条の７まで，第５５条の８（第５項及び第６項



を除く。），第５５条の９から第５５条の１１まで」を「第５５条の２の２，第５５条の

５から第５５条の１１まで（第５５条の８第５項及び第６項を除く。）」に，「及び第２

項」を「，第２項及び第４項」に，「第５１条の２中」を「第５１条の２第１項中」に改

め，「第２４６条」と，」の次に「同項，第５５条の２の２第２項並びに第５５条の１０

の２第１号及び第３号中」を，「サービスの利用」と」の次に「，同条第４項中「介護予

防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と」を加え，「同

条第３項から第７項」を「同項第３号から第７号」に改める。 

第２６６条中「第５４条，」の次に「第５５条の２の２，」を加え，「及び第２項」を

「，第２項及び第４項」に改め，「第２４６条」と，」の次に「同項，第５５条の２の２

第２項，第５５条の３第３項第１号及び第３号並びに第５５条の１０の２第１号及び第３

号中」を，「サービス利用」と」の次に「，同条第４項中「介護予防通所リハビリテーシ

ョン従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と」を加え，「第２５０条第２項」を

「第２５０条第３項」に改める。 

 第１３章の次に次の１章を加える。 

第１４章 雑則 

（電磁的記録等） 

第２７０条 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は，

作成，保存その他これらに類するもののうち，この条例の規定において書面（書面，書

類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって認識す

ることができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第５１条の５第１項（第６３

条，第７６条，第８６条，第９５条，第１２７条，第１４６条（第１６３条において準

用する場合を含む。），第１６８条の３，第１７５条，第１８５条（第２００条におい

て準用する場合を含む。），第２２１条，第２３８条，第２５２条，第２５７条及び第

２６６条において準用する場合を含む。）及び第２１３条第１項（第２３８条において

準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）については，書面に代え

て，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に



供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は，交付，

説明，同意，承諾，締結その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち，

この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについて

は，当該交付等の相手方の承諾を得て，書面に代えて，電磁的方法（電子的方法，磁気

的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることがで

きる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市指定介護予防サービス

等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第３条第

４項及び第５５条の１０の２（新条例第６３条，第７６条，第８６条，第９５条，第１

２７条，第１４６条（新条例第１６３条において準用する場合を含む。），第１６８条

の３，第１７５条，第１８５条（新条例第２００条において準用する場合を含む。），

第２２１条，第２３８条，第２５２条，第２５７条及び第２６６条において準用する場

合を含む。）の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，

「講ずるよう努めなければ」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，新条例第５５条の２の２（新条例第６３条，第７６条，

第８６条，第９５条，第１２７条，第１４６条（新条例第１６３条において準用する場

合を含む。），第１６８条の３，第１７５条，第１８５条（新条例第２００条において

準用する場合を含む。），第２２１条，第２３８条，第２５２条，第２５７条及び第２

６６条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じな

ければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」とあるのは

「実施するよう努めなければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 



（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，新条例第５５条の３第３項（新条例第６３条，第７６

条，第８６条，第９５条及び第２６６条において準用する場合を含む。），第１２５条

第２項（新条例第１８５条（新条例第２００条において準用する場合を含む。）におい

て準用する場合を含む。），第１４３条の２第２項（新条例第１６３条，第１６８条の

３，第１７５条，第２２１条及び第２３８条において準用する場合を含む。）及び第２

４９条第６項（新条例２５７条において準用する場合を含む。）の規定の適用について

は，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

５ 令和６年３月３１日までの間，新条例第５５条の２第３項（新条例第６３条において

準用する場合を含む。），第１２４条の２第３項（新条例第１４６条，第１６８条の３，

第１７５条及び第１８５条において準用する場合を含む。），第１６１条第４項，第１

９８条及び第２１７条（新条例第２３８条において準用する場合を含む。）の規定の適

用については，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなけれ

ば」とする。 

（ユニットの定員に係る経過措置） 

６ 岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例（令和３年市条例第  号。以下この項において「一部改正条例」と

いう。）附則第５項の規定は，新条例第１５７条第５項第１号ア（イ）の規定の適用に

ついて準用する。この場合において，一部改正条例附則第５項中「入所定員」とあるの

は「利用定員」と，「新条例第５条第１項第３号ア及び第５３条第２項」とあるのは

「第１３３条第１項第３号及び第１６１条第２項」と読み替えるものとする。 

７ この条例の施行の際現に存する建物（基本的な設備が完成しているものを含み，この

条例の施行の後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。）の居室であって，

この条例による改正前の岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並

びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例第１５７条第５項第１号ア（エ）の規定の要件を満たしている居室につ

いては，なお従前の例による。 



 

 

提案理由 

指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５

号）の一部改正に伴い，指定介護予防サービス事業者における業務継続計画の策定の義務，

虐待の防止のための措置を講ずる義務等を定めるため，本条例の一部を改正しようとする

ものである。 

 



 

甲 第 ４ ８ 号 議 案 

   岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例（平成２４年市条例第９１号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「 第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第８８条―第 

      「 第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第８８条 

       第５章 雑則（第９２条） 

―第９１条） 

      」 

 第３条第４項中「講ずるよう努めなければ」を「講じなければ」に改め，同条中第６項

を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は，指定地域密着型介護予防サービスを提供 

するに当たっては，法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要

９１条）」を 

に改める。 



 

な情報を活用し，適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

 第８条第１項中「又は施設」の次に「（第１０条第１項において「本体事業所等」とい

う。）」を加える。 

 第９条第２項中「第４５条第７項」の次に「及び第７２条第９項」を加える。 

 第１０条第１項に後段として次のように加える。 

なお，共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は，

当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し，かつ，同一

敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。 

第２９条第３項に後段として次のように加える。 

その際，当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，全ての介護予防認知症対

応型通所介護従業者（看護師，准看護師，介護福祉士，介護支援専門員，法第８条第２

項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対

し，認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければなら

ない。 

第２９条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，適切な指定介護予防認知症対応型通所

介護の提供を確保する観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防認知症

対応型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければならない。 

第２９条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第２９条の２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，感染症や非常災害の発生時

において，利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を継続的に実施す

るための，及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計 

画」という。）を策定し，当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，介護予防認知症対応型通所介護従業者

に対し，業務継続計画について周知するとともに，必要な研修及び訓練を定期的に実施



 

しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，

必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

第３１条中第５項を第６項とし，第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，前項に規定する訓練の実施に当たって，

地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

 第３２条第２項中「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「，次に掲げる措置を講

じなければ」に改め，同項に次の各号を加える。 

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下 

 「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）をおお

むね６月に１回以上開催するとともに，その結果について，介護予防認知症対応型通

所介護従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の

防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において，介護予防認知症対応型通

所介護従業者に対し，感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的

に実施すること。 

第３３条に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，前項に規定する事項を記載した書面を

当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け，かつ，これをいつでも関係

者に自由に閲覧させることにより，同項の規定による掲示に代えることができる。 

 第３８条の次に次の１条を加える。 

 （虐待の防止） 

第３８条の２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，虐待の発生又はその再発を

防止するため，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定



 

期的に開催するとともに，その結果について，介護予防認知症対応型通所介護従業者

に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための指針を

整備すること。 

(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において，介護予防認知症対応型通

所介護従業者に対し，虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第４０条第１項中「協議会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。ただし，利用者又はその家族が参加する場合にあっては，テレビ電話装置等

の活用について当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。）」を加える。 

 第４５条第６項の表当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施

設等のいずれかが併設されている場合の項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に

「，指定介護老人福祉施設，介護老人保健施設」を加え，同表当該指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合の項中 

「，指定認知症対応型通所介護事業所，指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設」を 

「又は指定認知症対応型通所介護事業所」に改め，同条第７項中「（以下」の次に「この

章において」を加える。 

 第４６条第３項中「第７３条第２項」を「第７３条第３項」に改める。 

 第５０条中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。ただし，利用者又はその家族が参加する場合にあっては，テレビ電話装置等の活

用について当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。）」を加える。 

 第５９条に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず，過疎地域その他これに類する地域において，地域の実

情により当該地域における指定介護予防小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要で

あると本市が認めた場合は，指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，本市が認

めた日から本市の介護保険事業計画（法第１１７条第１項に規定する本市の介護保険事

業計画をいう。以下この項において同じ。）の終期まで（本市が次期の本市の介護保険

事業計画を作成するに当たって，新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定介護



 

予防小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合に

あっては，次期の本市の介護保険事業計画の終期まで）に限り，登録定員並びに通いサ

ービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提

供を行うことができる。 

 第６６条中「第２９条」の次に「，第２９条の２」を加え，「から第３７条まで，第３

８条（第４項を除く。）」を削り，「第４０条まで」の次に「（第３８条第４項を除 

く。）」を加え，「第３３条」を「第３３条第１項」に改める。  

第７２条第１項中「）をいう。」の次に「以下この項において同じ。」を加え，同項に

次のただし書を加える。 

ただし，当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の

数が３である場合において，当該共同生活住居が全て同一の階において隣接し，介護従

業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合で

あって，当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ，

利用者の安全性が確保されていると認められるときは，夜間及び深夜の時間帯に指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は，夜間及び

深夜の時間帯を通じて２以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要

な数以上とすることができる。 

第７２条第５項中「共同生活住居」を「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

所」に改め，同条第１０項中「第１０項」を「第１１項」に改め，同項を同条第１１項と

し，同条中第９項を第１０項とし，第８項の次に次の１項を加える。 

９ 第７項本文の規定にかかわらず，サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業所（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって，指定居宅サービス

事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を有する指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって当

該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の提供に係る支援を行うもの（以下この章において「本体事業所」とい 

 う。）との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）については，介護支



 

援専門員である計画作成担当者に代えて，第６項の別に厚生労働大臣が定める研修を修

了している者を置くことができる。 

 第７３条中第２項を第３項とし，第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず，共同生活住居の管理上支障がない場合は，サテライト

型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は，本

体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。 

 第７５条第１項中「又は２」を「以上３以下（サテライト型指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所にあっては，１又は２）」に改め，同項ただし書を削る。 

 第７９条第３項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）」を加える。 

 第８０条中「地域密着型介護予防サービス」の次に「（サテライト型指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所の場合は，本体事業所が提供する指定介護予防認知症対応型

共同生活介護を除く。）」を加える。 

 第８２条第３項に後段として次のように加える。 

その際，当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，全ての介護従業者 

（看護師，准看護師，介護福祉士，介護支援専門員，法第８条第２項に規定する政令で

定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し，認知症介護に係

る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第８２条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，適切な指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の提供を確保する観点から，職場において行われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従

業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じな

ければならない。 

 第８７条中「第２７条」の次に「，第２９条の２」を加え，「，第３８条（第４項を除

く。），第３９条，第４０条」を「から第４０条まで（第３８条第４項及び第４０条第５

項を除く。）」に改め，「規定する重要事項に関する規程」と，」の次に「同項，第２９

条の２第２項，第３２条第２項第１号及び第３号，第３３条第１項並びに第３８条の２第



 

１号及び第３号中」を加え，「第３３条中」を「第３３条第１項中」に，「「介護予防認

知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と，第４０条第１項」を「第４０

条第１項」に改める。 

第８８条第２項中「外部の者による」を「次の各号に掲げるいずれかの」に改め，同項

に次の各号を加える。 

(1) 外部の者による評価 

(2) 前条において準用する第４０条第１項に規定する運営推進会議における評価 

 第４章の次に次の１章を加える。 

   第５章 雑則 

 （電磁的記録等） 

第９２条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス

の提供に当たる者は，作成，保存その他これらに類するもののうち，この条例の規定に

おいて書面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人

の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下

この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（第１４条第

１項（第６６条及び第８７条において準用する場合を含む。）及び第７７条第１項並び

に次項に規定するものを除く。）については，書面に代えて，当該書面に係る電磁的記

録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）によ

り行うことができる。 

２ 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供

に当たる者は，交付，説明，同意，承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」と

いう。）のうち，この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定さ

れるものについては，当該交付等の相手方の承諾を得て，書面に代えて，電磁的方法 

（電子的方法，磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をい 

 う。）によることができる。 

   附 則 

（施行期日） 



 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

 （虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（以下「新条例」と

いう。）第３条第４項及び第３８条の２（新条例第６６条及び第８７条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，これらの規定中「講じなければ」とあるの

は，「講ずるよう努めなければ」とする。 

 （業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２９条の２（新条例第６６条及び第８７条に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなければ」

とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」とあるのは「実施する

よう努めなければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

 （感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，新条例第３２条第２項（新条例第６６条及び第８７条

において準用する場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなけれ 

 ば」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

 （認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

５ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２９条第３項（新条例第６６条において準用

する場合を含む。）及び第８２条第３項の規定の適用については，これらの規定中「講

じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

 

提案理由 

 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚

生労働省令第３６号）の一部改正に伴い，指定地域密着型介護予防サービスの事業におけ

る業務継続計画の策定の義務，虐待の防止のための措置を講ずる義務等を定めるため，本

条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ４ ９ 号 議 案 

   岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

 岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を次

のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等 

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の 

一部を改正する条例 

 岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２６年市条例第３２

号）の一部を次のように改正する。 

目 次 中 「 第 ６ 章  基 準 該 当 介 護 予 防 支 援 に 関 す る 基 準 （ 第 ３ ５ 条 ） 」 を 

「第６章 基準該当介護予防支援に関する基準（第３５条） 

第７章 雑則（第３６条）              」 

第３条第３項を削る。 

第４条に次の２項を加える。 

５ 指定介護予防支援事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，規則で定め

る責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実

施する等の措置を講じなければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支援を提供するに当たっては，法第１１８

に改める。 



条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し，適切かつ有効

に行うよう努めなければならない。 

第２１条中第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防支援事業者は，適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から，職

場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要

かつ相当な範囲を超えたものにより担当職員の就業環境が害されることを防止するため

の方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第２１条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第２１条の２ 指定介護予防支援事業者は，感染症や非常災害の発生時において，利用者

に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための，及び非常時の体制で早期

の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当該業務継

続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は，担当職員に対し，業務継続計画について周知するととも

に，必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業

務継続計画の変更を行うものとする。 

第２３条の次に次の１条を加える。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第２３条の２ 指定介護予防支援事業者は，当該指定介護予防支援事業所において感染症

が発生し，又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置 

等」という。）を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以

上開催するとともに，その結果について，担当職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針

を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防支援事業所において，担当職員に対し，感染症の予防及びまん延



の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

第２４条に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防支援事業者は，前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予防

支援事業所に備え付け，かつ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより，

同項の規定による掲示に代えることができる。 

 第２９条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第２９条の２ 指定介護予防支援事業者は，虐待の発生又はその再発を防止するため，次

に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会 

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催する

とともに，その結果について，担当職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護予防支援事業所において，担当職員に対し，虐待の防止のための研修

を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第３３条第９号中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。ただし，利用者又はその家族が参加する場合にあっては，テレビ電話装置

等の活用について当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。）」を加える。 

第６章の次に次の１章を加える。 

第７章 雑則 

（電磁的記録等） 

第３６条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は，作成，保

存その他これらに類するもののうち，この条例の規定において書面（書面，書類，文書，

謄本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うこ

とが規定されている又は想定されるもの（第１０条（第３５条において準用する場合を

含む。）及び第３３条第２６号（第３５条において準用する場合を含む。）並びに次項



に規定するものを除く。）については，書面に代えて，当該書面に係る電磁的記録（電

子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行う

ことができる。 

２ 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は，交付，説明，同

意，承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち，この条例の規

定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては，当該交付

等の相手方の承諾を得て，書面に代えて，電磁的方法（電子的方法，磁気的方法その他

人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和６年３月３１日までの間，この条例による改正後の岡山市指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第４条第５項及び第２９

条の２（新条例第３５条において準用する場合を含む。）の規定の適用については，こ

れらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２１条の２（新条例第３５条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなければ」とあるのは 

「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めな

ければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，新条例第２３条の２（新条例第３５条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については，この規定中「講じなければ」とあるのは， 

「講ずるよう努めなければ」とする。  

 



 

提案理由 

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号）の一部改正

に伴い，指定介護予防支援事業者における業務継続計画の策定の義務，虐待の防止のため

の措置を講ずる義務等を定めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



 

 

甲 第 ５ ０ 号 議 案 

   岡山市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について 

 岡山市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

部を改正する条例 

 岡山市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市

条例第９４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第５項中「責任者を設置する等」を削り，「講ずるよう努めなければ」を「講じ

なければ」に改める。 

第４条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 地域活動支援センターは，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の参加が

得られるよう連携に努めなければならない。 

第１３条の次に次の１条を加える。 

（勤務体制の確保等） 

第１３条の２ 地域活動支援センターは，利用者に対し，適切なサービスを提供できるよ

う，職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 地域活動支援センターは，当該地域活動支援センターの職員によってサービスを提供

しなければならない。ただし，利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については，

この限りでない。 

３ 地域活動支援センターは，職員の資質の向上のために，その研修の機会を確保しなけ



 

 

ればならない。 

４ 地域活動支援センターは，適切なサービスの提供を確保する観点から，職場において 

行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な

範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化

等の必要な措置を講じなければならない。 

第１４条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第１４条の２ 地域活動支援センターは，感染症や非常災害の発生時において，利用者に

対するサービスの提供を継続的に実施するための，及び非常時の体制で早期の業務再開

を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当該業務継続計画に従

い必要な措置を講じなければならない。 

２ 地域活動支援センターは，職員に対し，業務継続計画について周知するとともに，必

要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 地域活動支援センターは，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業務

継続計画の変更を行うものとする。 

第１５条第２項中「地域活動支援センターに」を「当該地域活動支援センターに」に，

「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「次に掲げる措置を講じなければ」に改め，

同項に次の各号を加える。 

(1) 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（第１９条第１号

において「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催するとともに，その結果について，職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの指針を整備すること。 

(3) 当該地域活動支援センターにおいて，職員に対し，感染症及び食中毒の予防及びま

ん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的

に実施すること。 

第１８条の次に次の１条を加える。 



 

 

（虐待の防止） 

第１９条 地域活動支援センターは，虐待の発生又はその再発を防止するため，次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

(1) 当該地域活動支援センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとと

もに，その結果について，職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該地域活動支援センターにおいて，職員に対し，虐待の防止のための研修を定期

的に実施すること。 

(3) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和４年３月３１日までの間，改正後の第２条第５項及び第１９条の規定の適用につ

いては，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」と

する。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，改正後の第１４条の２の規定の適用については，この

規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなけれ

ば」とあるのは「実施するよう努めなければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努め

る」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，改正後の第１５条第２項の規定の適用については，こ

の規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

 

 

提案理由 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援セ



 

 

ンターの設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７５号）の一部改正に

伴い，地域活動支援センターにおける業務継続計画の策定の義務，虐待の防止のための措

置を講ずる義務等を定めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ １ 号 議 案 

   岡山市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 岡山市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次

のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す 

る条例 

 岡山市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第９５

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第５項中「責任者を設置する等」を削り，「講ずるよう努めなければ」を「講じ

なければ」に改める。 

第５条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の次に次の１項を加える。 

５ 福祉ホームは，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域住民の参加が得られるよ

う連携に努めなければならない。 

第１１条の次に次の１条を加える。 

（勤務体制の確保等） 

第１１条の２ 福祉ホームは，利用者に対し，適切なサービスを提供できるよう，職員の

勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 福祉ホームは，当該福祉ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。

ただし，利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については，この限りでない。 

３ 福祉ホームは，職員の資質の向上のために，その研修の機会を確保しなければならな

い。 



４ 福祉ホームは，適切なサービスの提供を確保する観点から，職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な

措置を講じなければならない。 

第１２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 福祉ホームは，感染症や非常災害の発生時において，利用者に対するサー

ビスの提供を継続的に実施するための，及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し，当該業務継続計画に従い必要な措

置を講じなければならない。 

２ 福祉ホームは，職員に対し，業務継続計画について周知するとともに，必要な研修及

び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 福祉ホームは，定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業務継続計画の

変更を行うものとする。 

第１３条第２項中「福祉ホームに」を「当該福祉ホームに」に，「必要な措置を講ずる

よう努めなければ」を「次に掲げる措置を講じなければ」に改め，同項に次の各号を加え

る。 

(1) 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委

員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（第１７条第１号において「テレビ電話

装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催する

とともに，その結果について，職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備するこ

と。 

(3) 当該福祉ホームにおいて，職員に対し，感染症の予防及びまん延の防止のための研

修及び訓練を定期的に実施すること。 

第１６条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第１７条 福祉ホームは，虐待の発生又はその再発を防止するため，次に掲げる措置を講



じなければならない。 

(1) 当該福祉ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに，その

結果について，職員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該福祉ホームにおいて，職員に対し，虐待の防止のための研修を定期的に実施す

ること。 

(3) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止に係る経過措置） 

２ 令和４年３月３１日までの間，改正後の第２条第５項及び第１７条の規定の適用につ

いては，これらの規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」と

する。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 令和６年３月３１日までの間，改正後の第１２条の２の規定の適用については，この

規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と，「実施しなけれ

ば」とあるのは「実施するよう努めなければ」と，「行う」とあるのは「行うよう努め

る」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 令和６年３月３１日までの間，改正後の第１３条第２項の規定の適用については，こ

の規定中「講じなければ」とあるのは，「講ずるよう努めなければ」とする。 

 

提案理由 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設

備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７６号）の一部改正に伴い，福祉

ホームにおける業務継続計画の策定の義務，虐待の防止のための措置を講ずる義務等を定

めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ ２ 号 議 案 

   岡山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について 

 岡山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 岡山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年市条例

第１２１号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第４項中「家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認める」を「次の各号のいずれかに該当する」に，「同号」

を「第１項第３号」に改め，同項に次の各号を加える。 

 (1) 市長が，法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって，家庭的保育事業者

等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的

保育事業者等による保育の提供の終了に際して，利用乳幼児に係る保護者の希望に基

づき，引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

 (2) 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が，著

しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

 第６条第５項中「前項」の次に「（第２号に該当する場合に限る。）」を加える。 

 第３７条第４号中「場合」の次に「又は保護者の疾病，疲労その他の身体上，精神上若

しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」を加える。 

   附 則 



 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）の

一部改正に伴い，家庭的保育事業者等の保育所等との連携に関する基準を改める等のため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ ３ 号 議 案 

   岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

岡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年市条例第１２２号）の一部を次のように改正する。 

 第４２条第４項中「特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認める」を「次の各号のいずれかに該当する」に，「同

号」を「第１項第３号」に改め，同項に次の各号を加える。 

 (1) 市長が，児童福祉法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって，特定地域

型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認定子どもを

優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の

終了に際して，当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希

望に基づき，引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じていると

き。 

 (2) 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著

しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

 第４２条第５項中「前項」の次に「（第２号に係る部分に限る。）」を加える。 

   附 則 



 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正に伴い，特定地域型保育事業

者の特定教育・保育施設等との連携に関する基準を改めるため，本条例の一部を改正しよ

うとするものである。 



甲 第 ５ ４ 号 議 案 

   岡山市立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立認定こども園条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市立認定こども園条例の一部を改正する条例 

 岡山市立認定こども園条例（平成２７年市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条の表岡山市岡南認定こども園の項の次に次のように加える。 

岡山市陵南認定こども園 岡山市北区東花尻２６６番地１ 

 第４条の表岡山市千種認定こども園の項中「瀬戸町万富６３９番地１」を「瀬戸町鍛冶

屋１７８番地１」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

（岡山市立学校条例の一部改正） 

２  岡山市立学校条例（昭和３９年市条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

第１条第１号の表岡山市立陵南幼稚園の項を削る。 

 

 

提案理由 

岡山市陵南認定こども園を設置するとともに，岡山市千種認定こども園の位置を変更す

るため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ ５ 号 議 案 

   岡山市立学校条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立学校条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市立学校条例の一部を改正する条例 

 岡山市立学校条例（昭和３９年市条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

 第１条第１号の表岡山市立古都幼稚園の項及び岡山市立浮田幼稚園の項を削る。 

   附 則 

 この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

  岡山市立古都幼稚園及び岡山市立浮田幼稚園を廃止するため，本条例の一部を改正しよ

うとするものである。 

 



甲 第 ５ ６ 号 議 案 

   岡山市環境影響評価条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市環境影響評価条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市環境影響評価条例の一部を改正する条例 

 岡山市環境影響評価条例（平成３０年市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項第１４号中「第１３号」を「前号」に改める。 

 第８条第３項中「，送付する」を「送付する」に改める。 

 第９条の見出し中「提出」を「作成」に改める。 

 第１１条第２項中「当該引継ぎ後の事業者」を「新たに事業者となった者」に改める。 

 第１６条の見出し中「提出」を「作成」に改め，同条第１項第１号中「第１２条第１項

第１号」を「第９条第１項第１号」に改める。 

 第２４条第１項第１号中「第１２条第１項第１号」を「第９条第１項第１号」に改める。 

 第２７条第１項第１号中「第２８条」を「次条」に改める。 

 第３１条第２項中「事業者は，第２８条の規定による公告を行ってから第３９条の規定

による公告を行うまでの間に，第６条第１項第２号に掲げる事項を変更しようとする場合

において」を「第２８条の規定による公告を行った後に第６条第１項第２号に掲げる事項

を変更して事業を実施しようとする者は」に改める。 

 第３５条中「事業者」を「第２８条の規定による公告を行った事業者（当該事業者が対

象事業の実施前に当該対象事業を他の者に引き継いだ場合には，当該対象事業を引き継い

だ者）」に改める。 

 第３６条中「事業者」を「前条の事業者」に改める。 

 第３７条中「事業者」を「第３５条の事業者」に改める。 



 第３８条の見出しを「（報告書の作成等）」に改め，同条第１項中「第２８条の規定に

よる公告を行った事業者（当該事業者が対象事業の実施前に当該対象事業を他の者に引き

継いだ場合には，当該対象事業を引き継いだ者）」を「第３５条の事業者」に改め，同項

第１号中「事業者」を「第３５条の事業者」に改め，同条第２項中「前項に規定する」を

「第３５条の」に，「当該管理者」を「当該管理者等」に改め，同条第３項中「第１項に

規定する」を「第３５条の」に改める。 

 第３９条及び第４０条第３項中「事業者」を「第３５条の事業者」に改める。 

 第４１条第１項各号列記以外の部分中「事業者」を「第３５条の事業者」に改め，同項

第１号中「第３８条第１項各号」を「第３８条第１項第１号」に改め，同項第３号中「事

業者」を「第３５条の事業者」に改める。 

 第４２条第１項中「事業者」を「第３５条の事業者」に改める。 

 第４３条の見出し中「事業者の」を削り，同条中「事業者」を「第３５条の事業者」に

改める。 

第４７条第１項中「法」を削る。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 環境影響評価書公告後の事業内容の変更の届出義務を改める等のため，本条例の一部を

改正しようとするものである。 



甲 第 ５ ７ 号 議 案 

   岡山市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市屋外広告物条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市屋外広告物条例の一部を改正する条例 

 岡山市屋外広告物条例（平成７年市条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項第６号中「第３章」を「第４章」に改める。 

 第８条第１項中「の各号のいずれかに該当する」を「に掲げる」に改め，同条に次の１

項を加える。 

７ 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の届出を行った政治団体

が政治活動のために表示するはり紙，はり札等，広告旗又は立看板等で，規則で定める

基準に適合するものについては，前条の規定は，適用しない。 

 第１０条第２項に次のただし書を加える。 

  ただし，規則で定めるものについては，３年を限度として許可することができる。 

 第１６条第１項中「（昭和２３年法律第１９４号）」を削る。 

 第１７条中「又は」を「若しくは」に改め，「管理する者」の次に「（以下「広告物の

表示者等」という。）又は広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者（以下「広告

物の所有者等」という。）」を，「補修」の次に「，除却」を加える。 

 第２０条を次のように改める。 

 （点検義務） 

第２０条 広告物の表示者等又は広告物の所有者等は，当該広告物又は掲出物件について，

規則で定めるところにより，倒壊又は落下のおそれの有無その他の安全性を点検し，そ

の結果を保管しなければならない。 



２ 広告物の表示者等又は広告物の所有者等は，規則で定める広告物又は掲出物件につい

て，法第１０条第２項第３号イに掲げる者その他これと同等以上の知識を有するものと

して規則で定める者に，当該広告物又は掲出物件の本体，接合部，支持部分等の劣化及

び損傷の状況の点検をさせなければならない。 

３ 第１１条第１項の許可を受けようとする者又は表示し，若しくは設置した日から１年

以上の期間を経過した広告物若しくは掲出物件について第７条第１項若しくは第８条第

３項の許可を受けようとする者は，規則で定めるところにより，第１項又は前項の点検

の結果を市長に報告しなければならない。 

 第３８条第３号中「及び第５項第１号」を「，第５項第１号及び第７項」に改める。 

 第４０条第１項第３号中「の規定又は」を「又は」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。ただし，第４条第１項第６号の改正規

定は公布の日から，第２０条の改正規定及び次項の規定は令和３年１０月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ 第２０条の改正規定の施行の際現に改正前の岡山市屋外広告物条例の規定により許可

を受けて表示され，又は設置されている広告物又は掲出物件に係る点検及び報告につい

ては，令和５年９月３０日までの間は，なお従前の例によることができる。 

 （岡山市景観条例の一部改正） 

３ 岡山市景観条例（平成１９年市条例第６８号）の一部を次のように改正する。 

  第３１条第１８号中「及び第５項第１号」を「，第５項第１号及び第７項」に改める。 

 

 

提案理由 

 有資格者による屋外広告物の安全点検を義務付けることにより，屋外広告物の安全管理

を強化する等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ ８ 号 議 案 

岡山市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市公園条例の一部を改正する条例 

岡山市公園条例（昭和３５年市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

別表第４第２項を次のように改める。 

２ 法第６条第１項の規定により公園を占用する場合（第４条第１項各号に掲げる行為

に伴う場合を含む。） 

種別 金額 

法第７条第１項各号に掲げる工作物

その他の物件又は施設 

岡山市道路占用料徴収条例（昭和２８年市条

例第２５号）別表に規定する額 

都市公園法施行令第１２条第３項各

号に掲げる社会福祉施設 

岡山市財産条例（昭和３９年市条例第２７

号）別表第１に規定する額 

別表第４第３項中「第４条」を「第４条第１項各号」に改める。 

別表第６公園施設以外の施設の項中「（昭和２８年市条例第２５号）」を削る。 

附 則 

この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

都市公園法の一部改正に伴い，保育所その他の社会福祉施設を設けて都市公園を占用す

る場合の使用料等の額を定める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ５ ９ 号 議 案 

岡山市児童遊園地条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市児童遊園地条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市児童遊園地条例の一部を改正する条例 

岡山市児童遊園地条例（昭和４８年市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

西市第９遊園地 岡山市南区西市 

桑野第３遊園地 岡山市中区桑野 

江並第１３遊園地 岡山市中区江並 

湊第１１遊園地 岡山市中区湊 

久保第２遊園地 岡山市東区久保 

米倉第４遊園地 岡山市南区米倉 

小山６号遊園地 岡山市北区小山 

西大寺東三丁目第３遊園地 岡山市東区西大寺東三丁目 

大和町二丁目遊園地 岡山市北区大和町二丁目 

平野第１４遊園地 岡山市北区平野 

海吉第９遊園地 岡山市中区海吉 

白石第１遊園地 岡山市北区白石 

 附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 



提案理由 

 西市第９遊園地ほか１１遊園地を設置するため，本条例の一部を改正しようとするもの

である。 



甲 第 ６ ０ 号 議 案 

岡山市建築関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市建築関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市建築関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

岡山市建築関係事務手数料条例（平成１２年市条例第１６号）の一部を次のように改正

する。 

第１２条第１項第１号イ（イ）中ｆをｇとし，ｃからｅまでをｄからｆまでとし，同

（イ）ｂ中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改め，同（イ）中ｂ

をｃとし，ａの次に次のように加える。 

ｂ ３００平方メートルを超え，１，０００平方メートル以内のもの １６，０

００円 

第１２条第１項第１号ウ及びエ中「ｆ」を「ｇ」に改め，同項第２号イ（イ）中ｆをｇ

とし，ｃからｅまでをｄからｆまでとし，同（イ）ｂ中「３００平方メートル」を「１，

０００平方メートル」に改め，同（イ）中ｂをｃとし，ａの次に次のように加える。 

ｂ ３００平方メートルを超え，１，０００平方メートル以内のもの １３４，

０００円 

第１２条第１項第２号ウ（イ）ａからｆまで以外の部分中「ｆ」を「ｇ」に改め，同

（イ）中ｆをｇとし，ｃからｅまでをｄからｆまでとし，同（イ）ｂ中「３００平方メー

トル」を「１，０００平方メートル」に改め，同（イ）中ｂをｃとし，ａの次に次のよう

に加える。 

ｂ ３００平方メートルを超え，１，０００平方メートル以内のもの １５８，

０００円 



第１２条第１項第２号エ中「ｆ」を「ｇ」に改める。 

第１３条第１項第１号中「係る部分」の次に「及び当該増築又は改築に係る部分以外の

部分のうち申請書において一次エネルギー消費量を算出している部分」を加え，同号ア中

「２，０００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改め，同ア（ア）中「３８，

５００円」を「２７，１００円」に改め，同ア（イ）中「４４，０００円」を「３１，６

００円」に改め，同号中オをカとし，イからエまでをウからオまでとし，アの次に次のよ

うに加える。 

イ １，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの 次に掲げる区

分に応じ，それぞれ次に定める額 

(ｱ) モデル建物法による場合 ３８，５００円 

(ｲ) 標準入力法等による場合 ４４，０００円 

第１３条第１項第２号中「係る部分」の次に「及び当該建築又は改築に係る部分以外の

部分のうち申請書において一次エネルギー消費量を算出している部分」を加え，同号ア中

「２，０００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改め，同ア（ア）中「１４

９，０００円」を「１１３，０００円」に改め，同ア（イ）中「３７８，０００円」を

「２９２，０００円」に改め，同号中オをカとし，イからエまでをウからオまでとし，ア

の次に次のように加える。 

イ １，０００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの 次に掲げる区

分に応じ，それぞれ次に定める額 

(ｱ) モデル建物法による場合 １４９，０００円 

(ｲ) 標準入力法等による場合 ３７８，０００円 

第１４条第１項各号列記以外の部分中「第３０条第１項」を「第３５条第１項」に，

「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に，「第２９条第３項各号」を「第３４条第３

項各号」に改め，同項第１号中「第３０条第１項各号」を「第３５条第１項各号」に改め，

同号ウ中（カ）を（キ）とし，（ウ）から（オ）までを（エ）から（カ）までとし，同ウ

（イ）中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改め，同ウ中（イ）を

（ウ）とし，（ア）の次に次のように加える。 

(ｲ) ３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの １７，０００円 



第１４条第１項第１号エ中「（カ）」を「（キ）」とし，同項第２号ウ中（カ）を

（キ）とし，（ウ）から（オ）までを（エ）から（カ）までとし，同ウ（イ）中「３００

平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改め，同ウ中（イ）を（ウ）とし，

（ア）の次に次のように加える。 

(ｲ) ３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの 次に掲げる区分

に応じ，それぞれ次に定める額 

ａ モデル建物法による場合 １１５，０００円 

ｂ 標準入力法等による場合 ２９６，０００円 

第１４条第１項第２号エを次のように改める。 

エ 複合建築物 次に掲げる区分に応じ，それぞれ次に定める額 

(ｱ) 非住宅部分についてモデル建物法（基準省令に定める基準のうち規則で定める

ものをいう。）による場合 住宅部分の床面積（共用部分の一次エネルギー消費

量を合算しない方法による場合にあっては，床面積から共用部分の床面積を減じ

て得た面積。以下このエにおいて同じ。）の区分に応じたイ（ア）から（エ）ま

でに定める額と非住宅部分の床面積に応じたウ（ア）から（キ）までのａに定め

る額を合算した額 

(ｲ) 非住宅部分について標準入力法等（基準省令に定める基準のうち規則で定める

ものをいう。）による場合 住宅部分の床面積の区分に応じたイ（ア）から

（エ）までに定める額と非住宅部分の床面積に応じたウ（ア）から（キ）までの

ｂに定める額を合算した額 

第１４条第２項中「第３０条第２項」を「第３５条第２項」に改め，同条第３項中「第

３１条第１項」を「第３６条第１項」に，「第３２条」を「第３７条」に改め，同項第１

号中「第３０条第１項第１号」を「第３５条第１項第１号」に改め，同条第４項中「第３

１条第２項」を「第３６条第２項」に，「第３０条第２項」を「第３５条第２項」に，

「第３１条第１項」を「第３６条第１項」に改め，同条第５項中「第３６条第２項」を

「第４１条第２項」に改め，同項第１号ウ中（カ）を（キ）とし，（ウ）から（オ）まで

を（エ）から（カ）までとし，同ウ（イ）中「３００平方メートル」を「１，０００平方

メートル」に改め，同ウ中（イ）を（ウ）とし，（ア）の次に次のように加える。 



(ｲ) ３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの １７，０００円 

第１４条第５項第１号エ中「（カ）」を「（キ）」に改め，同項第２号ア（ア）ａ中

「第１条第１項第２号イ（３）及び同号ロ（３）の基準」及び「第１条第１項第２号イ

（２）（ｉ）及び同号ロ（２）の基準」を「に定める基準のうち規則で定めるもの」に改

め，同号イ（ア）ａ中「第１条第１項第２号イ（２）（ii）及び同号ロ（２）の基準」を

「に定める基準のうち規則で定めるもの」に改め，同号ウ中（カ）を（キ）とし，（ウ）

から（オ）までを（エ）から（カ）までとし，同ウ（イ）中「３００平方メートル」を

「１，０００平方メートル」に改め，同ウ中（イ）を（ウ）とし，（ア）の次に次のよう

に加える。 

(ｲ) ３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満のもの 次に掲げる区分

に応じ，それぞれ次に定める額 

ａ モデル建物法による場合 １１５，０００円 

ｂ 標準入力法等による場合 ２９６，０００円 

第１４条第５項第２号エを次のように改める。 

エ 複合建築物 次に掲げる区分に応じ，それぞれ次に定める額 

(ｱ) 住宅部分について仕様基準又はフロア入力法により，非住宅部分についてモデ

ル建物法（基準省令に定める基準のうち規則で定めるものをいう。以下同じ。）

による場合 住宅部分の床面積（共用部分の一次エネルギー消費量を合計しない

方法による場合にあっては，床面積から共用部分の床面積を減じて得た面積。以

下同じ。）の区分に応じイ（ア）から（エ）までのａに定める額と非住宅部分の

床面積の区分に応じウ（ア）から（キ）までのａに定める額を合算した額 

(ｲ) 住宅部分について仕様基準又はフロア入力法により，非住宅部分について標準

入力法等（基準省令に定める基準のうち規則で定めるものをいう。以下同じ。）

による場合 住宅部分の床面積の区分に応じイ（ア）から（エ）までのａに定め

る額と非住宅部分の床面積の区分に応じウ（ア）から（キ）までのｂに定める額

を合算した額 

(ｳ) 住宅部分について性能基準（基準省令に定める基準のうち規則で定めるものを

いう。以下同じ。）により，非住宅部分についてモデル建物法による場合 住宅



部分の床面積の区分に応じイ（ア）から（エ）までのｂに定める額と非住宅部分

の床面積の区分に応じウ（ア）から（キ）までのａに定める額を合算した額 

(ｴ) 住宅部分について性能基準により，非住宅部分について標準入力法等による場

合 住宅部分の床面積の区分に応じイ（ア）から（エ）までのｂに定める額と非

住宅部分の床面積の区分に応じウ（ア）から（キ）までのｂに定める額を合算し

た額 

附 則 

この条例は，令和３年４月１日から施行し，改正後の岡山市建築関係事務手数料条例の

規定は，同日以後の申請に係るものについて適用する。 

 

 

提案理由 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い，建築物エネルギー

消費性能適合判定等に係る審査手数料の額を改める等のため，本条例の一部を改正しよう

とするものである。 



甲 第 ６ １ 号 議 案 

   岡山市教育研究研修センター設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市教育研究研修センター設置条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

  令和 ３ 年 ２ 月１８日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市教育研究研修センター設置条例の一部を改正する条例 

 岡山市教育研究研修センター設置条例（昭和６２年市条例第４２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条中第４号を第５号とし，第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 情報機器等の整備及び情報教育に関すること。 

   附 則 

この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 岡山市教育研究研修センターの事業を改めるため，本条例の一部を改正しようとするも

のである。 



甲 第 １０４ 号 議 案 

   岡山市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。 

  令和 ３ 年 ３ 月 ２ 日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 

 岡山市職員の特殊勤務手当支給条例（昭和２７年市条例第３１号）の一部を次のように

改正する。 

 附則第２項中「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２

年政令第１１号）第１条に規定するものをいう」を「病原体がベータコロナウイルス属の

コロナウイルス（令和２年１月に，中華人民共和国から世界保健機関に対して，人に伝染

する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る」に改める。 

   附 則 

この条例は，公布の日から施行し，改正後の岡山市職員の特殊勤務手当支給条例の規定

は，令和３年２月１３日から適用する。 

 

 

提案理由 

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴い，所要の措

置を講ずるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 １０５ 号 議 案 

   岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ３ 年 ３ 月 ２ 日提出 

 

岡山市長  大  森  雅  夫 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 岡山市国民健康保険条例（昭和３６年市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 附則第４条第１項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１ 

号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症」を「新型コロナウイルス感染

症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に，中華人民共和

国から世界保健機関に対して，人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに

限る。）である感染症をいう。以下同じ。）」に改める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行し，改正後の岡山市国民健康保険条例の規定は，令和３

年２月１３日から適用する。 

 

 

提案理由 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い，所要の措置を講ずるため，本

条例の一部を改正しようとするものである。 


